


 



 

 

子ども計画の基本理念 
 

子どもは、一人ひとりが今を生きる主体であるとともに、未来

の「希望」です。 

子 どもは、一 人 の人 間 としていかなる差 別を受 けることなく 

その尊厳と権利が尊重され、心も身体も健康で過ごし、個性

と豊かな人間性がはぐくまれる中で、社会の一員として成長に

応じた責任を果たすことが求められます。 

 

世田谷区は 

子どもが健やかに成長・自立でき、 

また、安心して子どもを生み、育て、 

子育てに夢や喜びを感じることができる地域社会を 

区民と力をあわせ実現します。 

 

 

 



 
 

はじめに 
 

⼦どもの今が輝くように 
 
 世田谷区では、平成２１年度以降、就学前の子どもが毎年１，０００人近く増え続けてい
ます。全国的に少子化が進むなか、子どもが増えている数少ない自治体のひとつです。 
 
 生まれ、育っていく子どもは、未来の希望であるとともに、今の社会をつくっている大事
な一員です。子どもたちが、子ども時代を思いっきり味わいながら過ごせ、安心して子育て
ができるまちをつくることが、未来につづく地域の土台となります。 

 
 ３月３日、世田谷区では「今をきらめく宝」である子どもたちが「のびのびと安心して育つ
環境」をつくるため、「区民と力をあわせて、子どもと子育てにあたたかい地域社会」を築く
ことを内外に宣言する「子ども・子育て応援都市宣言」を行いました。 
 
 すべての子どもが、地域で多様な体験を重ねながら心地よく過ごせる居場所を見つけ
られるよう、すべての子育て家庭が子育てに喜びや楽しさを感じられるよう、子ども、保護
者、区民、事業者や子育て支援者と力を合わせ、支えあいながら、「子どもがいきいきわく
わく育つまち」の実現に向け取り組んでまいります。 
 
 計画策定にあたり、お力添えを賜りました区議会および区民の皆さん、子どもに関わる
支援者・団体等の関係者の皆さんに心より感謝申しあげますとともに、本計画の実現に向
け、今後も皆さんの一層のご支援とご協力を賜りますことを重ねてお願い申しあげます。 
 
 
 平成２７年３月 

                      世田谷区長  
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子どもは、ひとりの人間としてかけがえのない存在です。 

うれしいときには笑い、悲しいときには涙を流します。感情を素直にあらわ

すのは、子どもの成長のあかしです。子どもは、思いっきり遊び、失敗しなが

ら学び、育ちます。子どもには、自分らしく、尊重されて育つ権利があります。 

 

子どもは、地域の宝です。 

大人は、子どもをしっかり見守り、励まし、支えます。地域は、子育て家庭が

楽しく子育てできるように応援します。子どもは、成長に応じて社会に参加し、

自分のできることと役割、みんなで支えあう大切さを学んでいきます。 

 

子どもは、未来の希望です。今をきらめく宝です。 

大人は、子どもにとっていちばんよいことを選び、のびのびと安心して育つ

環境をつくります。 

 

世田谷区は、区民と力をあわせて、子どもと子育てにあたたかい地域社会を

築きます。ここに、「子ども･子育て応援都市」を宣言します。 

 

平成２７年３月３日 

世 田 谷 区 
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    計画の策定にあたって 
 

   子ども・子育て家庭を取り巻く状況 

（１）全国的な社会状況と国の動向 
 

わが国は、高度経済成長期以降これまでに経験したことのない長期にわたるデフレ経済に直
面しています。リーマンショック以来、再び大きな社会問題となっている保育待機児童の問題に
ついては、長引くデフレ経済を背景として、子どもの乳児期に子育てに専念したいという思いを
持つ方も働かざるを得ない状況となったことも要因の一つとしてあげられます。こうした状況下
で所得格差も広がり、子どもの貧困が社会的な問題として取り上げられるようになっています。 

また、ＩＣＴの急速な高度化による情報化の進展や、外国人の増加などがもたらすグローバル
化の進展も、子どもを取り巻く環境として大きな影響を与えている事象といえます。 

とりわけ、人口構造の変化は著しく、少子高齢化の急激な進展に歯止めがかからず、わが国
の 65 歳以上の人口は全人口の 25.2％（平成 26 年 1 月時点）を占め、同割合が 21％を超える
「超高齢社会」と呼ばれる状況となっています。これと反比例するように、生産年齢人口（15 歳か
ら 64 歳）、年少人口（14 歳以下）は減少の一途を辿っています。このことは、社会保障費の増大
をもたらすとともに、それを支える世代の減少を表しており、社会保障制度そのものをゆるがす
状況を示しています。さらには、死亡数が出生数を上回る状態が続く人口減少社会へと突入す
ることとなってしまいました。 

国は、平成 6 年の「エンゼルプラン」にはじまる少子化対策を打ち出しましたが、その後も少子
化の現象は留まることはなく、平成 15 年には、「少子化社会対策基本法」とともに「次世代育成
支援対策推進法」を制定し、少子化対策に一層取り組んでいく姿勢を明確に打ち出しました。 

こうした状況の中で、ワーク・ライフ・バランスの概念が社会に浸透し、また、女性の力を最大
限発揮することが、人材の確保にとどまらず、企業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や
創意工夫をもたらし、家庭や地域の価値を大切にしつつ社会全体に活力を与えることにつなが
るといった意識が広まってきました。これにより、企業の育児休業制度の制度化や女性の管理職
登用も進み、出産を期に離職をする女性の割合が徐々に減少の傾向を見せたことで、女性の
就労率が高まるなど、生産年齢人口の減少がもたらす生産力の減少に対する対策として一定
の効果が認められるところです。 

しかし少子化が依然として進行していること、子ども・子育て支援が質・量ともに不足している
こと、子育ての孤立感と負担感が増加していること、都市部における待機児童問題等課題が山
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積していることから、平成 24 年 8 月に「子ども・子育て関連３法」が制定され、平成 27 年 4 月か
らはこれらの法に基づき、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指した
「子ども・子育て支援新制度」が本格実施されます。新制度により、各自治体が主体となって、質
の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、待機児童の解消、地域での子ども・子育て
支援の充実に取り組んでいくこととなります。 
 

（２）世田谷区の社会状況と区の動向 
 

少子化という全国的な流れがある中で、世田谷区では子どもの数が増加し続けています。特
に平成 21 年からは、0 歳から 5 歳の子どもが毎年 1,000 人近く増え続けており、全国的にも数
少ない自治体であるといえます。主な要因として出生率の回復があげられ、平成 17 年に 0.80 で
あった合計特殊出生率は、平成 25 年には 1.04 まで上昇しています。一方で、上記の女性の就労
率の上昇もあわさって、保育需要は全国の自治体でみられる状況を凌ぐ勢いで増加していま
す。 

また、子どもや子育て家庭は増加していますが、核家族化が進んでいる傾向は全国と同様で
す。地域社会との関わりも希薄化しており、子育てについて、身近に相談する人がいない、必要
な情報が得られない、適切な情報・サービスを選択できない保護者が増加し、家庭の養育力の
低下が懸念されています。こうした状況は、子育ての不安や悩みを一人で抱え込むことともなり、
児童虐待やネグレクトを引き起こすことにもつながりかねません。 

さらに、都市化の進展により、子どもが外で友達と自由に遊ぶ場や機会が減少しています。ま
た、地域コミュニティの希薄化により、子どもの声が近隣問題になるなど地域で子どもを育てる
という意識は薄れてきているのかもしれません。近年、子ども・若者のコミュニケーション能力が
低下していると言われていますが、地域の中で他者との関わりを持ちながら様々な体験をする
ことが、子どもの成長を育むものであり、こうした体験が少ないことが要因のひとつと考えられて
います。また、情報化の進展により、子どもが情報機器を介して過ごす時間が増え、集団の中で
対人関係を築く機会が減っていることも、要因のひとつと言われています。 

世田谷区では、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、すべての
世田谷区民が力を合わせ、子どもが健やかに育つことのできるまちをつくることを掲げ、平成 13
年 12 月に「世田谷区子ども条例」を制定しました。子ども条例で掲げる理念を実現するための
推進計画として、区は、平成 17 年 3 月に「世田谷区子ども計画」を策定し、その後、社会状況の
変化等に対応するため、中間年での見直しを行い、平成 22 年 3 月に「世田谷区子ども計画後期
計画」を策定しました。 

区では、後期計画に基づき、その基本方針である「子どもの視点」を重視しながら、保育待機
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児解消への取組みや子どもの成長の支援を進めるとともに、子育ての負担や不安の軽減等の
虐待予防の取組みから、早期発見、支援を必要とする家庭への継続的なサポートなど段階に応
じた適切な支援を進めてきました。 

なかでも、保育環境の整備は、喫緊の課題であるとして認可保育所の整備を中心とした対策
を講じてきたところですが、保育待機児童数は、平成 21 年度から平成 26 年度までの 5 年間で
1.8 倍になるなど大きな課題となっています。子育て家庭の家族形態、就労形態もますます多様
化しており、保育だけでなく、様々な子育て支援についてもより多様な受け皿が求められていま
す。 

また、国における地方分権の動きが具現化していることに並行して、区も自治権の拡充に向け
た取組みを進めています。特に児童相談所については、東京都と特別区での都区の事務配分を
議論する「都区のあり方検討委員会」において、区に移譲することを検討する事務としての方向
付けが示され、平成 24 年 2 月に「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」が設
置され、具体的な検討を進めているところです。こうした自治権拡充の動きについても、住民に
身近な事務は基礎自治体である世田谷区が行うという視点がこれまで以上に求められていま
す。 

こうした経緯を踏まえ、今後の持続可能な世田谷のまちのあり方を展望するとき、すべての区
民の参加と協働による地域づくりが不可欠であり、とりわけ、地域づくりの中心には、今を生きる
子どもの成長・発達と子育ての支援を捉えることが必要となっています。 

このような地域づくりを実現していくためには、子ども・子育て支援施策の総合的な展開の基
本となる行政計画の策定が必要であるとともに、地域住民の参加と協働によるまちづくりを推進
していくことが欠かせません。そして、様々な施策・事業の成果をより実りのあるものとするため
に、保護者、区民、事業者、区が共通の目的意識をもって、子ども・子育て支援に取り組むことが
重要となってきています。 
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■ 年代別子ども人口と総人口の推移 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各年１月１日現在 

「世田谷区統計書」（世田谷区）より作成 

 
 

■ 年次別出生数と合計特殊出生率の推移 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「世田谷区保健福祉総合事業概要 統計編」より作成 
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   子ども計画（第２期）策定の趣旨 

（１）策定の趣旨 
 

世田谷区は、区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、今後 20 年間の公共的指針として世田谷
区基本構想を平成 25 年 9 月に策定しました。さらに基本構想の理念を実現するために、今後 10
年間に区が重点的に取り組む施策の方向性を示す基本計画を平成 26 年 4 月からスタートさせ
ています。基本計画では、基本構想の 9 つのビジョンのうちの一つである「子ども・若者が住みや
すいまちをつくり、教育を充実する」というビジョンの実現に向けて、「子ども若者が住みたいまち
づくり、教育の推進」を重点政策に掲げ、「子ども若者・教育」の分野別政策において施策の方向
性を定めています。 

また、子ども・子育て支援法は、「子ども・子育て支援新制度」の実施主体である基礎自治体
に対して、保育・幼児教育の充実や地域子ども・子育て支援事業の充実を計画的に実施してい
くことを求めています。 

「世田谷区子ども計画」が平成26 年度に最終年度を迎えることから、基本計画等上位計画の
方向性や国の定める「子ども・子育て支援新制度」の趣旨を踏まえ、近年の子ども・子育てを取
り巻く社会状況の変化に対応すべく、子ども・若者にかかる新たな個別計画として「世田谷区子
ども計画（第 2 期）」を策定します。 

 

２ 
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（２）計画の位置づけ 
 

この計画は、「世田谷区子ども条例」の推進計画として策定します。また、子ども・子育て支援
法で定める子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成
支援対策行動計画を内包します。 

同時に、区の上位計画である「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」や、関連計画である
「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」「世田谷区教育ビジョン」「健康せたがやプラン」等と
の連携・整合性を図っていきます。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

◆若者施策との関係 
子ども条例では、18 歳未満のすべての人を「子ども」としています。一方、区では、12 歳から

39 歳までを若者と位置づけ、施策を進めています。 
若者施策は、子どもの頃から継続して取り組んでいくべきものや、早期の支援により問題の深

刻化を未然に防げるものなど、子ども期で展開する施策と密接に関わっています。このため、子
ども計画策定にあたっては若者施策を見据えた検討を行うとともに、今後の若者施策について
も示すこととしました。 

国は、平成 21 年に子ども・若者育成支援推進法を定め、自治体に対して子ども・若者計画の
策定に努めるよう求めているところです。 
 

 
 
 

 

子 ど も 計 画 

０歳 

子ども・子育て支援事業計画 

妊娠期 ９歳 １２歳 １８歳 ３９歳 

 

今後の若者施策の取組み 

 

 

世田谷区基本構想・基本計画・新実施計画 

連携・ 
整合性 

 

世田谷区地域保健医療福祉 
総合計画 

第 2 次世田谷区教育ビジョン 

関連計画 

せたがやノーマライゼーションプラン 
／世田谷区障害福祉計画 

 

子ども・子育て支援事業計画 

世田谷区子ども条例推進計画 

次世代育成支援対策行動計画 

 

子ども計画（第２期） 

子ども・子育て支援法 

子ども・若者育成支援推進法 

 

世田谷区 

国 

世田谷区子ども条例 

健康せたがやプラン（第二次） 
（母子保健計画を含む） 

等 

次世代育成支援対策推進法 
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（３）計画の期間 
 

「子ども計画（第２期）」の計画期間は、平成 27 年度から平成 36 年度までの 10 年間とし、内
包する「子ども・子育て支援事業計画」は平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間とします。 

なお、計画策定後の国の子ども・子育て施策の動向や、社会経済情勢の変化に合わせ、必要
な調整を図るものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H35 H36H27 H28 H29 H30 H31 H32H23 H24 H25 H26 H33 H34

世
田
谷
区

世田谷区基本計画（H26～H35)

実施計画
H17～H19

実施計画
H20～H23

実施計画
H24～H25

世田谷区基本計画（H17～H25)

新実施計画
H26～H29

世
田
谷
区
子
ど
も
計
画

世田谷区子ども計画(H17～H26)

後期計画(H22～H26）

国

次世代育成支援対策行動計画(H17～H26)

H17 H18 H19 H20

子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援事業計画

次世代育成支援対策行動計画(H27～H36)
策定は任意

H21 H22

次世代育成支援対策行動計画

世田谷区子ども計画(第２期)

世田谷区子ども条例推進計画

子ども・子育て支援事業計画
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   子ども計画後期計画の評価 

（１）子ども計画後期計画 指標の進捗評価 
 

子ども計画後期計画に基づく子ども・子育て施策の推進状況について、次世代育成支援対
策推進法で定められた全国共通指標と、区独自指標に基づき評価を行いました。 

 
① 全国共通指標 

子育て中の女性の就労率は平成 25 年までの 5 年間で上昇し、保育入園申込者数は平成 21
年度から 26 年度の 5 年間で約 1.6 倍、待機児童数も約 1.8 倍になるなど、子育て環境が大きく
変化しました。こういった状況を反映するように、子育てをしやすいと感じる層が減少し、子育て
をしにくいと感じる層が増加しています。一方、育児休業取得率は父母ともに上昇し、父親の育
児参加も含めた両立支援が推進されました。 

子育てに対する不安感はほぼ横ばいで、不安感や負担感を軽減する施策が十分行き届いて
いないことが見てとれます。 

 
◆子育てに関して不安感や負担感を持つ保護者の割合 

『ニーズ調査アンケート』 

子育て楽しいと感じるか、辛いと感じるか 
平成 20 年 平成 25 年 

就学前 就学後 就学前 就学後 

楽しいと感じることが多い 

どちらかというと楽しい 
81.3% 76.2% 80.2% 75.1% 

同じぐらい 14.5% 16.8% 15.5% 19.1% 

辛いと感じることが多い 

どちらかというと辛い 
2.9% 4.7% 3.3% 4.6% 

その他、わからない、無回答 1.3% 2.3% 0.9% 1.3% 

 
◆希望した時期に保育サービスを利用することができた利用者の割合 

 平成 21 年 4 月 平成 26 年 4 月 

認可保育所申込者数 3,376 5,363 

保育サービス待機児童数 613 1,109 

待機児童数／申込者数 18.2% 20.7% 

3 
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◆子育てが地域の人に（もしくは、社会で）支えられていると感じる割合 

 
ⅰ 保育サービス等の充実について子育てしやすい環境であると思う区民の割合 

『区民意識調査』（家族形成期＋家族成長前期※） 

 平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

子育てしやすい環境 

どちらかといえば子育てしやすい環境 
36.7% 35.9% 38.8% 34.1% 33.6% 

子育てしにくい 

どちらかといえば子育てしにくい 
33.2% 33.2% 31.8% 35.4% 36.7% 

わからない又は、無回答 30.0% 30.9% 29.4% 30.5% 29.7% 

 
ⅱ 在宅子育て支援について子育てしやすい環境であると思う区民の割合 

『区民意識調査』（家族形成期＋家族成長前期） 

 平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

子育てしやすい環境 

どちらかといえば子育てしやすい環境 
25.9% 27.5% 27.9% 22.9% 22.1% 

子育てしにくい 

どちらかといえば子育てしにくい 
27.6% 27.5% 24.7% 27.3% 26.9% 

わからない又は、無回答 46.3% 45.1% 47.5% 50.0% 51.0% 

 
◆仕事と生活の両立がはかられていると感じる割合 

『ニーズ調査アンケート（就学前）』 

 平成 20 年 平成 25 年 

母親の就労率 31.8% 45.6% 

母親の育児休業取得率 19.7% 32.0% 

父親の育児休業取得率 1.1% 3.9% 

 

※区民意識調査では、回答者をライフステージ別に13の類型に区分し分析を行っており、次の2区分に該当

する回答を使用しています。 

家族形成期：子どものいない夫婦（20～39 歳）あるいは、一番上の子が小学校入学前 

家族成長前期：一番上の子が小・中学生 
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② 区独自指標 
自己肯定感や自尊感情に関わる調査では、一般的に学年が上がるにつれ肯定的な回答が

減り否定的な回答が増える傾向が見られますが、区の調査結果では設問により傾向にばらつき
がありました。今後も、すべての年代の子どもに対し、自己肯定感を育む施策を行っていく必要
があります。 

 
◆子ども自身が、自分が大切にされていると感じる割合 

『小学生対象アンケート』、『中高生世代アンケート』 

ⅰ 自分自身が好きだと思うか 

 
平成 25 年 

小低学年 小高学年 中高生世代 

そう思う（すごくそう思う、まあそう思う） 54.0% 54.6% 39.6% 

そう思わない 

（あまりそう思わない、ほとんどそう思わない） 
14.9% 19.4% 22.6% 

どちらでもない 27.6% 24.9% 36.4% 

無回答 3.6% 1.2% 1.4% 

 
ⅱ 他の人から好かれていると思うか 

 
平成 25 年 

小低学年 小高学年 中高生世代 

そう思う（すごくそう思う、まあそう思う） 41.5% 48.5% 43.1% 

そう思わない 

（あまりそう思わない、ほとんどそう思わない） 
22.3% 23.0% 14.8% 

どちらでもない 31.2% 27.3% 40.9% 

無回答 5.1% 1.1% 1.2% 
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（２）目標事業量の達成状況 
 

次世代育成支援対策推進法では行動計画の策定が義務づけられており、世田谷区では子ど
も計画後期計画で目標事業量を設定していました。達成状況は下表のとおりです。平成 27 年 4
月には、概ね目標事業量を達成する見込みです。 

しかしながら、予想を上回る就学前の子どもの人口の増加と家族形態や就労状況の変容な
どを背景として、保育サービスをはじめとする子ども・子育て支援全般の需要が増加しており、供
給が不足している状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 保育 5 サービス：認可保育所、家庭的保育、事業所内保育、認証保育所、その他 

※2 保育 6 サービス：保育 5 サービス＋幼稚園預かり保育 

目標事業量

27年4月 22年4月 26年4月

　保育５サービス※１ （人） 14,140 9,943 13,454

　保育６サービス※２ （人） 15,010 10,737 14,298

　夜間保育事業 （人） 30 30 30

　延長保育事業 （人） 2,555 1,750 2,321

　トワイライトステイ事業 （人） 3 3 3

　休日･年末保育事業 （人） 50 40 50

　放課後児童健全育成事業 （人） 4,795 3,931 4,338

　病児･病後児保育事業 （日） 15,000 10,200 17,400

　ショートステイ事業 （人） 5 5 7

　一時預かり事業 （日） 101,514 69,800 96,800

　地域子育て支援拠点事業
　　Ａ（児童館型）

（か所） 26 26 26

　　Ｂ（子育てステーション併設） （か所） 5 5 5

　　Ｃ（単独） （か所） 6 5 7

実績
事業名
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（３）世田谷区子ども・青少年問題協議会による評価・検証及び課題整理 
 

平成 23－24 年度世田谷区子ども・青少年問題協議会では、「世田谷区子ども計画後期計画
の評価・検証及び課題整理」を検討テーマに議論を重ね、平成 25 年 4 月、「次期子ども計画で
取り組むべき施策について」として報告がまとめられました。 

 
① 中間の提言等に基づき着手した取組みについて 

子ども・青少年問題協議会が検討を進める中で、平成 23 年 10 月に「最終報告を待たずに、
実現に向けてすぐに着手すべき項目」として中間提言を報告しました。この中間提言にあった項
目及び協議会から報告等を受けた項目の中で、すぐに着手した取組みについては以下のとおり
です。 

 
◆ 子ども自身が相談しやすい仕組みづくり 

▽ 提言 
子ども自身が相談しやすく、他者の力を借りて自身で悩みなどを解決していく仕組みが必
要である。 

▽ 取組み 
・ 子どもの人権を擁護し救済を図るため、公正・中立で独立性と専門性のある第三者機関

「せたがやホッと子どもサポート」を設置。（平成 25 年 4 月） 
平成 25 年 7 月より相談等を開始した。 

 

◆ 妊娠期及び周産期の子育て支援策 
▽ 提言 

児童虐待予防には、妊娠期あるいは０歳児対象の支援策の充実が必要である。 
▽ 取組み  

・ １歳以上を対象としていた理由を問わない預かり事業（ほっとステイ）を、一部で生後４
か月以上に対象拡大した。（平成 24 年 4 月より） 

・ ０歳児を対象とした短期間の預かり事業（ショートステイ）を開始した。 
（平成 24 年 10 月より） 
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◆ 震災時の子ども支援 
▽ 提言 

震災時の子ども支援について示していく必要がある。 
▽ 取組み 

・ 「子どもに関わる事件・事故・災害等の情報」を電子メールで配信するシステムを構築。
（平成 23 年 6 月より） 

・ 保育園防災対策事業研修の対象施設を広げた。 
・ 「保育園防災マニュアル」を策定した。（平成 24 年 3 月） 

 

◆ 青少年施策を担当する行政組織の位置づけ 
▽ 提言 

総合的な青少年施策の実現に向け、行政組織の位置づけを提言。 
▽ 取組み 

・ 専管所管である若者支援担当課を設置。（平成 25 年 4 月） 
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② 最終報告における提言 
平成 25 年 4 月の報告の中で「次期計画（平成 27 年度～36 年度）策定に向けた留意事項」

として、次の６項目の提案が出されました。 
 

◆ 保育環境の整備 
・ 日常的な寄り添いといった家庭的な関わりと環境の確保。 
・ 安全・安心の保障のため、地域施設を有効活用した複数の人の目が行き届く環境での預

かりの推奨や、保育所、児童福祉施設等との連携を図るといった施策の検討。 
・ 在宅の子育て家庭や支援を必要とする保護者が、気軽に交流できる場の拡充。 
 

◆ 事業を実施する際の留意点 
・ 事業実施にあたっての課題の対応・改善を速めるため、条件が整備された地区からモデ

ル事業としてスタートして検証を行うなどの工夫が必要。 
・ 前例の少ない新たな試みの際には、試行錯誤期間の設定、十分に地域の住民や町会・自

治会、団体などと関係を深めながら、事業を進めていくサポートが重要。 
 

◆ 地区の特性・資源活用に配慮した支援策の充実 
・ 子ども・子育て支援や若者に関わるサービスに参入するＮＰＯ法人や民間企業の事業者

のもつ社会的な資源（機能・施設・人材など）の活用の検討。 
・ 世田谷区の 5 地域 27 地区のそれぞれの特性に配慮したきめ細かな施策展開。 
 

◆ 青年期（概ね 18 歳以上 30 歳未満）の計画 
・ 次代を担う若者が地域で住み続けられるまちであるための総合的な施策展開。 
・ 計画の策定にあたっては、若者のおかれている現状をしっかりと認識し、当事者の参画に

配慮して作成するとともに、実施状況の点検・評価などを行うべき。 
 

◆ 寄附文化の醸成 
・ 地域全体で子どもと子育てを支援する事業においては、寄附の呼びかけをＰＲするなど、

実績を積み重ね、定着させていくことが必要。 
・ 若者の起業支援や若者の就労支援事業者に対し寄附を募るといった事業の検討。 
・ 寄附だけに依存されないよう、段階的に自立を促すようなサポートの検討。 
 

◆ 健康や生命の安全を脅かす災害・事故への対応 
・ 災害時の着実な対応や子どもと子育て家庭における放射能汚染への対応の検討。 
・ 被災地での被災地以外の大学やＮＰＯなどと地域の協働による復興支援の取組みは、地

域の子ども・子育て支援の参考事例であり、策定の視点に取り入れるべき。
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第
２
章 

 

第
５
章 

 

    計画の基本的考え方 
 

   子ども計画（第２期）で目指すべき姿 
 
すべての子どもが、家庭や地域・他者との関わりや多様な体験の中で、本来もっている力を

存分に発揮し、喜びをもって健やかに育っていくまちを目指します。 
保護者と区民、事業者等は、すべての子どもの子ども時代が豊かなものとなるよう、見守り支

えていきます。 
 

 

 
第２章 

１ 
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   計画策定にあたっての視点 

 
出生数の増加などにより平成 21 年から平成 27 年の 6 年間で約 5,800 人増となった就学前

人口は、今後もほぼ横ばいで推移すると予測されています。また、子どもを育てながら就労する
保護者も増加するなど、働き方やライフスタイルが多様化しており、子ども・子育てを支える基
盤の量的な拡充が求められます。 

一方、核家族化やひとり親世帯、外国人の保護者・子どもの増加、地域のつながりの希薄化に
より保護者が孤立しがちであることから、出産や子育てに感じる不安感、負担感の軽減が課題と
されています。 

これまでも、子ども・子育てにかかる支援は、区民、事業者、支援活動団体など様々な主体に
より実施され、子ども・保護者を支えてきましたが、多様なニーズの高まりから、今後、その実施
主体は一層多元化が進むことが予想されます。 

こうした社会状況を踏まえ、次ページ以降に示す計画体系、施策・取組みの策定にあたっては、
地域の様々な資源が提供する支援が最大限生かされるよう、次の４つの視点をもって検討を
行うこととしました。 

 

◆ 当事者の参加・参画の推進 
子ども自身や保護者が、当事者として事業運営や事業の実施主体とどのように関わって
いくか。その仕組みをどのように構築し、支えていくか。 

 

◆ 地域で包括的に支える仕組みの構築 
身近な地域で安心して子どもを生み育てられるよう、また、すべての子どもの育ちが子ど
も自身にとっても保護者にとっても喜びとなるよう、どのように区民・地域の子育て力を高
め、地域の資源を生かしながら切れ目なく支えていくか。 

 

◆ 若者期を見据えた子育ち支援 
やがて社会を担うとともに子どもを育てる立場ともなっていく子どもに対し、どのような体
験が望まれ、どのような支えや見守りが必要か。若者が直面する課題を見据えたとき、そ
の手前でどのような施策が求められるか。 

 

◆ 区が果たすべき責任と役割 
サービスが量的拡大し実施主体も多元化する中で、世田谷区が目指すサービスの質や
サービス利用者である子どもの人権や安全・安心をどのように確保していくか。また、区が
主体となって運営する事業が果たす役割をどのように位置づけるか。

２ 
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    重点政策 
 

   妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防 
 
妊娠、出産、子育てにかかる父母の不安感や負担感が増してきており、こうした育児不安を抱

え込むことは、虐待のリスクを高めることにもつながることから、妊産婦や子育て家庭に寄り添い
ながら切れ目なく支える仕組みを身近な場から充実します。 

 
◆ 喜びと楽しさを感じられる子育てを、身近な場から支えていきます 

妊娠中や産後、乳幼児を育てる時期は、様々な不安を抱える時期です。これまで、それらの不
安の軽減や親としての学び・成長を家庭や地域が支えてきました。しかしながら、核家族化や地
域社会との関わりの希薄化の進展により、サポートが受けられず、悩みをひとりで抱え込み、子
育てに孤立感と負担感を覚えるケースが増えています。こうした悩みを抱える保護者同士が気
軽につどい、交流し、情報交換などができる場を充実することや、自分の時間を持ちリフレッシュ
する機会をつくることで、育児不安の軽減を図り、子育てに喜びと楽しさを実感できる環境を整
えます。 

また、日常的に利用できる身近な場所において、気軽に相談ができ、必要に応じて適切な支
援につながることができるよう、利用者支援事業を展開するなど敷居の低い相談体制を整えま
す。 

 
【関連項目】 

１－（１）－① 子育て中の親子の身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 
１－（１）－② 就学後の子どもをもつ親が気軽につどえる場や機会の充実 
１－（２）－② 親がリフレッシュできる場・機会の充実 

 

 
第３章 
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■ 子ども・子育ての相談支援体制図 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 妊娠中・産後の精神的状態別子育てについての感じ方 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」(平成 25 年)より作成 

○妊娠中や産後の精神状態が不安定だった方は、子育てを辛いと感じる割合が高いという傾向が見ら
れ、妊娠期など早期からの支援の重要性が裏付けられたといえます。 

辛いと感じること

の方が多い

無回答

その他

楽しいと感じることの方が多い
どちらかというと、楽しい

と感じることの方が多い

どちらかというと、辛いと

感じることの方が多い

楽しいと感じることと、辛い

と感じることが同じくらい

72.0 

47.2 

35.0 

28.7 

23.4 

39.8 

39.7 

31.0 

4.1 

11.3 

21.1 

24.9 

0.2 

0.9 

3.1 

9.1 

0.2 

0.3 

0.5 

4.3 

0.0 

0.4 

0.5 

1.8 

0.0 

0.1 

0.1 

0.3 

とても安定していた（n=435）

まあ安定していた（n=1,463）

やや不安定になった（n=1,372）

とても不安定になった（n=394）

【妊娠中・産後の精神的状態別】

43.5 36.7 15.5 2.5 

0.8 0.5 

0.4 全体（N=3,685）

(%)

地

区

地

域
子ども家庭支援

センター
(利用者支援実施)

児童館
子育て支援館

各地域１

おでかけひろば等

(利用者支援実施)
各地域１＋センター機能１

保育施設

幼児教育施設

医療機関

警察署

学校

母子生活支援
施設

おでかけ
ひろば

児童館 子育てサロン

子育てNPO
民生・児童

委員

青少年地区
委員

ボランティア

子ども・子育て

ネットワーク
（地域課題共有）

身近な交流と相談の場

身近な交流・相談の場

地域ごとのネットワーク構築

あんしん
すこやかセンター

出張所・まちづくり
センター 社会福祉協議会

高齢者・障害者等
複合的課題の連携

相談ケース引継ぎ

児童相談所
その他の子ども・
子育て関連機関 保健所

高齢者を中心とし

た、包括的・継続
的ケアマネジメント
子どもと高齢者・障
害者などの複合的
課題への対応

※ 1 地域 総合支所ごとのエリアで、世田谷、北沢、玉川、砧、烏山の５つの地域がある。
※ 2 地区 出張所、まちづくりセンターごとのエリアで、27の地区がある。
※ 3 「おでかけひろば」には、子育てステーションおよび子ども・子育て総合センターのひろばも含む。

※3

※1

※2
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◆ 子育て家庭に潜在しているニーズの把握に努めるとともに、ニーズや状況の変化に
合わせ、切れ目なく支えていきます 
子育て家庭の孤立化の予防や不安感、負担感の軽減を図るために、相談体制を整えることは

重要ですが、課題を抱えていても、それを認識していない場合など、相談・支援につながること
が難しい家庭もあります。こうした家庭が課題を抱えたまま、リスクを高めてしまうことがないよう
支えていける体制を整える必要があります。 

乳幼児健診や乳児期家庭訪問などの機会や、児童館、ひろばや保育所、幼稚園、学校など、
日頃利用する場において、関わる支援者の気づきの感度を高め、リスクの高い子育て家庭を早
期に適切な支援につなげ、地域社会で子育てを支援する体制づくりを進めます。 

また、時間の経過や子どもの成長、親の環境の変化により、必要とされる支援も変化していき
ます。個々の家庭の置かれた状況を継続的に把握し、寄り添った支援を展開するため（仮）子育
て支援コーディネーターの配置など体制の強化を検討し、整備していきます。 

 
【関連項目】 

３－（１）－① 養育困難家庭・要保護児童の早期支援の充実 
３－（１）－② 継続支援・生活支援の仕組みの充実 
１－（３）－① 子どもと親のこころと体の健康づくり 

 

■ 切れ目ない支援のイメージ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ０
歳 

12
歳 

１
歳 

２
歳 

３
歳 

６
歳 

９
歳 

４
歳 

15
歳 

18
歳 

５
歳 

 

中学校 高校 幼稚園 

子ども家庭支援センター 

児童館 

あんしんすこやかセンター 

ニーズの 

キャッチ ニーズの 

キャッチ 

地
域
資
源 

青少年交流センター 

民生･児童委員、青少年委員 

（仮）子育て支援コーディネーター配置の検討 

小学校 

ステージが変わっても

情報をつないでいく 

仕組みが必要 

 

保育園等保育サービス 

支援 

医療機関 

児童相談所など 

母子保健事業 

ひとり親 要保護児童 要支援 生活困窮者 

子育てひろば 

子育てサロン 
新 BOP・プレーパーク 

３
歳
児
健
診 

1.6
歳
児
健
診 

6･7
ヶ
月
健
診 

妊
娠
届 

乳児期 

家庭訪問 

乳
児
健
診 

9･10
ヶ
月
健
診 

母親・ 

両親学級 

若者総合支援センター 

妊
婦
健
診 

（生活支援課） 

 

（健康づくり課） 

 

支援の窓口 

情報の集約 

支援情報の把握体制 

総合相談 

支援のコーディネート 

全体の健診がないので 

行政とつながる機会がない 

 

※    支援から外れやすい方 

 
3 歳児健診～就学前 

悩みや困難を抱えながらも 

支援につながっていない方 

保育園、幼稚園に 

通っていない方 

障害児・発達障害児 

未受診の方 

妊
娠
期 

養育困難家庭 
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◆ 地域包括ケアシステムの推進により複合的課題を抱えた子育て家庭を包括的・継続
的に支援していきます 
区では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられることを目的とした地域包括ケ

アシステムの推進を目指しています。 
子どもの出生時の母親の年齢が 35 歳以上である割合は年々高まっており、平成 25 年には

42.6％となっています（39 ページのグラフ参照）。こうした状況から、子育てをしながら親の介護
をするなど、複合的な悩み・課題を抱える家庭がますます増えていくことが予想されます。 

区では、これまで高齢者を対象としていたあんしんすこやかセンターの相談を、子育て家庭や
障害者（児）などにも拡大することにより、子育てと介護、障害のある方の子育てなど、複合的課
題を抱えた子育て家庭の相談も可能な窓口を 27 地区に整備していきます。また、出張所・まち
づくりセンター、あんしんすこやかセンター及び社会福祉協議会を一体整備し、三者が連携して
身近な地域で潜在化している問題の早期発見や相談支援体制の強化、地域生活を支える地域
資源の開発等に取り組みます。 

複合的課題を抱えた子育て家庭に対しては、利用者支援事業により構築していく子ども・子
育てネットワークと連携しながら、子ども家庭支援センターを中心に包括的・継続的なケアマネ
ジメントを行っていきます。 
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   子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上 

  

喫緊の課題である保育待機児解消に向けた保育基盤整備を中心として、すべての子育て家
庭を支える基盤の整備・拡充を進めるとともに、保育・幼児教育の質の確保と向上を図ります。 

 

◆ 子育て家庭のニーズに沿った保育・幼児教育及び、子ども・子育て支援事業の基盤
を整備します 
就学前人口の増加や共働き家庭の増加等を背景に、増え続ける認可保育園の入園申込者

数や、子育て家庭の潜在的なニーズに対応するため、区有地や国・都有地などの公有地のほか、
区独自の賃借料補助等により民有地の活用を促進し、認可保育所を中心に計画的に保育・幼
児教育施設や事業の整備を行い、保育待機児の解消を図ります。 

また、多様化する働き方やライフスタイルの変化など個々の子育て家庭のニーズに沿った保
育が受けられるよう、病児・病後児保育事業の拡充など、体制の整備を進めます。 

さらに、相談・交流の場と機会の提供や一時預かり事業の充実を図るなど、在宅子育て家庭
を支援する事業について、子ども・子育て支援事業計画に基づき計画的に整備を進めていきま
す。 

 
【関連項目】 

２－（1）－① 子育て家庭のニーズに沿った保育・幼児教育の整備 
２－（1）－② 子育て家庭のニーズに沿った多様な保育の提供 
１－（1）－① 子育て中の親子の身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 
１－（2）－② 親がリフレッシュできる場・機会の充実 
第５章  子ども・子育て支援事業計画 

 

 

 

 

 

２ 
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◆ 区が定める基準等に基づき、保育の質の確保に向けた取組みを進めるとともに、子
どもや保護者が当事者として、事業運営や事業の実施主体と関わっていく仕組みを
つくります 
保育ニーズの高まりに応えるため、認可保育所の整備を中心に、小規模保育事業などの新た

な保育事業の整備を進めます。これにより、実施主体はこれまで以上に多元化することが予想さ
れます。 

そうしたなかで、保育の質を確保し、さらなる向上を図るため、指導・監督や巡回指導相談を
通じて、各保育施設において専門的な知識・技術を身につけるとともに、第三者評価の実施や
地域の保育施設間のネットワークを強化していきます。 

また、区が目指す「子どもを中心とした保育」を実践するための『世田谷区保育の質ガイドラ
イン』を活用し、事業者・保護者・区民と共通理解を深め、ともに保育の質の向上に取り組むとと
もに、子どもや保護者が事業運営に関わっていく取組みを推進します。 

 
【関連項目】 

２－（２）－① 保育の質を支える仕組みの構築 
２－（２）－② 区立施設が果たしていく役割の強化 
 

■ 保育の質を支える仕組みのイメージ ■ 
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◆ 保護者の施設・事業を評価・選択をする力を支援します 
保育・幼児教育については、子育て家庭のニーズの多様化に応えるため、多様な形態で運営

されていますが、そのためにそれぞれの施設・事業の特徴などを理解することが難しくなってき
ています。 

保護者が働き方や就労時間など自身の家庭の状況にあった施設・事業を選択することがで
きるよう、身近な場所で十分な情報が得られ、必要に応じて気軽に相談ができるような体制を
整えます。 

また、手軽に情報が得られるとともに、正しく情報を読み取れるよう、情報提供の工夫を図りま
す。 

 
【関連項目】 

２－（２）－③ 保護者の保育・幼児教育等の選択への支援 
 

◆ 子ども・子育てを支える人材を確保し育成します 
保育をはじめとする子ども・子育て支援の基盤の整備に伴い、保育士等の確保は大きな課題

となっています。現在保育・幼児教育などに携わっていない有資格者に対する研修など復職に
向けた支援や、保育・幼児教育施設の就職支援を通じて、幼稚園教諭や保育士など保育・幼児
教育の担い手の確保に努めます。また、研修や他の施設・事業との交流・情報交換の機会の提
供などを通じて、保育・幼児教育に携わる人材の資質・能力の向上を図ります。 

また、保護者が気軽につどえる場や相談できる場などにおけるスタッフのスキル向上や地域
で子どもの育ちを見守り支える地域人材の子育て力の向上に向けた支援を行います。 

 

【関連項目】 
２－（２）－④ 保育・幼児教育に携わる人材の確保・育成 
２－（３）－② 保育と幼児教育の一体的な提供に向けた職員の育成 
１－（１）－① 子育て中の親子の身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 ほか 
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   子どもの生きる力の育み 
 

子どもが地域の中で主体的に活動できる場や機会を充実させ、すべての子どもが生きる力
を育むことのできる環境を整え、地域・社会を担っていく若者、大人、親へと成長していくための
基礎となる育ちを地域とともに支えます。 

 

◆ 地域で豊かな社会体験を重ねられる場と機会を充実していきます 
地域の中で、子どもが安心して過ごすことができる場所や、本来もっている力を存分に発揮し

活躍できる場と機会を拡充するとともに、地域での活動に参加することを通じて、多世代と交流
する機会を充実します。 

地域社会の担い手の一員としての活動や多世代交流の体験を通じて、社会性、主体性、協調
性などの生きる力を育むことを地域とともに支えます。また、子どもの頃から地域で活動すること
や、地域との関わりをもつことで、地域に対する愛着を培い、地域社会で若者、大人、親へと成長
し、地域の子どもの活動を支える立場として関わりを継続・循環していくことができる環境を整え
ます。 

 
【関連項目】 

５－（１）－② 地域における多世代での活動・交流の場と機会の充実 
５－（２）－① 参加から参画へ、地域での場と機会の提供 

 

◆ すべての子どもが、居心地のよい場・力を発揮できる場を身近な地域にもてるよう
環境を整えます 
悩みや困難を抱えた子どもやその保護者が抱えている問題は、複雑化かつ多様化していま

す。こうした問題に対応するため、総合的な支援や専門的な相談など、それぞれの家庭の状況
やニーズに応じた支え方ができる体制を充実し、問題を早期に発見するとともに、適切な支援に
つなげていきます。また、ここにいてもいいのだと思える安心して過ごせる居場所が求められて
おり、身近な居場所を整備し、そうした場所で同年代や多世代での交流が図れるよう、支援・運
営を行う地域での活動を支えます。 

配慮が必要な子どもが日常過ごす場や地域の中で安心して過ごすことができ、自分らしい生
き方が実現できるよう、地域における障害理解の促進と子どもに関わる支援者のスキルアップ
を図るとともに、活動や参加の場を確保していきます。 

子どもの将来が生まれ育った家庭の状況に左右されることがないよう、ひとり親家庭や生活困
窮家庭等の子どもの学習の機会を提供するとともに、多様な大人や年長者との交流の機会を提
供することを通じて、子どもが社会の中で生きる力を育み、自立へと向かう支援を行います。 

 

３ 
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【関連項目】 
３－（4）－① ニーズに応じた相談機能の充実 
３－（4）－② 子どもの居場所の拠点整備 
３－（2）－② 日常を過ごす場や地域で安心して過ごせる支援の充実 
３－（3）－① ひとり親家庭、生活困窮家庭等の子どもの自立に向けた支援の充実 

 

◆ 外遊びを推奨し、外遊びの環境を整備します 
子どもは季節を感じながら屋外で仲間たちと思いきり遊び、たくさんの体験を通して豊かに成

長していきます。 
しかし近年は都市化、核家族化、パソコンや携帯電話の普及などの影響で、子どもの遊びは

屋外遊びから屋内遊びへ、遊びの種類の減少と単純化、集団遊びの減少など大きく変化してき
ています。その影響で子どもの身体機能は体力・運動能力が低下し、社会性・忍耐力・想像力・
好奇心の不足が問題になっています。 

今後、すべての子どもたちが身近な場所でいきいきと外遊びができる環境を拡充し、外遊び
体験を推奨していきます。そのために各地域にプレーパークを整備し、外遊びの拠点機能を持た
せながら、子どもやその保護者が気軽につどい、遊ぶきっかけをつくる活動を支援していきます。 

また、外遊びを支える人材を育成するとともに、外遊びの機会拡充を区と区民がともにつくっ
ていく体制を整えます。 

 
【関連項目】 

５－（１）－③ 外遊びの機会と場の拡充 
 

■ 外遊びの機会と場の拡充のイメージ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【プレーパーク】 

子どもの自由な遊びを 

目指して、区と区民が 

ともにつくっている遊び場 

現在４ヶ所開設 

（羽根木、世田谷、駒沢、烏山） 

↓ 

外遊びの拠点として 

各地域に設置 

【きぬたまあそび村】 

多摩川の自然を利用し、 

区と区民がともにつくって 

いる遊び場 

【屋外での親子の集まり】 

外遊びを中心に集う 

子育てサロン 

親子グループ等 

【屋外型自主保育】 

外遊びを中心とした 

自主運営の保育グループ 

【身近な外遊びの 

  できる場所】 

☆公園 

☆身近な広場 

☆新ＢＯＰ 

☆学校遊び場開放 

外遊びを中心とした 

幼児の集いの場 

 

☆外遊びができる場の確保 

☆外遊びの担い手育成 

☆外遊び活動団体の交流 

☆外遊びの啓発 

区と外遊び活動団体が連携して、

外遊びの機会と場を拡充します。 

豊富な外遊び体験 

↓ 

元気な子どもたち 

↓ 

豊かに成長 

外遊びの機会と場の拡充 

外遊びをすすめ

る団体が連携し、環

境整備を図ります。 

外遊びの体験を

通して、遊びを支え

る人材の育成を進

めていきます。 

【プレーカー】 

プレーパークから遠い 

地域の公園に出向く 

出張プレーパーク 

【プレーリヤカー】 

リヤカーに遊具を積んで 

身近な公園へ出向く 

乳児の外遊び 

【屋外活動推進型 

  おでかけひろば】 

外遊びが充実した 

おでかけひろば 

乳幼児の外遊び 

デビュー支援 【自然体験学習】 

☆小学校、幼稚園 

【外遊びプログラム】 

☆保育園、児童館 

【スポーツ振興】 

☆屋外スポーツ教室等 

教育 

体育 

福祉 

水・火・土・木などを使った自然体験ができるあそび場 
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◆ 子どもの育ちを見守り支える地域コミュニティの形成を支えます 
都市化の進展や地域コミュニティの希薄化により、地域で子どもを育てるという意識は以前と

比較し薄れていると言われています。子どもが地域の中で安全にかつ安心して過ごしたり、活動
したりするためには、その育ちや活動を見守り支える地域の大人の存在が欠かせません。 

子どもたちが成長し自立していく過程で、子育て中の親と子育てを終えた世代など幅広い世
代や立場の違う者同士がともに支えあう関係づくりを進めていくことにより、子ども・子育てに対
する地域の理解や協力の気運を増し、地域で子どもの育ちを見守るという意識を醸成していき
ます。 

 

【関連項目】 
６－（１）－① 子どもの育ちを見守り支える地域コミュニティの形成 

 

◆ 児童館が地域で果たす役割を充実していきます 
従来、子どもの健やかな成長については、まず、「家庭」が中心となって育ちを支え、さらに、地

域や多世代との関わりの中で育まれてきました。しかし、近年の核家族化や都市化の進展に伴う
多様化された社会の中では、家庭をはじめ、地域と子どもとの関係づくりなど、必要な支援や機
会の提供が困難となる場面が増加してきています。 

また、子どもたちは、出生から、保育園・幼稚園、小学校、中学校、高等学校といった年齢やラ
イフステージによる区分の中で、それぞれの時期に的確な関わりや支援、見守りを必要としてい
ます。 

子どもたちが成長し、自立していく過程では、家庭や地域がともに子どもたちに目を向け、とも
に支える地域のコミュニティの形成が必要です。 

児童館は、乳幼児期から、小・中・高校生まで、子どもの成長に継続的に関わる施設であり、多
様化した子どもの成長支援を地域とともに進めることが大切です。これらの取組みを進めるた
めに必要な児童館職員の人材確保、育成を図りながら、特に、様々な不安を抱える親に対する
見守りや寄り添いなどの子育て支援と、心身ともに大きな成長過程をむかえる中高生世代に対
して、地域で活動できる様々な経験をもとに、地域の担い手となっていける取組みを一層充実し
ていきます。 

 
【関連項目】 

１－（１）－① 子育て中の親子の身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 
１－（２）－① 親の学びの支援 
５－（１）－① 成長に応じた放課後の居場所の確保 
５－（１）－② 地域における多世代での活動・交流の場と機会の充実 
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■ 児童館を中心とした身近な地区・地域でのネットワーク ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の児童館のあり方について、本計画の策定にあわせ、有識者や地域の関係者等と検討する「世田谷

区立児童館のあり方検討委員会」を設置し、検討を行いました。 

検討委員会からは、子育て支援、中高生支援をはじめとした子どもの成長支援を、これまで以上に地域と

ともに進めていくことや、地域への情報発信について、以下のような提言をいただきました。また、これまで児

童館が担ってきた役割を継承しながら、機能の拡充を進めるために必要な児童館職員の人材確保、育成の

必要性についての提案もいただきました。このことを受け、さらなる検討を行い、児童館の運営や事業実施に

反映していきます。 

【児童館での具体的な取組みについて】（「世田谷区立児童館のあり方検討委員会報告書」より） 

●中高生世代への支援と担い手育成 
ひとつひとつの児童館における児童館単位の中高生支援から、中高生支援館を中心にした総合支所単
位の地域で進める中高生支援を、学校や関係機関と連携しながら進めていく。 

●子育て支援 
児童館単位のネットワークを総合支所単位の地域に広げることで子育て支援活動を活発にし、より専門的
な相談や専門機関との連携機能を持つ児童館を、各地域に設置することについて検討する必要がある。 

●地域との連携 
地域の大人が児童館との関わりの中で充実感を得て、利用者から協力者（サポーター）へと役割を持つ
大人を増やすことにより、児童館事業の充実につなげていく。 

●児童館からの情報発信 
児童館が子どもの「遊び」の場だけでなく、子どもを軸にした地域コミュニティの側面もあることとあわせ、
地域に広く広報していく。 

 

各児童館のネットワーク 
子育て支援の 

ネットワーク 

中高生支援の 

ネットワーク 

地域と一緒につくる特色ある児童館 

★地域ぐるみの子育て 

★子どもを軸に多世代交流 

★子育ての担い手の育成 

★地域の子育て支援ネットワーク 

子育て支援（全館で実施） 
（0～未就学児） 

・子育てひろば、サークル 

・身近な相談 

・子育て団体との交流 

・子育て支援のネットワーク 

中高生支援（全館で実施） 
・中高生の居場所（Teens タイム） 

・中高生の参画機会 

（Teens プロジェクト） 

・中高生のリーダー育成 

・中高生支援ネットワーク 

小学生の成長支援（全館で実施） 
・安心して過ごせる身近な居場所 

・遊びを通じた仲間づくり・豊かな体験 

・子どもの参加・参画の機会 

中高生支援館 
【地区の児童館の機能も持つ】 

-児童館の地域拠点として 5 館- 

世田谷地域：池尻児童館 

北沢地域：代田児童館 

玉川地域：玉川台児童館 

砧地域：喜多見児童館 

烏山地域：粕谷児童館 

●児童館中高生支援ネットワーク

の中核 

●開館時間延長 

●中高生にあわせ設備充実 

●中高生の地域リーダー育成 

●ティーンズプロジェクトの充実 

 

次代の担い手を育む 

中心的機能 

★青少年交流センター 

子育て支援の拠点 

★子ども家庭支援センター 

★子育てステーション 

地域の子ども・親子 

育成 

児童館を通じて 

地域の担い手に 

中高生 

PR の強化働きかけ 

PR の強化働きかけ 
元気な子ども 

悩みや困難を抱えた子ども 子育て家庭・乳幼児 

在宅子育て支援館 
【地区の児童館の機能も持つ】 

-児童館の地域拠点として 5 館- 

世田谷地域：弦巻児童館 

北沢地域：松沢児童館 

玉川地域：上用賀児童館 

砧地域：鎌田児童館 

烏山地域：上祖師谷ぱる児童館 

●児童館子育て支援ネットワーク

の中核 

●ひろば事業の充実 

●豊かな体験の場（遊具等の充実） 

●身近な相談・仲間づくり支援 

⇒担当職員の配置 

●NPO 団体等との連携・協力 

●5 地域での子育て交流 

 

連携・応援 

連 

携 

児童相談所 
おでかけ 

ひろば 

総合支所各課 

出張所・まちづくりセンター 

子育て 
サークル 
サロン 

地域の 

活動団体 小中学校 

げんき 

町会・商店街 
民生児童委員・主任児
童委員・青少年委員 

青少年地区委員 

保育園 

幼稚園 

連携・応援 

連 

携 

高校 
サポーター 

ボランティア 

地域の子どもを地域の担い手へ!! 

生きづらさを抱えた若者支援 

★若者総合支援センター 

新 BOP 
・移動児童館 
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    計画の内容  ○体系 
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ど
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は
、
一
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ひ
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り
が
今
を
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来
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「
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で
す
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子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
・
自
立
で
き
、
ま
た
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
、
子
育
て
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夢
や
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
を
区
民
と
力
を
あ
わ
せ
実
現
し
ま
す
。 

子
ど
も
が
い
き
い
き
わ
く
わ
く
育
つ
ま
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基本理念 ⽬指すべき姿 

 

第４章 

⼤項⽬

１ 

子育て家庭へ

の支援 

 

３ 

支援が必要な

子ども・家庭の

サポート 

２ 

保育・幼児 

教育の充実 

６ 

子どもが育つ

環境整備 

５ 

子どもの成長と

活動の支援 

４ 

質の高い学校

教育の充実 

中項⽬ 

（１）身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 

（３）ひとり親・生活困窮家庭等の子どもの支援 

（２）子育て力発揮への支援 

（１）保育施設・多様な保育の整備・拡充 

（２）保育・幼児教育の質の向上 

（３）保育と幼児教育の一体的な提供 

（２）配慮が必要な子どもの支援 

（４）悩みや困難を抱えた子どもの支援 

（１）成長と活動の場と機会の充実 

（２）子どもの社会への参加・参画の機会の充実 

（２）「世田谷９年教育」で実現する 

質の高い教育の推進 

（３）信頼と誇りのもてる学校づくり 

（１）地域の子育て力の向上 

（２）社会環境の整備 

（３）子どもの権利擁護・意識の醸成 

（１）養育困難家庭・要保護児童支援 

（３）子どもと親のこころと体の健康づくり 

（１）地域との連携・協働による教育 
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・ 

子
ど
も
の
生
き
る
力
の
育
み 

・ 

子
育
て
家
庭
を
支
え
る
基
盤
の
整
備
と
質
の
向
上 

・ 

妊
娠
期
か
ら
の
切
れ
目
の
な
い
支
援
・
虐
待
予
防 
重点政策⼩項⽬

①子育て中の親子の身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 

②就学後の子どもをもつ親が気軽につどえる場や機会の充実 

①親の学びの支援 

②親がリフレッシュできる場・機会の充実 

①子育て家庭のニーズに沿った保育・幼児教育の整備 

②子育て家庭のニーズに沿った多様な保育の提供 

①配慮が必要な子どもの早期支援の充実  

②日常を過ごす場や地域で安心して過ごせる支援の充実 ③途切れのない支援の実施 

①養育困難家庭・要保護児童の早期支援の充実  

②継続支援・生活支援の仕組みの充実 ③地域支援体制の構築  

①ニーズに応じた相談機能の充実 

②子どもの居場所の拠点整備 

①成長に応じた放課後の居場所の確保  

②地域における多世代での活動・交流の場と機会の充実 

③外遊びの機会と場の拡充 ④子どもの活動を支える地域の子育て力の向上 

①参加から参画へ、地域での場と機会の提供  

②子どもの意見表明の推進  

①豊かな人間性の育成 ②豊かな知力の育成  

③健やかな身体・たくましい心の育成 

④これからの社会を生きる力の育成 ⑤特別支援教育の充実 

①保育の質を支える仕組みの構築 

②区立施設が果たしていく役割の強化 ③保護者の保育・幼児教育等の選択への支援  

④保育・幼児教育に携わる人材の確保・育成 ⑤幼保小連携の促進 

①認定こども園の普及・促進に向けた取組み 

②保育と幼児教育の一体的な提供に向けた職員の育成 

①教員の資質向上のための支援 ②信頼される学校経営の推進 

③ニーズに応じた相談機能の充実 ④安全安心と学びを充実する教育環境の整備 

①子どもの育ちを見守り支える地域コミュニティの形成 

②子育て活動の支援とネットワーク形成の支援 

①子育てしやすいまちづくり ②子どもの安全・安心 ③ワーク・ライフ・バランスの推進 

④子どもを生み育てやすい環境の整備 ⑤文化・芸術・スポーツと親しむ環境づくり 

①子どもの権利への意識の醸成  

②子どもの権利を守る体制の充実 

①ひとり親家庭、生活困窮家庭等の子どもの自立に向けた支援の充実 

②情報提供・相談機能の充実 ③ひとり親家庭の自立に向けた就労支援の充実 

④ひとり親家庭の子育てと仕事の両立を図るための子育て・生活支援等の充実 

①子どもと親のこころと体の健康づくり ②思春期のこころと体の健康づくり 

③食育の推進 ④歯と口の健康づくり 

①地域が参画する学校づくり ②地域コミュニティの核となる学校づくり 

③地域教育力の活用 
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○年齢別子ども・若者施策 

施設型給付施設（認可保育園、認定こども園、幼稚園）

ほっとステイ

病児･病後児保育

一時預かり事業

幼稚園の預かり保育

おでかけひろば

子育てひろば(児童館)

子育て家庭

への支援

保育・幼児

教育の充実

支援が

必要な

子ども・

家庭の

サポート

時間外保育事業

質の高い

学校教育の

充実

子どもの

成長と活動

の支援

子ども基金

子ども・子育てをつなぐプロジェクト（子育てメッセなど）

ワーク・ライフ・バランスの啓発促進

子どもが育

つ環境整備
災害、防犯情報メールの発信

危険回避プログラム

まちのバリアフリー整備の推進、子どもが安心して歩ける道路整備

子育て支援マンション認証制度

発達障害児支援（早期発見、発達障害相談・療育センター“げんき”、発達相談室など）

１歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳妊娠中 ０歳

児童育成手当・児童扶養手当

子ども・子育てテレフォン

子育て活動団体助成

大項目

妊婦健診

乳児期
家庭訪問

母親学級
両親学級

子どもの予防接種

乳幼児健診

歯科健診
就学時

健康診断

育児講座

個別相談・指導（医療・保健・歯科・栄養・心理等）

産前産後歯科検診

離乳食講習会

ＭＣＧ（母と子の関係を考える会）

せたがや子育て応援ブック

せたがやの子育て

せたがや子育て応援アプリ

利用者支援事業

さんさんサポート

ファミリー・サポート・センター事業

産前・産後のセルフケア講座

子育てサロン

地域型保育事業

認可外保育施設（認証保育所、保育室等）

私立幼稚園

養育困難家庭等ヘルパー派遣事業

ひとり親家庭支援（就労支援、子どもの学習支援、相談、情報提供、住宅支援等）

子ども医療費助成

児童手当

保育料助成・幼稚園保護者への援助

妊娠・出産
費用助成

若者支援

施策の推進

赤ちゃんスペース

ひとり親家庭等医療費助成

障害のある子どものための手当、医療費助成

障害のある子どもの相談、療育、援助

児童相談所

子ども家庭支援センター（相談、児童虐待防止等）

ショートステイ
赤ちゃん

ショートステイ

産後ケア事業

子育て支援館
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中学校小学校

児童館

防犯ブザー貸し出し

こどもをまもろう１１０番

１２歳 １５歳 １８歳９歳８歳７歳 １０歳 39歳

若者総合支援センター

せたがや若者サポートステーション

こころの健康相談（子ども・思春期）

学生ボランティア派遣事業

せたホッと

地域運営学校

新ＢＯＰ ＳＴＥＰ

外遊びの機会と場（プレーパーク、公園、区立小学校遊び場開放など）

中高生支援館

青少年交流センター

子ども夢プロジェクト

ユースリーダー事業

ティーンズプロジェクト

ユースミーティング世田谷

青少年地区委員会、青少年委員、民生･児童委員、主任児童委員

奨学資金貸付

受験生チャレンジ支援貸付事業

世田谷区子ども条例

ヤングワークせたがや

メルクマールせたがや

特別支援教育

世田谷９年教育

教育相談、不登校対策（教育相談室、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー、ほっとスクール、メンタルフレンド派遣事業など）

トワイライトステイ
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   子育て家庭への支援 

（１）身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 
 

【現状と課題】 
 
・ 核家族化の進行、地域社会との関わりの希薄化により、子育て家庭の孤立化が問題となって

います。他者との交流が少ないため、課題を抱えていても当事者が認識していない場合があ
り、周囲の気づきや状況に応じた適切な支援の場へのつなぎが課題です。 

・ 在宅子育て家庭にとって、身近なつどい・交流の場であるひろばは、保護者の負担を軽減し、
子育て家庭の孤立化の予防となることからニーズも高く、今後はおでかけひろばの拡充や児
童館子育てひろばの機能の充実が求められています。 

・ 小学校就学以降の子どもをもつ親が、身近で気軽に交流できる場や機会が不足しています。
また、子どもの区外進学などによって親が地域とつながる機会が減少しており、親同士の交
流や気軽に相談できる場所が求められています。 

 

【目標】 
 
・ 情報交換や交流の機会、気軽に相談ができる場が身近で得られている。 
・ 身近な場での交流や相談をきっかけに、適切なサービスや支援につながることができてい

る。 
・ 子育て中の親が、身近な場で知りたいことを知ることができ、必要なサービスを自ら選択して

使うことができている。 
・ 在宅子育て家庭を中心として、孤立化の予防や交流が図られ、子育てに喜びと楽しさを実感

している。 
 

１ 
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【施策展開】 
 
① 子育て中の親子の身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 

子育て中の親子が、身近な場所で気軽に相談や交流ができ、ニーズに応じて適切なサービ
スにつながることができるなど安心して子育てができる環境を整えることにより、在宅子育て家
庭を中心とした孤立化の予防や子育てに対する不安感の軽減を図るなど、子育てに喜びと楽し
さを実感できるよう場と機会を充実します。 

ⅰ 子育て中の親子が気軽につどえる場の拡充 
子育て中の親子が、身近で気軽につどい交流することができる場を拡充します。 

ⅱ 身近な場で親子を支える機能の充実 
日頃の関わりのなかで気軽な相談ができ、適切な支援やサービスへの案内を受けられる場と

して、児童館やおでかけひろばなどの機能を充実します。また、児童館の子育て支援館や利用
者支援の拠点などを中心に、地域ごとの子ども・子育て関係機関の連携を強化することにより、
身近な資源をより有効に活用するとともに、必要に応じて新たな地域資源開発も行いながら、
地域で支えていく仕組みを構築します。 

ⅲ スタッフの人材育成 
おでかけひろばや子育てひろばのスタッフに対する研修等を充実し、子どもと関わる人材の

育成を図ります。 

ⅳ 子育て情報の提供の充実 
子育て中の保護者に必要な情報が行き届くよう子育て情報の提供方法を工夫するとともに、

子ども家庭支援センターや、利用者支援事業を担う拠点などを中心に、利用者一人ひとりに合
った子ども・子育てサービスの利用案内を行うコーディネート機能を強化します。 

 

② 就学後の子どもをもつ親が気軽につどえる場や機会の充実 
学童期、思春期の子どもをもつ親が、気軽に悩みを打ち明けたり、同世代の子を持ち、同じよ

うな不安や悩みを抱えた親同士が知りあい、交流できる場や機会を充実します。 

ⅰ 身近な場での相談の場の充実 
身近な場所で相談できる場を充実し、保護者の不安解消を図ります。 

ⅱ 親も含めた多世代交流の機会の充実 
若者が活動できる身近な居場所づくりを通じ、地域での多世代交流の機会の充実を図りま

す。 
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（２）子育て力発揮への支援 
 

【現状と課題】 
 
・ これまで、親族や地域に支えられながら家庭が中心となって行われてきた子どものしつけな

どが、核家族化や地域社会との関わりの希薄化に伴い、親だけが抱え込む、または保育・幼
児教育機関、学校等に任せるという状況がみられます。 

・ 各学校のＰＴＡが中心となって家庭教育学級を開催するなど、家庭の教育力の向上に向けた
取組みが進められていますが、子どもとともに親が学び成長するためには、家庭教育の情報
提供や相談機能、親同士や地域との連携の機会のさらなる充実が求められています。 

・ 子育てによる不安や負担を軽減するためには、子育て中の生活を楽しむためのサポートが重
要です。保護者が自分の時間を持てる仕組みをつくるため、一時預かりの拡充や急な預かり
ニーズへの対応が求められています。 

・ 保護者は子どもの発達に多かれ少なかれ不安を抱えているものですが、不安を抱えていて
も、専門機関等へ相談に行くことに抵抗を感じ、一人で悩みを抱えている保護者がたくさんい
ます。 

 

【目標】 
 
・ 親が子どもとともに成長し、子どもを育てる力が高まっている。 
・ 親が子育てに対する意識を向上させ、自ら解決できる力が育まれている。 
・ 親が自分の時間を持つことで、リフレッシュする機会がある。 
・ 父親の子育て参加の意識が醸成され、母親だけではなく、父親も子育てを楽しめる。 
・ 子どもの発達に不安を抱える保護者が、身近な場所で気軽に参加でき、その子にあった関わ

り方に気づき、また同じような不安を抱えた親同士が知りあえる機会がある。 
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■ 子どもが成長する上で、大切だと思っていること ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」(平成 25 年)より作成 

 

■ 子育てする上で足りないと感じていること ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」(平成 25 年)より作成 
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24.4 

23.6 

22.0 
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17.3 

15.2 

55.5 

16.2 

39.6 

25.2 

10.7 

3.7 

3.4 

18.6 

23.6 

21.8 

17.0 

32.2 

36.5 

10.2 

26.5 

55.9 

21.5 

25.4 

16.0 

6.0 

3.0 

3.2 

0 20 40 60

子どもが十分に学習、勉強できる環境

子どもが安全に生活できる環境

子どもにとって危険の無い生活

子どもが家族と過ごす時間

子どもの自立を促す取組

子どもたちが自分たちのことを

自分たちで決める機会

子どもにとって充実した食生活

子どもが自由に遊ぶ時間

子どもが思いきり体を動かして遊ぶ環境

子どものゆとりある生活

親が自由に過ごせる時間

地域での支えあい

子育て経験者からのアドバイス

その他

無回答

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

※複数回答

78.8 

79.9 

8.9 

31.2 

11.5 

30.8 

44.1 

0.2 
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0.6 

3.8 
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0.6 

83.3 
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8.7 

31.9 
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23.4 
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0.2 

13.7 

1.0 

1.6 

0.8 

0.5 

0 20 40 60 80 100

たくさんの友達との関わり

家族とのふれあい

自由でのんびりする時間

好きなことを思い切りやる時間

地域の見守り

自然の中での遊び体験

いろいろとチャレンジする機会

ＩＴに関する体験

学校の勉強

有名学校への進学

小さいときからの英語教育、スポーツ教育

その他

無回答

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

※複数回答（３つまで）
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【施策展開】 
 
① 親の学びの支援 

親が子育てに対する意識を向上させ、自ら解決できる力を育むことができるよう講座や講演
会、家庭教育学級などの取組みを通じて、親自身が学び育つための学習の場や情報の提供を
図ります。 

ⅰ 親としての学びや育ちの支援 
親の子育てに対する不安や負担感を軽減し、自ら解決できるよう親向けの講座や、親同士で

学び語りあう機会を充実するとともに、参加の機会を得にくい保護者や孤立しがちな保護者に
対しては、地域人材を活用したサポート環境づくりを進めます。 

ⅱ 親同士や地域との連携の機会づくり 
親が地域で多世代と交流できる機会を充実するとともに、親同士が地域で情報交換しながら

助けあい、ともに子育てを楽しみ育ちあえる機会を拡充します。 

ⅲ 発達支援親子グループ事業 
子どもの発達に不安を抱える保護者に対し、子どもとの遊び方や子どもの特徴への理解を深

め、養育力の向上を図ります。 
 

② 親がリフレッシュできる場・機会の充実 
妊娠期からの仲間づくりや父親の子育て参加の意識づくり、親がリフレッシュできる場や機会

をつくることで、仲間や自分の時間を持ち、親が子育て期を楽しめる環境をつくります。 

ⅰ 一時預かり事業の拡充 
おでかけひろば内での一時預かりを含めたほっとステイの拡充やファミリー・サポート・センタ

ー事業の実施など、理由を問わずに一時的に子どもを預けることのできる場を充実します。 

ⅱ ショートステイ、トワイライトステイ事業機能の充実 
出産、就労、レスパイト等を理由とした預かり事業であるショートステイやトワイライトステイ事

業の利用を促進します。 

ⅲ 父親の子育てへの参加の促進と意識の醸成 
父親も子育てを楽しむことができるよう、父親の子育てへの参加の機会をつくり、子育てに対

する意識の醸成を図ります。 

ⅳ 妊娠期、産前・産後の不安軽減、孤立感の解消 
育児に関する負担感や不安感が最も強くなる産前と産後の時期に、必要な知識を提供し、不

安の軽減を図るためのケアやサポートを行います。 
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（３）子どもと親のこころと体の健康づくり 
 

【現状と課題】 
 
・ 出産や子育てについて、正しい知識を得る機会がないまま成長することが多くなっています。

子育てのイメージを持たずに妊娠・出産を迎えたり、出産後に育児不安や産後うつなどから
不適切な育児に陥ることがないよう予防する必要があります。 

・ 乳幼児健康診査では、健康状況の確認に加えて、健やかに育ち、育てるための支援が重要
になっています。個々の状況に応じた個別相談、歯科保健や栄養等についての指導・相談を
行い、健診後の経過観察健診や精密検査につなげるほか、個別支援だけではなくグループ
による育児支援も連動させた継続的・重層的な支援も必要です。また受診した方の満足度
をあげ、さらに未受診者の把握から必要な支援につなげる仕組みについて検討が必要です。 

・ 思春期のこころと体の健康づくりは大切ですが、困ったときに利用できる相談窓口の周知が
十分ではありません。若い世代に対して、性感染症予防や望まない妊娠の予防に関する啓発
の強化が求められています。 

・ 育児期は家族全体の生活習慣を見直す大きなきっかけとなります。妊娠・出産・子育て知識
の普及・啓発だけでなく、望ましい生活習慣の獲得に向けた支援が求められます。 

・ 食の情報が氾濫する中、正しい選択ができずに、子どもの状況にあった食事づくりが困難と
なっている場合があります。 

・ むし歯のある子どもは減っていますが、一人で多数のむし歯のある子どもが一定割合おり、健
康状況の二極化が進んでいます。歯に良い生活習慣の実践のための歯と口の健康づくりの
支援が求められています。 

 

【目標】 
 
・ 妊娠に関する相談ができる。 
・ 若年層が、妊娠・性に関する悩みやこころの健康について、基本的な知識を得られ、悩みなど

がある場合には安心して話せる相談窓口に容易につながることができる。 
・ 妊娠期から家族や子どもの成長・発育にあった生活習慣が理解され、食生活・口腔衛生習

慣の習得の上で実践されている。 
・ 子ども・保護者が、自分や家族の健康に関する相談を気軽にできる仕組みが整備され、適切

な支援を受けられる。 
・ 妊娠期からの多様な支援とネットワーク構築により、切れ目のない支援が受けられ、安心して

妊娠期から育児期を孤立感なく生活できている。 
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【施策展開】 
 
① 子どもと親のこころと体の健康づくり 

若年層から、妊娠・出産に関する正しい知識を持てるよう啓発の機会を設け、相談窓口の周
知を図ります。また、母子を基本として、家族のすこやかな成長を図り、その状態に応じた適切な
支援を提供するとともに、親自身の育児への自信を深めるための支援を行います。 

ⅰ 女性のからだの相談窓口の設置 
不妊・不育症など妊娠に関わる相談や、年齢による女性のからだの変化や心身の不調につい

て相談できる窓口の整備を図ります。 

ⅱ 妊娠期からの支援の充実 
妊娠が分かったときから、必要な情報へのアクセスを容易にするとともに、母親学級等の開

催により地域での交流を促進します。また、妊娠届時のアンケート実施をはじめとした、妊娠期や
出産時の不安へのアプローチの充実を図ります。さらに、妊婦健診費用助成については、より利
用しやすい制度となるよう見直します。 

ⅲ 乳児期家庭訪問の充実（産後の支援継続） 
子育てスタート期の家庭への全数訪問により、母子の心身の健康状態を把握し適切な支援

へとつないでいきます。 

ⅳ 乳幼児健診の充実 
乳幼児健診対象数の増加や個別相談の複雑化に対応し、継続的な支援につなげていくため

に必要な体制の再構築を検討します。また、社会性等の発達や母子関係のつまずきを確認しや
すい 1 歳 6 か月児健診後のフォローグループを実施し、子どもの成長支援・保護者の相談を行
います。 

ⅴ 育児講座などの情報提供と地域の連携ネットワークによる育児支援の充実 
健康や育児に関する情報の提供と共有、交流も含めた支援により、育児ストレスの軽減を図り

ます。同時に、支援者側の連携を深め、人材育成を図ります。 

ⅵ 育児不安や困難に対する支援の充実 
母親の育児不安や家族関係のストレスについて話すことができるグループミーティングの機

会を提供し、個別支援との連携によって育児不安の軽減や虐待予防を図るとともに、育児支援
サービスを導入します。 
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■ 出生時の母の年代別割合の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区保健福祉事業概要 統計編」(世田谷区)より作成 

 

■ 第 1 子出生時の母の平均年齢の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「出生統計集計表」より作成 
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② 思春期のこころと体の健康づくり 
思春期世代のこころと体の変化について基礎的な知識を得て、自分の成長を受け入れ適切

な行動を選択できるよう支援を広げます。また、思春期の不安や悩みに対応する相談窓口の整
備と周知により、悩みを抱える思春期世代の本人やその家族への早期支援を行います。 

ⅰ 「こころと体を知る」出前講座の充実 
若者の心身の成長に合わせ、基礎的知識の普及のために行う出前講座を充実させ、知らな

いためにおこる不安や悩みの軽減を図ります。また、命の育みや感染症予防、薬物使用に関する
予防的取組みを充実していきます。 

ⅱ 思春期こころの健康相談の充実 
保護者の相談を受け、受診の要否や家族対応についての専門的支援を行います。そのために、

医師の確保等相談体制を整備します。 

ⅲ 思春期のからだの相談窓口の周知 
思春期のからだの変化や心身の不調、あるいは性感染症予防や避妊について相談できる窓

口の設置を図り、紹介・周知を通して、早期からの支援につなげるとともに、若年層への計画的
な啓発を進めていきます。 

ⅳ 他機関との連携による相談支援の充実 
思春期世代の本人が相談できる相談窓口との連携の充実により適切な支援につなげます。 

 

③ 食育の推進 
妊娠期から、家族及び子どもの発育・発達にあった食事づくりを学び、考えられる力を育むと

ともに、食事を通じて伝えられていた食文化や、あいさつなどの食の基本を知るための支援を行
います。 

ⅰ 妊娠期から、家族・子どもの望ましい食習慣の定着に向けた情報発信 
母子事業、健診事業を通じて、子どもだけでなく家族の健康づくりのための栄養・食生活の情

報を提供し、食生活を組み立てる力をもてるよう支援します。 

ⅱ 家族や、子どもの成長・発育にあった食生活の実践に向けた支援の継続 
子どもの成長にあった食事づくりや、食事形態についての不安や悩みについて、個々の生活

スタイルに合った実践可能な支援を実施します。 

ⅲ 地域ぐるみで食事を楽しむことができる機会の提供 
異世代が交流して共に食べる機会（共食）を設け、食文化・食事のマナー、料理の組み合わ

せや栄養バランスなど、地域で食の大切さを伝えるとともに、家庭での食育につなげます。 
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④ 歯と口の健康づくり 
子どものむし歯や口の外傷など歯科疾患の予防に努め、健全な口腔機能の発達を促すため、

歯と口の健康に良い生活習慣を習得できるよう支援します。 

ⅰ 親と子の歯と口の健康意識の向上と生活習慣の定着支援の充実 
むし歯などの歯科疾患を予防し、健全な口腔機能を獲得維持できるよう、親と子の望ましい生

活習慣獲得への普及啓発・健康づくりの対策を進めていきます。  

ⅱ 歯と口の健康への環境づくりの整備 
誰もが歯と口の健康づくりに取り組めるよう、かかりつけ歯科医の定着促進など地域の支援

体制の整備を図ります。 
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   保育・幼児教育の充実 

（１）保育施設・多様な保育の整備・拡充 
 

【現状と課題】 
 

・ 共働き家庭等の増加により、保育の需要が増大しており、保育待機児の解消が急務となって
います。 

・ 親の働き方がますます多様化する中で、働き方や就労時間などその家庭にあった多様な形
態での保育・幼児教育の提供が求められています。 

 

【目標】 
 

・ 保育施設・事業の整備を促進し、保育待機児が解消されている。 
・ 質の確保された多様な保育・幼児教育の提供体制が整い、各家庭にあった選択をすること

ができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【施策展開】 
 

① 子育て家庭のニーズに沿った保育・幼児教育の整備 
子育て家庭の潜在的なニーズも汲み上げながら、保育・幼児教育施設や事業の整備を行い、

保育待機児の解消を図ります。 

ⅰ 保育施設の整備 
喫緊の課題である保育待機児の解消に向け、区有地や国・都有地などの公有地のほか、区

独自の賃借料補助等により民有地の活用を促進し、区民ニーズの高い認可保育所の新設を中
心に、計画的に保育・幼児教育施設や事業の整備を進めます。また、既存の認可外施設に対し、
新制度の給付施設への移行を支援します。 

用語について 

本計画において、保育は、保育所等において就学前までの子どもを対象に養護と

教育を一体的に行うもの、幼児教育は、満３歳児から就学前までの子どもを対象に

幼稚園が行う教育や預かり保育などの子育て支援と定義する。幼保連携型認定こど

も園は、これらの保育・幼児教育をともに実施するものとなる。（なお、第５章 子ど

も・子育て支援事業計画の用語は国に倣うため、この限りでない） 

２ 
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ⅱ 認定こども園の整備 
多様化する保護者のニーズに柔軟かつ適切に対応していくため、就学前における保育・幼児

教育及び保護者に対する子育て支援を総合的に提供することを目的に、区立幼稚園の用途転
換を中心に認定こども園の整備を促進するとともに、移行を希望する既存施設の支援や、普及
に向けた周知を図ります。 

 
  ■ 認可保育園申込者数（４月入園）の推移 ■ ■ 保育サービス定員数の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「保育サービスの統計資料」(世田谷区ホームページ)より作成 

 

■ 年齢別待機児童数の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各年４月１日現在 

「保育サービスの統計資料」(世田谷区ホームページ)より作成 
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② 子育て家庭のニーズに沿った多様な保育の提供 
多様化する働き方やライフスタイルの変化など個々の子育て家庭のニーズに沿った質の確

保された保育が受けられるよう体制を整備します。 

ⅰ 時間外保育事業の拡充 
多様化する保護者のニーズに対応できるよう、保育所等での通常の開所時間を超えて保育

を行う事業を拡充します。      

ⅱ 一時預かり事業の拡充 
保育所やその他の場所において、一時的に子どもを預かる事業を拡充します。  

ⅲ 幼稚園における預かり保育等の拡充 
幼稚園型の一時預かり事業を創設するなど、現在実施している幼稚園における預かり保育の

拡充に向けた取組みを行います。 

ⅳ 病児・病後児保育事業の拡充 
病気やケガ等で集団保育が困難な時期に専門施設において保育を行う病児・病後児保育

事業を拡充します。 
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（２）保育・幼児教育の質の向上 

 
【現状と課題】 
 

・ 保育需要の急激な高まりに対応するための保育施設整備が進められる中、子どもや保護者
が安心して保育・幼児教育を利用できるように、これまでの保育・幼児教育の質を確保すると
ともに、さらなる向上が求められています。 

・ 保育・幼児教育を保護者が選択するにあたり、施設やサービスの情報提供とともに、情報の
読み解き方を伝えるなどの支援が求められています。 

・ 全国的な保育需要の増加に伴い、保育士が不足しています。他職種と比較し、平均勤務年数
が短いこと、保育士、幼稚園教諭の相談の受け皿の不足なども課題です。 

・ 学校教諭、幼稚園教諭、保育士の交流や情報交換の場は少なく、いわゆる「小 1 プロブレム」
や保育・幼児教育と学校との継続した連携の困難さなどが課題です。 

 

【目標】 
 

・ 区が定める基準等に基づく質の高い保育・幼児教育が提供されている。 
・ 区立施設で、保育・幼児教育の質の向上を図る先導的な取組みが行われている。 
・ 区立施設が中心となって、地域の保育ネットワークが充実・強化され、保育・幼児教育の質の

向上に向けた連携・協力が図られている。 
・ 保護者が施設やサービスについて、十分な情報が得られ、その情報を読み解く力をもって適

切なサービスを選択できる。 
・ 職員の処遇改善や、職員間の交流・情報共有の機会の充実が図られ、不安や悩みが軽減さ

れ、モチベーションを保って質の高い保育・幼児教育を提供している。 
・ 学校教諭、幼稚園教諭、保育士などが、互いに交流し、それぞれの保育・幼児教育を知る情

報交換の機会をもつことで、幼保小の連携が図られ、子ども、保護者が安心して新たな施設
の利用開始を迎えている。 
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【施策展開】 
 
① 保育の質を支える仕組みの構築 

指導・監督や巡回指導相談を通じて、各保育施設において専門的な知識・技術を身につける
ともに、地域の保育施設間のネットワークを強化することにより、質の向上を図ります。 

ⅰ 巡回指導相談の拡充 
区内保育施設に保育士、看護師などの専門職が訪問し、保育内容や子どもの健康状態など

を確認し助言等を行うことにより、保育の質の確保・向上を図ります。 

ⅱ 指導・監督体制の強化 
地域型保育事業の認可権、認可保育所等の指導・検査業務の一部が区へ移管されることに

伴い、東京都と連携し、指導・監督業務を強化します。 

ⅲ 保育施設間ネットワークの強化 
区内５地域で設置されている、様々な保育施設が支えあい、保育の質の向上に向けた取組

みを行う保育関係者のネットワークの支援・強化を図ります。 

ⅳ 保育の質ガイドラインの活用 
子どもを中心とした保育を実践するために作成した「世田谷区保育の質ガイドライン」の周

知・活用を図ることにより、事業者・保護者・区民と共通理解を深め、ともに保育の質の向上に取
り組んでいきます。 
 

② 区立施設が果たしていく役割の強化 
多元化する様々な実施主体が多様な形態の施設を運営することとなる中で、当面日頃から

多くの事業者と関わりが強い区立施設が核となり連携を図ることで、質の確保を図ります。 

ⅰ 認可外保育施設・地域型保育事業への支援 
小規模保育などの地域型保育事業や認可外保育施設に対する支援や連携を通じて質の確

保を図ります。 

ⅱ 拠点園の整備 
老朽化した区立保育園の再整備に伴い、各地域に子育て支援の拠点的機能を持つ区立保

育園を整備していきます。 

ⅲ 災害時の保育施設支援 
認可保育施設・認可外保育施設を問わず、園児の安全確保と保育の継続に向けて支援して

いきます。 
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ⅳ 区立幼稚園の用途転換を見据えた取組み 
区立幼稚園の用途転換に際し、区の幼児教育の役割を果たしていく観点から、幼保一体化の

推進をはじめ、「小 1 プロブレム」に対応した幼保小の連携及び小学校への円滑な接続、幼児教
育の充実を図るための研修や研究を行っていきます。また、配慮を必要とする子どもに対する支
援や身近な子育て支援などを行っていきます。 

 

■ 保育施設間の連携強化と拠点園の考え方（概念図）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 保護者の保育・幼児教育等の選択への支援 
多様な形態で運営される保育・幼児教育等について、保護者が十分な情報を持って、家庭の

状況やニーズにあった施設・サービスを選択できるよう支援します。 

ⅰ 身近な場での相談・情報提供 
妊婦や親子が気軽に行ける身近な場所で、保育・幼児教育等の情報が得られ、必要に応じ

て相談が受けられるよう、利用者支援事業の実施を含め体制を整備していきます。 

ⅱ 情報を得るツールの工夫 
手軽に保育・幼児教育等の情報が得られるよう「子育て応援アプリ」の活用を図ります。また、

新制度実施に伴い都により公開される施設・事業の情報とあわせ、区ホームページ等によりチ
ェックすべきポイントを伝えるなど、情報の読み解き方について周知していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇区役所 ◇子ども家庭支援センター 

◇保健所 ◇総合福祉センター 
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④ 保育・幼児教育に携わる人材の確保・育成 
幼稚園教諭や保育士など保育・幼児教育の担い手を確保するとともに、研修などを通じて携

わる人材の資質・能力の向上を図ります。 

ⅰ 保育人材確保支援 
待機児解消に向けた保育施設の新設により、全国的に保育士不足が予測されるなか、保育

施設の新設とあわせ、保育人材情報等のポータルサイトの設立や、地方も含めた就職相談会
の実施、保育士の宿舎借り上げ支援など、保育運営事業者の人材確保の支援を行います。 

ⅱ 在宅有資格者向け研修の実施 
現在、資格を持ちながらも、保育・幼児教育に携わっていない有資格者に対して、研修などを

実施し、現場から離れていることからの不安などを解消することにより、担い手の確保を図ります。 

ⅲ ハローワーク等と連携した保育・幼児教育施設就職支援 
保育・幼児教育に携わることを希望する者と、担い手を確保したい事業者をマッチングする支

援を行います。 

ⅳ 保育・幼児教育に関わる人材の育成 
幼稚園教諭や保育士の資質・能力の向上を図るため、研修を実施するとともに、私立幼稚園

が実施する研修等に対する支援を行います。また、新教育センターの整備にあたり、幼稚園教
諭・保育士などの研修とともに幼児教育の研究を行う幼児教育センター機能について検討を進
めます。 

ⅴ 幼稚園教諭や保育士の不安軽減 
幼稚園教諭や保育士が抱える不安や悩みの軽減を図るため、合同研修や交流・情報共有の

機会をつくります。 
 

⑤ 幼保小連携の促進 
区立小学校と公私立幼稚園、保育園等との連携を推進し、保育・幼児教育を踏まえた小学校

教育の充実、小学校教育を視野に入れた保育・幼児教育の充実を図り、幼稚園、保育園等と小
学校の円滑な接続を図ります。 

ⅰ 保育・幼児教育と区立小学校の交流の機会の創出 
児童が円滑に小学校へ移行できるよう、幼稚園や保育園等と小学校との連絡会や交流を実

施し、互いの教育や保育の知識を深めながら、小学校教員も含めた合同研修のあり方等の検討
を進めます。 

ⅱ 区立小学校と幼稚園、保育園等との連携の支援 
「就学前教育と小学校の接続のための資料集」の活用等を通し、現在実施している小学校と

の連携を踏まえながら、区立小学校と公私立幼稚園、保育園などとの連携及び円滑な接続をよ
り一層推進していきます。 
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■ 私立幼稚園の幼児教育環境の充実と保護者・地域子育て支援イメージ図 ■ 

 

 

私立幼稚園における幼児教育環境の充実と保護者や地域への子育て支援 

●私立幼稚園における幼児教育環境の充実 
私立幼稚園で過ごすすべての子どもの豊かな学びと健やかな成長を支援するため、引き続き幼

児教育環境の充実を図ります。 
また、小学校教育を視野に入れた幼児教育内容の充実を図るとともに、小学校への円滑な接続

に向け幼小連携を図ります。 

●私立幼稚園による保護者や地域への子育て支援 
世田谷区の多くの私立幼稚園では、在園児に対する教育だけでなく、地域や幼稚園の特色を生

かし、保護者や地域の子育て世帯を対象とした育児相談や、園庭開放、体験保育など地域の子育
てを支援する様々な取組みを行っています。 

また、保護者のニーズに応じた預かり保育を実施し、子育て支援の一翼を担っています。 
なお、私立幼稚園が行う様々な行事は、保護者と力を合わせて実施されています。 
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幼児教育振興補助金 
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研修等の充実 研修助成 
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就労支援 

就学支援 

シートの活用 

連携・協力 

連携・協力 

幼小交流会など 

小学校 

保護者の交流 
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（３）保育と幼児教育の一体的な提供 
 

【現状と課題】 
 
・ 国では、認定こども園の普及・促進を目指しています。一方で、保育待機児の課題を抱える世

田谷区では、待機児解消に向けて保育定員の拡充が欠かせない状況です。 
・ 保育と幼児教育に携わる職員の研修をはじめとする交流の場が少ないため、一体的な提供

に向けて、研修体系を見直すとともに、交流の機会を充実する必要があります。 
・ 認定こども園の運営にあたっては、保護者の就労状況等が異なるため、保護者同士がお互

いの状況をよく理解したうえで、施設運営に関わることが必要です。 
 

【目標】 
 
・ 認定こども園の制度について、保育・幼児教育事業者への周知が図られ、移行等希望園に

対する適切なバックアップが行われている。 
・ 保育士と幼稚園教諭の合同研修や交流の場・機会が充実しており、お互いの保育・幼児教

育の内容を把握することで、ソフト面における一体的な提供が図られている。 
・ 既存の区内幼稚園、保育所等に従事する職員が幼稚園教諭資格と保育士資格の両資格を

取得している。 
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【施策展開】 
 
① 認定こども園の普及・促進に向けた取組み 

国が促進する認定こども園の周知や、移行に向けた支援をすることにより、認定こども園の普
及・促進に向けた取組みを進めます。 

ⅰ 認定こども園への移行支援 
既存の保育・幼児教育施設から認定こども園への移行を希望する園に対して支援を行いま

す。 

ⅱ 区立幼稚園の用途転換 
区立幼稚園用途転換による認定こども園の整備を進めます。 

ⅲ 認定こども園制度の周知 
園長会や研修会などを通じて、認定こども園制度の周知を図ります。 

 

② 保育と幼児教育の一体的な提供に向けた職員の育成 
保育及び幼児教育に携わる職員の研修の場や交流の場を確保・提供することにより、質の高

い職員を育成します。また、区立幼稚園の認定こども園への転換等に的確に対応できる保育士、
幼稚園教諭などの担い手の育成を図ります。 

ⅰ 幼保一体化に的確に対応できる職員の育成 
幼児教育センター機能を整備し研修等の実施を通じて、幼保一体化に的確に対応できる職

員を育成します。 

ⅱ 幼稚園教諭資格と保育士資格の両資格取得に向けた支援 
既存の保育・幼児教育に従事する職員に対して、幼稚園教諭資格と保育士資格の両資格の

取得を促進するための支援を行います。 

ⅲ 幼稚園と保育園等の交流の機会の創出 
合同研修会や情報交換会などを通じた交流や情報共有を行うことを通じて、互いの保育・幼

児教育を知り、既存の施設・事業形態でも実質的な保育と幼児教育の一体的な提供が図れる
よう、保育・幼児教育に携わる人材の育成を図ります。 
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   支援が必要な子ども・家庭のサポート 

（１）養育困難家庭・要保護児童支援 
 

【現状と課題】 
 
・ 核家族化や地域コミュニティの希薄化により子育て家庭が孤立し、子育てに対する不安感・

負担感が高まっている現状に対して、地域社会で子育てを支援する必要があります。 
・ 支援が必要な家庭の課題が困難化・複雑化しており、早期からの適切かつ継続した支援を

行う必要があります。そのためには、子ども家庭支援センターのソーシャルワーク機能の向上
とケースワーカーの専門性・経験の蓄積が欠かせない状況です。 

・ 要保護児童支援協議会によるネットワークを強化し、行政、関係機関、ＮＰＯ等による妊娠・出
産から乳児期、青少年期までの切れ目のない支援が必要です。 

 

【目標】 
 
・ 地域社会で子育てを支援する体制づくりを進め、子育て支援拠点施設の整備・充実、子ども

を育むＮＰＯの活動提供が図られている。 
・ 子ども家庭支援センターのソーシャルワーク機能が向上するとともに、関係機関のネットワー

クが充実し、支援が必要な子ども・家庭が適切な支援につながっている。 
・ 子ども家庭支援センターのケースワーカーが、困難化・複雑化した課題に対応できる児童福

祉司と同等の知識・経験を有している。 
・ 要保護児童支援協議会の関係機関の役割が明確化され、地域における支援体制をより強

固にした地域全体で子どもや子育て家庭への切れ目のない支援が図られている。 
・ 児童相談所が移管され、児童相談が一元的・総合的に行われている。 

 

３ 
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■ 要保護児童 新規・年度末継続相談件数 ■ 

 

 【子ども家庭支援センター 新規相談件数】      【子ども家庭支援センター 継続相談件数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区保健福祉総合事業概要 統計編」より作成 

 

■ 平成 25 年度 要保護児童相談の児童年齢別内訳（虐待・養護相談） ■ 
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【施策展開】 
 
① 養育困難家庭・要保護児童の早期支援の充実 

地域社会で子育てを支援する体制づくりを進め、子育て家庭の孤立化の予防や不安感、負
担感の軽減を図るとともに、支援者の気づきの感度を高め、リスクの高い子育て家庭を早期に適
切な支援につなげていきます。 

ⅰ 早期発見・早期対応の仕組みの充実 
乳児期家庭訪問、乳幼児健診などの機会や、日頃利用する地域の中の施設等において、リス

クを早期に発見し、支援の手からこぼれ落ちることのないよう、継続した支援につなげていきま
す。 

ⅱ 産後ケア事業の展開 
宿泊ケアやデイケアを通して産後の育児不安や体調不良等の解消に取り組む産後ケア事

業について、ニーズにあった効果的な展開を図ります。 

ⅲ 地域の子育て団体との連携 
アウトリーチ型を含む支援を実施する地域の子育て団体との連絡、調整を図り、連携、協働し

た支援を展開します。 

ⅳ 利用者支援事業との連携 
利用者支援事業において地域ごとに構築するネットワークや、ネットワークを構成する支援拠

点や支援者を通し、子育て家庭の孤立化予防や不安軽減の取組みを充実するとともに、支援者
の気づきの感度を高め早期発見・早期支援を進めます。 

 

② 継続支援・生活支援の仕組みの充実 
支援が必要な家庭の課題が困難化、複雑化していることに対応するため、ソーシャルワーク

機能の向上に向けて一人ひとりの支援力を高め、チームアプローチを適切に行います。また、事
業手法の検証・検討を通じて、子ども・家庭にとって望ましい生活が実現できるまで継続して地
域で支援する体制を整備していきます。 

ⅰ 適切な養育困難ヘルパー派遣の実施 
適切なアセスメントにより虐待の予防及び防止を図ります。 

ⅱ 親支援講座の充実 
子育てへの不安、負担感を肯定的に受け止め、無理のない子育てを行うための講座等につい

て、プログラムの見直しを図り、効果的な支援を進めます。 

ⅲ 学生ボランティア派遣事業の充実 
虐待を受けた子どもへの学習、遊び、話し相手等を行う学生ボランティア派遣事業について、

ニーズを踏まえ必要な支援が図れるよう進めていきます。 



 

55 

第
４
章 

 

ⅳ 子ども家庭支援センターの人材育成とソーシャルワーク機能の向上 
困難化・複雑化する課題を抱える家庭に対して適切な支援を行うため、研修プログラムの構

築・実施を通じて、職員の知識、気づきの感度、援助技術を高めます。また、児童相談所の移管も
視野に入れ、専門機関を活用した人材育成の実施などにより、子ども家庭支援センターのソー
シャルワーク機能の向上を図ります。 

ⅴ 継続的な支援を展開するための体制の整備 
時間の経過や子どもの成長、親の環境の変化により、必要とされる支援も変化するため、継続

的に寄り添った支援を展開するための体制や仕組みを整備していきます。 
 

■ 虐待防止に向けた区の取組み ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域支援体制の構築 
虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童等の適切な問題解決に向けて、行政、関

係機関、ＮＰＯ等の機能や特性の相互理解を深め、役割を明確化するなどネットワークの強化を
図るとともに、すべての子どもが、安心できる家庭など自分の居場所を見つけ成長していけるよ
う、地域全体で子どもや子育て家庭への切れ目のない支援を図ります。 
 

予防（一次予防）から早期発見・早期対応（二次予防）、再発防止（三次予防）に向けた

仕組みを構築し、児童虐待のないまち世田谷を目指していきます。 

 

二次予防 

一次予防 

三次予防 

進行防止 

再発防止 

健康 

育児不安 

虐待 

子育て支援 

○ 産後ケア事業 

○ 赤ちゃんショートステイ事業・子どものショートステイ事業 

○ せたがや子ども・子育てテレフォン 

○ МＣＧ（母と子の関係を考える会）等 

○ 学生ボランティア派遣事業 

（定期派遣、オープングループ） 

○ 産前・産後支援（さんさんサポート）事業 

○ 子育てステーション、おでかけひろば、ほっとステイ 

○ 児童館子育てひろば 

○ 乳児期家庭訪問事業（新生児訪問の拡充） 

○ 区立保育園の地域交流事業・子育て相談 等 

○ 養育困難家庭の自立への支援 

（ヘルパー派遣による家事育児援助と家事育児指導） 

○ 要保護児童支援にかかる親支援事業 

（親講座、ペアレントトレーニング、グループカウンセリングを通じて、

親の健康性と養育力を向上） 
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ⅰ 要保護児童支援地域協議会を活用した支援 
関係機関とのネットワーク強化を図り、行政、関係機関、ＮＰＯ等が連携して子育て家庭への

支援を展開します。 

ⅱ 周産期部会、学齢期部会を活用した支援 
医療機関、学校と課題解決に向けた検討を進め、効果的な支援を展開します。 

ⅲ 地域関係機関への人材育成と人材活用 
保育園、幼稚園、地域子育て団体、主任児童委員など地域で子どもと関わる機関・人材に対

する研修等を通じて育成を図り、地域の中での支援を進めます。 

ⅳ 普及啓発事業の充実 
子どもの虐待防止推進フォーラムや養育家庭体験発表会等を実施し普及・啓発に取り組む

とともに、その他のイベント等の機会を活用した周知を図ります。 

ⅴ 児童相談の一元的・総合的な展開に向けた検討 
児童相談所の移管を視野に入れ、要保護児童等への一元的・総合的な支援を行うための体

系・システムの構築に向けた検討を進めます。 
 

■ 児童虐待防止ネットワーク体制図 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童相談所 
【危機介入（法的措置）】 

要保護児童支援協議会（児童福祉法 25 条） 

庁内関連所管 

保健所 

社会福祉協議会 

地域の医療機関 

助産師会 

薬剤師会 

法曹会 

主任児童委員 

民生児童委員 

消防署 

人権擁護委員 

女性相談センター 

学校 

せたホッと 

保護司会 

幼稚園 

新 BOP 

保育所 

児童館 

教育委員会 

教育相談 

警察署 
少年センター 

子どもの虐待 

防止センター 
児童養護施設 

その他子ども・子

育て支援機関 
子育て NPO 

DV 被害者支援

NPO 

子ども・保護者・家族 

相談 働きかけ 

 

生活支援課 

【虐待対応】 
・虐待通告の対応 

・ケースマネージメント 

（相談・サービス調整） 

・要保護児童支援地域協議会事務局 

・虐待予防、防止 

 

 

健康づくり課 

【早期発見・早期対応】 
（母子保健） 

・虐待予防、防止 

・地域子育て支援活動 

・地域組織活動 

各総合支所 子ども家庭支援センター 
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（２）配慮が必要な子どもの支援 
 

【現状と課題】 
 
・ 配慮が必要な子どもを早期に必要な支援につなげるため、各子育てステーションに発達相

談室を設けたほか、相談しやすく専門性の高い支援として発達支援親子グループ事業を実
施するなど、保護者の気づきを促し、養育力の向上を図る取組みを実施してきました。今後も
こうした取組みを充実させていく必要があります。 

・ 総合福祉センターと発達障害相談・療育センターにおいて、子どもに関わる支援機関に対す
る研修や巡回訪問による技術支援、地域社会に対する理解啓発の取組みを進めています。
今後も地域で支えるための取組みを強化していく必要があります。 

・ 支援情報がライフステージで途切れることなく引き継がれるよう、「スマイルブック」などを活
用した支援情報の引継ぎや関係機関のネットワークづくりを推進していますが、福祉と教育
が一層連携し、進学や転校・転園の際も支援情報が引き継がれることが求められています。 

・ 子どもの社会的な自立や発達を促すため、障害児通所支援の拡充等を図っています。配慮
が必要な子どもが地域で安心して過ごせるように、療育・日中活動の場や放課後の居場所
を確保することが必要です。 

・ 配慮が必要な子どもを育てる家族は特に孤立しやすく、困難な状況に置かれやすいため、相
談支援体制等の構築が求められます。 

 

【目標】 
 
・ 乳幼児期の保護者の心情に配慮した支援に取り組んでいる。 
・ 専門職員から子どもに関わる支援者への技術的な支援等が行われ、支援者の理解の促進

や対応スキルの向上が図られている。 
・ 福祉と教育や関係機関、家庭が連携し、ライフステージを通して支援情報が途切れることな

く引き継がれている。 
・ 配慮が必要な子どもが安心して過ごすための合理的配慮が行われている居場所や適切な

教育を受けられる場が、身近な地域で提供され、子どもの社会的な自立や発達を促す体制
が整備されている。 

・ 配慮が必要な子どもを育てる家族が身近に相談できる場やリフレッシュ、レスパイトの機会
があり、孤立することなく支援につながっている。 
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【施策展開】 
 
① 配慮が必要な子どもの早期支援の充実 

障害等により配慮が必要な状態にある子どもが早期に必要な支援につながることは、子ども
の発達を促し生活上の困難を軽減するだけでなく、虐待やいじめなど二次的な障害を防ぐため
にも重要です。 

育児への不安や難しさを抱える保護者の心情に配慮し、ゆるやかで保護者が相談しやすい
環境を提供するとともに、関係各機関が連携し、支援が必要な親子が早期に支援へつながるよ
う支援体制を充実します。 

ⅰ 乳幼児健診との連携による早期発見・早期支援 
発育発達の目安となる月齢で行う乳幼児健診では、必要に応じて専門的相談の紹介や育児

グループの利用案内をするなど継続的な支援につないでいます。特に、社会性等の発達や母子
関係のつまずきを早期に発見する時期となる、1 歳 6 か月児健診後にフォローグループを実施し、
子どもの成長支援・保護者の相談を行います。 

ⅱ 4 歳 6 か月児発達相談案内 
子どもの発達に不安を抱える保護者が早期に必要な支援へつながることができるよう、相談

案内のリーフレットを送付し情報の提供を図ります。 

ⅲ 発達支援親子グループ事業（再掲） 
子どもの発達に不安を抱える保護者に対し、子どもとの遊び方や子どもの特徴への理解を深

め、養育力の向上を図ります。 

ⅳ 自らの特性に対する気づきの促進 
生きづらさを抱えた若者に対し、自らの特性への気づきを促すプログラムを実施します。 

 

② 日常を過ごす場や地域で安心して過ごせる支援の充実 
障害のある子どもが過ごす場所における合理的配慮の提供、及びその基礎となる環境の整

備に向けた取組みを進めるとともに、安心して過ごすことができる療育や日中活動の場の確保
に取り組みます。 

ⅰ 地域に対する理解の促進 
身近な地域においてミニ講演会を行うなど、地域社会に対する障害理解を促進します。 

ⅱ 子どもに関わる支援者のスキルアップ 
専門支援機関による研修や巡回指導を通じて子どもに関わる支援者のスキルアップを図りま

す。 
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ⅲ 保育所や幼稚園等での支援体制の充実 
障害の有無に関わらず、子どもが保育・幼児教育等を利用できるよう必要な支援を行うとと

もに、合理的配慮の提供に向けて取り組みます。 

ⅳ 特別支援教育の充実 
配慮が必要な子どもへの合理的配慮の提供や基礎的環境の整備に向けて取り組みます。 

ⅴ 放課後の居場所の確保 
配慮が必要な子どもの放課後の日中活動の場の充実を図ります。 

ⅵ 在宅療養児の支援の充実 
疾病や障害により、在宅での療養を余儀なくされている子どもと家族への支援を充実します。 

ⅶ 家族支援の充実 
配慮が必要な子どもを育てる家族が抱える不安や悩みを受け止め、課題解決に必要な情報

提供等寄り添った相談支援に取り組みます。 
また、家族を対象としたリフレッシュやレスパイトのための事業の実施とともに、障害児と暮ら

す家族の就労を支える仕組みの検討に取り組みます。 
 

③ 途切れのない支援の実施 
ライフステージを通して途切れのない支援が行えるよう、支援情報の引継ぎ支援を行います。

また、教育上の配慮が必要な子どもについては、保護者同意のもとに作成する「就学支援シー
ト」による支援を行います。 

ⅰ スマイルブックの活用 
「スマイルブック」等を活用し、ライフステージを通した支援情報の引継ぎを支援します。 

ⅱ 就学支援シート等の活用 
教育上の配慮が必要な子どもについて、「就学支援シート」等を活用して、支援を行います。 

 

■ 配慮が必要な子どもの支援 ネットワーク図 ■ 

 

 

 

   

 

 連携 

連携 連携 

 
 
家族への支援や地域で子どもに関わる

支援者のスキルアップなど 

地域支援 

安心して過ごせる地域 

 
 ライフステージを通した支援情報の引継ぎ 

途切れのない支援 

 
保護者の心情に配慮し、ゆるやかで

相談しやすい環境を提供 

早期支援 

早期に必要な支援へ 

継続支援 
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（３）ひとり親・生活困窮家庭等の子どもの支援 

 
【現状と課題】 
 
・ 子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることがないよう、貧困の状況にある子ど

もが健やかに育成される環境を整備していくことは重要です。子ども貧困対策は、貧困の世
代間連鎖を断ち切ることを目指し、第一に子どもに視点を置いて、切れ目のない支援が必要
とされています。 
国の調査では子どものいる現役世帯のうちひとり親家庭を含む大人が一人の世帯の貧困率
が 54.6 パーセントとなっていることから、特に、ひとり親家庭の子どもや生活困窮状況にある
生活保護世帯の子どもへの優先的な支援を講じるよう求められています。 

・ ひとり親家庭や生活困窮家庭等の子どもは、塾に行きたくても経済的な理由で行くことがで
きない、聞きたくても近くに聞く人がいないなど、学習環境の課題を抱えています。また自立に
向け、就労をイメージできる機会の提供が望まれます。 

・ ひとり親家庭の貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、子どもへの支援と同時に親への支
援を講じる必要があります。ひとり親家庭は、子育てと生計を維持することに日々追われ、地
域社会とのつながりが希薄であり、孤立化しやすい状況にあります。また、相談時間の確保や
自ら情報収集する余裕もないなど、ひとり親家庭の困難さに寄り添った相談支援や情報提供
が求められています。 

・ ひとり親家庭が安定した生活を営むためには、就労支援の充実とともに、求職活動中の子ど
もの預かりなど就労に向けた環境が整備されている必要があります。 

・ 離婚件数の増加に伴い、ステップファミリー（継父母と生活する家庭）も増加しており、家族形
成にストレスを伴うことも多く、児童虐待やＤＶにつながる要因をはらんでいます。 

 

【目標】 
 
・ ひとり親家庭や生活困窮家庭等の子どもの学習環境や居場所が充実し、自立に向けたステ

ップアップが図られている。 
・ 個々の状況に応じた十分な情報が得られ、その人に寄り添った相談支援とともに、ひとり親家

庭の自立が促進されている。 
・ ひとり親家庭の地域での暮らしを支える環境やシステムが整っている。 
・ 就労支援の充実とともに、ひとり親の就労に向けた活動を支える環境が整備されている。 
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【施策展開】 
 
① ひとり親家庭、生活困窮家庭等の子どもの自立に向けた支援の充実 

子どもの将来が生まれ育った家庭の状況に左右されることがないよう、ひとり親家庭や生活
困窮家庭等の子どもへの学習支援事業や多様な大人や年長者との交流の機会を提供し、子ど
もの自立への支援を行います。 

ⅰ 学習支援事業の実施 
ひとり親家庭等の子どもを対象に、大学生等ボランティアによる学習支援事業や居場所の整

備を通して学びの場と機会を提供します。 

ⅱ 就学のための経済的負担の軽減 
子どもの就学が生まれ育った家庭の状況に左右されることがないよう、就学資金の貸付等を

通じて就学にかかる経済的負担の軽減を図ります。 
 

② 情報提供・相談機能の充実 
ひとり親のその人らしい自立を支援するために、個々の状況を適切に捉え、必要な時期に必

要な社会資源や支援制度等が活用できるよう情報提供を充実し、ひとり親家庭の困難さに寄り
添った総合的・包括的な相談支援を行います。 

ⅰ 多様な媒体を活用した情報提供 
紙媒体やホームページに加え、メールマガジン配信やスマートフォンアプリ等、多様な媒体を

活用した情報提供を行います。 

ⅱ 多様な相談への対応強化 
保育園・幼稚園・児童館等ひとり親家庭に関わる身近な施設での相談支援の充実を図りつつ、

子ども家庭支援センターにおいて総合的･包括的な相談支援を行います。 

ⅲ 支援策の検討と人材育成 
自立に必要な支援等のプログラムの開発や支援システム（ネットワーク）の開発の検討を行

うとともに、母子自立支援員等ひとり親家庭に関わる支援者の研修を体系化し充実を図ります。 
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③ ひとり親家庭の自立に向けた就労支援の充実 
ひとり親家庭の経済的自立を支援するため、関係機関との連携強化を図り、個々の状況に応

じた自立支援プログラム等を活用し、有効な就労支援を行います。 

ⅰ 自立支援プログラム等の活用 
ひとり親のその人らしい就労に向け、各種支援事業を組み合わせた自立支援プログラム等を

活用した就労支援を行います。 

ⅱ 就労支援講座等の実施 
関係機関と連携を図り、ひとり親家庭向けの就労支援講座等を実施し、有効な就労支援を行

います。 
 

④ ひとり親家庭の子育てと仕事の両立を図るための子育て・生活支援等の充実 
ひとり親は、子育てと生計を立てるという役割を一人で担っています。ひとり親家庭が地域の

中で安心して生活するための支援を行います。 

ⅰ 生活支援の実施 
ホームヘルパー派遣や保育サービス等の充実により生活を支援します。 

ⅱ 住宅支援の実施 
住宅に困窮するひとり親家庭に、公的住宅に関する適切な情報提供を行うとともに、民間賃

貸住宅の入居や継続居住のための支援サービスを案内します。 

ⅲ 母子生活支援施設の機能強化 
母子生活支援施設の保育等の生活支援の機能強化を図るとともに、社会的養護の機能を担

う施設として母子関係の調整や子どもの家庭復帰を支援する場としての活用を検討するなど、
母子家庭の自立に向けた支援を行います。 

ⅳ ひとり親家庭の孤立防止 
ステップファミリーの課題を含め、ひとり親のその人らしい自立に向けて必要な講座の検討や

ひとり親家庭の交流を促進します。 

ⅴ 経済的な支援 
手当や資金貸付等により、ひとり親家庭の経済基盤の安定を支援します。 
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（４）悩みや困難を抱えた子どもの支援 

 

【現状と課題】 
 
・ 不登校、いじめ、虐待・ネグレクト、性や思春期のこころの問題、発達発育など、子どもとその保

護者が抱える問題が複雑・多様化しています。問題の早期発見や未然防止、発生後の対応
等、相談機能の重要性が高まっています。 

・ ひきこもり、虐待、障害など、ハンディキャップを抱えた青少年や社会的にマイノリティとされ
る子どもやその家庭が、地域の一員として安心して日常生活を過ごせる環境が求められて
います。 

・ 様々な要因により支援の手が届かないと長期のひきこもりに移行するリスクが高くなるため、
これを防ぐ対応が求められています。 

 

【目標】 
 
・ 子どもとその保護者に関する相談機能が充実している。 
・ 悩みや困難を抱えた青少年の支援を行う人や機関のネットワークが有効に機能し、それらの

支援を受けながら、段階を経て、社会に参加・参画し、自立に向かう環境が整備されている。 
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■ 今困っていること、悩んでいること（小学生、中高生） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区小学生対象アンケート」(平成 25 年) 

「世田谷区中高生世代アンケート」（平成 25 年）より作成 

※中高生は「わからない」を抜いて集計 

 

■ 困ったときや悩んだときにまず相談する人（小学生） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区小学生対象アンケート」(平成 25 年)より作成 
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【施策展開】 
 
① ニーズに応じた相談機能の充実 

不登校、虐待・ネグレクト、性や思春期のこころの問題、発達障害など、子どもとその保護者が
抱える複雑・多様化する問題に対応するため、総合的な支援や専門的な相談など、ニーズに応
じた相談機能を充実し、問題を早期に発見し、適切な支援を図ります。 

ⅰ 相談機能の充実 
複雑化・多様化する悩みや問題を抱える子どもやその保護者のニーズに対応できるよう、相

談機能を充実します。 

ⅱ 不登校等への取組みの充実 
スクールカウンセラーによる学校での相談機能に加え、教育相談室による学校支援、不登校

相談窓口、メンタルフレンド派遣、不登校保護者のつどい、ほっとスクール運営等により、不登校
やいじめ問題等に関わる取組みを充実します。また、第 3 のほっとスクールの設置に向けて検討
と開設準備を進めます。 

ⅲ 青少年支援機関と相談機能を持つその他関係機関との連携 
若者総合支援センター等の青少年支援機関と相談機能を持つその他関係機関との連携を

強化し、子どもや保護者に寄り添った継続的な支援を図ります。 
 

② 子どもの居場所の拠点整備 
様々な要因により支援の手が届かない子どもが長期のひきこもりに移行するリスクなどを低

減するため、悩みや困難を抱えた子どもや生きづらさを抱えた若者とその保護者への支援を行
う人や機関への支援を行うとともに、多世代交流を視野にいれた身近な居場所整備、運営を行
う地域活動への支援を行います。 

ⅰ 身近な居場所整備への支援 
身近な居場所整備運営を行う地域活動を支援し、段階を経て、社会に参加・参画し、自立に

向かう環境を整えます。 

ⅱ 悩みや困難を抱えた子ども・若者支援者、支援機関への支援 
悩みや困難を抱えた子どもや生きづらさを抱えた若者の支援を行う人や機関同士のネットワ

ークづくりの支援を進めます。 
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   質の高い学校教育の充実 

（１）地域との連携・協働による教育 
 

【現状と課題】 
 
・ 「地域運営学校」の全校指定を機に、学校と地域の連携を一層充実させ、地域とともに子ども

を育てる教育をさらに推進する必要があります。 
・ 区立学校は、地域防災や地域行事など、学校・家庭・地域の連携・協働による取組みを一層

充実するなど、地域コミュニティの核としての学校づくりが求められています。 
・ 区内大学と教育委員会の連携事業を充実させ、大学等の研究機能を一層活用した地域課

題解決型の教育事業の充実が必要です。 
 

【目標】 
 
・ 「地域運営学校」の充実と学校を支援するボランティア組織体制づくりにより、学校支援が図

られている。 
・ 区立学校が核となって、様々な活動・取組みを通して、学校・家庭・地域の連携が進み、地域

コミュニティが活性化している。 
・ 区内大学と教育委員会が連携して社会貢献やボランティア活動を推進するための仕組み

が整備されている。 
 

４ 
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【施策展開】 
 
① 地域が参画する学校づくり 

学校運営委員、学校協議会などの相互関係を整理して、機能的な組織とするため、学校を支
えるボランティア組織へ再編する等、地域で学校を支える体制づくりを進めます。また、学校・家
庭・地域が連携し、学校内外の安全対策、事故防止などを強化します。 

ⅰ 地域運営学校の充実、学校を支援する効率的な体制の検討 
学校協議会を機能的・実践的にしていくため、世田谷らしい地域特性を生かした、学校を支え

るボランティア組織へ再編し、地域で学校を支える体制づくりを進めます。 

ⅱ 地域と連携した児童・生徒の安全対策の推進 
子どもたちが事件や事故に巻き込まれないよう、学校・家庭・地域が連携し、学校内や通学路

の安全対策、事故防止などを強化します。 
 

② 地域コミュニティの核となる学校づくり 
遊び場開放事業、新 BOP 事業、地域の文化・スポーツ団体への学校施設の活用を拡大する

とともに、学校と地域の連携による防災訓練や学校施設を利用した地域行事など、地域と連携
した活動や取組みを行います。 

ⅰ 学校施設の活用 
「学校の施設の地域利用に係る指針」に基づいて、区長部局と教育委員会が連携し、総合型

地域スポーツクラブなどの学校を拠点とした地域活動などを支援し、学校施設利用の拡充を図
ります。 

ⅱ 地域活動の促進 
学校と地域の連携による防災訓練や学校施設を利用した地域行事の実施など、保護者や地

域の人々と連携しながら地域コミュニティの活性化を図ります。 
 

③ 地域教育力の活用 
区内大学と教育委員会の連携による小・中学校への学生派遣事業、リカレント学習連携講座

の開催等の連携事業を充実させるとともに、大学等の研究教育機関を一層活用した地域課題
解決型の社会教育事業を充実します。 

ⅰ 大学等との連携の充実 
区内大学との連携・協力による多様な地域課題に対応した社会貢献、ボランティア育成事業

を検討、実施します。 
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（２）「世田谷 9 年教育」で実現する質の高い教育の推進 
 

【現状と課題】 
 
・ 地域の区立小・中学校が一体となって、「世田谷区教育要領」に基づく教育活動を展開し、質

の高い 9 年間の義務教育（「世田谷 9 年教育」）を推進することが必要です。 
・ 知・徳・体をバランスよくはぐくむことが求められています。 
・ 国際理解や環境に関する教育、防災・安全教育など、これからの社会を生き抜くために必要

な資質や能力をはぐくむことが必要です。 
・ 配慮が必要な子どもたち一人ひとりの能力や可能性が最大限に伸長されるように、特別支

援教育の一層の充実を図る必要があります。 
・ 子どもの生命や心身に重大な危険が生じる事案が発生していることから、いじめの未然防止

の取組み強化が求められています。 
 

【目標】 
 
・ 「世田谷 9 年教育」が区立学校全校に定着し、教育の質の向上が図られている。 
・ 「豊かな人間性」「豊かな知力」「健やかな身体・たくましい心」の育成が図られている。 
・ 変化の激しいこれからの社会を生きる力の育成が図られている。 
・ 一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育が充実している。 
・ 「いじめ防止基本方針」等を踏まえ、いじめ防止等の総合的推進に取り組んでいる。 

 

■ 世田谷９年教育で育てたい力・資質 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな人間性 
・豊かな心 

・豊かな感性 

・社会の一員としての自覚 

健やかな身体 

・ 心身の健康の保持増進

への意欲 

・ 一人ひとりに応じた基礎

的な体力 

世田谷９年教育で育てたい力・資質 

ことばの力 

豊かな知力 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

基礎・基本 

学ぶ意欲 

・論理的に考える力 

・豊かに考える力 

・論理的に表現する力 

・豊かに表現する力 



 

69 

第
４
章 

 

【施策展開】 
 
① 豊かな人間性の育成 

「豊かな心」、「豊かな感性」、「社会の一員としての自覚」など、人間性・道徳性をはぐくみ、より
よい生活習慣を身に付けるための取組みなどを推進します。 

ⅰ 人権教育と「生命の大切さ」を学ぶ教育の推進 
児童・生徒が、何ものにも代えがたい「人権」や「生命」を尊び、重んじる精神を実感し、情操を

高めながら、豊かな感性をはぐくむ教育を推進します。 

ⅱ 「人格の完成をめざして」の取組みの充実 
児童・生徒が、人として生きるうえで大切な道徳性をはぐくみ、市民としてのよりよい生活習慣

を身に付けられるよう取組みを充実します。 

ⅲ 道徳教育の充実 
児童・生徒が人として生きるうえで大切な人間性・道徳性をはぐくむことができるよう、すべて

の教科等を通して、道徳教育の充実を図ります。 

ⅳ いじめ防止等の総合的な推進 
教育環境におけるいじめの早期発見や未然防止、発生後の対応等、いじめ防止等に関する総

合的推進に取り組みます。 

ⅴ 子どもたちが体験・体感する機会の拡充 
動植物とのふれあいや自然体験学習など、「実物」に触れ、感じ、体験する機会を拡充します。 

 

② 豊かな知力の育成 
児童・生徒の基礎・基本などをはぐくむ取組みを推進するとともに、理数・英語教育の充実、 

ＩＣＴ機器を活用した授業の推進、学校図書館の機能充実などに取り組みます。 

ⅰ 世田谷区教育要領に基づいた教育の推進 
「世田谷区教育要領」に基づき質の高い教育の実現をめざし、児童・生徒の基礎・基本などを

はぐくむ取組みを推進します。 

ⅱ 理数・英語教育の充実 
数学や自然現象・科学技術への関心や興味を高め、数学・科学的素養の伸長を図る理数教

育の充実や、英語によるコミュニケーション能力を伸ばす英語教育の充実を図ります。 

ⅲ ＩＣＴを活用した授業の推進 
教員のＩＣＴ活用能力の向上、児童・生徒の情報活用能力の習得、ＩＣＴ機器を活用する事業

を推進するとともに、情報モラル教育の充実を図ります。 
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ⅳ 読書力の育成・学校図書館機能の充実 
学校図書館の機能の充実に取り組み、児童・生徒が知的好奇心を伸ばし、豊かな人間性と知

力をはぐくめるよう読書活動の充実を図ります。 
 

③ 健やかな身体・たくましい心の育成 
区立小・中学校における体育・保健体育の授業やスポーツに親しむきっかけづくりの場を充

実するとともに、食育や心と体の健康づくりを推進し、児童・生徒の体力向上・健康推進を図りま
す。 

ⅰ 体力の向上 
「世田谷区教育要領」に基づき小・中学校、幼稚園の運動・遊びや体育・保健体育の授業にお

ける体力向上をめざします。また、地域や区内大学との連携を推進し体力向上に向けた新たな
取組みを検討・実施します。 

ⅱ 食育の推進 
学校における食に関する指導の充実や異世代が交流して共に食べる機会（共食）を通じて食

育を推進します。 

ⅲ 心と体の健康づくり 
学校における健康教育を充実するとともに、学校や家庭、地域などが連携して子どもたちの

心と体の健康づくりを推進します。 

ⅳ 中学校の部活動の充実 
スポーツや文化・芸術に親しむことを通じて、生徒が学習意欲や責任感・連帯感をはぐくみ、

体力の向上を図れるよう重要な教育活動の一環として部活動の充実を図ります。 
 

④ これからの社会を生きる力の育成 
日本文化を理解し大切にする子どもの育成をねらいとする教科「日本語」をはじめ、国際理解

や環境に関する教育、防災・安全教育などを推進し、持続可能な社会の形成者としての成長を
はぐくみます。 

ⅰ 教科「日本語」の充実 
これまでの教科「日本語」の取組みの検証や、今後の指導内容・指導形態の検討を進めるな

ど、世田谷区独自の教科「日本語」として、より一層質の高い授業の実現に取り組みます。 

ⅱ 環境・エネルギー教育の推進 
児童・生徒一人ひとりが環境やエネルギーなど世界規模の課題について、自分たちの課題と

して考え、取り組む態度をはぐくみ、持続可能な社会の形成者として成長できるよう、環境・エネ
ルギー教育を推進します。 
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ⅲ 国際理解教育の推進 
世界の人々とともに生きていくことのできる資質・能力の基礎を習得できるよう、国際理解教

育の取組みの推進を図ります。 

ⅳ 防災・安全教育の推進 
子どもたちが自ら判断し行動できる力を養う防災教育や、小・中学校や地域と連携した防災

訓練、地震・火災・風水害等の災害に備えた防災教育を推進します。 

ⅴ 社会と関わる体験活動の充実 
社会活動やボランティアを通じて社会性や他の人を思いやる心などをはぐくめるよう体験活

動を充実します。 
 

⑤ 特別支援教育の充実 
障害の種別や地域バランス等に配慮しながら、特別支援学級の計画的な整備・充実とともに

特別支援教育体制の充実を図ります。 

ⅰ 特別支援教育体制の充実 
通常の学級に在籍する配慮が必要な子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに対応するため、

児童・生徒に対する学習活動や学級活動への支援や通常の学級における特別支援教育にか
かる指導体制の充実を図ります。 

ⅱ 特別支援学級の整備・充実 
障害の種別や地域バランス等に配慮しながら、学校の増・改築等にあわせて計画的な学級

整備に取り組むとともに、特別支援学級の指導体制等の充実を図ります。 

ⅲ インクルーシブ教育システムの検討 
国や都の動向を踏まえ、今後の世田谷区における特別支援教育のあり方について検討し、検

討結果を踏まえた取組みを着実に進めます。 
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（３）信頼と誇りのもてる学校づくり 

 
【現状と課題】 
 
・ 質の高い教育を推進するため教職員の指導力向上が不可欠ですが、研修に参加する時間

がなかったり、小・中学校、幼稚園の教員の共同による研修・研究や情報交換・交流を行う機
会や場が少ない等の課題があります。 

・ 現在の教育センターは、施設面でのキャパシティ不足や多様な研修・研究を支える設備や
機能面が不十分であり、さらに、施設も老朽化しています。幼稚園を含め 100 校を超える区立
学校を擁する自治体において十分な機能を発揮できる新たな教育センターの整備に向けた
取組みが求められています。 

・ 区立小・中学校 93 校の学校経営、29 の学び舎（近隣の区立小・中学校のグループ）の運営・
取組みの姿勢や内容に差があります。 

・ いじめや不登校、虐待・ネグレクト、性や思春期のこころの問題、発達発育など、児童・生徒と
その保護者が抱える問題が複雑・多様化しています。 

・ 地域による区立小・中学校の児童・生徒数の偏在化の進行が見込まれるため、適正規模化・
適正配置への取組みを推進する必要があります。 

・ 学校施設については、校舎の老朽化への対応や安全安心、環境への配慮、地域との連携に
も対応できる教育環境の整備が求められています。 

 

【目標】 
 
・ 新たな教育センターにより、教職員の研修・研究のセンター的機能に加え、教育相談機能や

学校支援機能などが充実している。 
・ 地域とともに子どもを育てる学校運営が充実している。 
・ 学校経営や「学び舎」運営のモデルとなる「世田谷マネジメントスタンダード」が策定されて

いる。 
・ 教育相談・不登校対策が充実している。 
・ 子どもたちにとってより良い教育環境が整備・充実されている。 
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■ 世田谷区の子どもを家庭、学校、地域が一緒になって育てていくために必要な支援 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「区民意識調査 2013」(平成 25 年)より作成 

 

 

【施策展開】 
 
① 教員の資質向上のための支援 

区立小・中学校、幼稚園の教育活動や学校運営の質を高めるため、教員の資質・能力の向上
に取り組むとともに、教職員の研修・研究のセンター的機能や教育相談機能、学校支援機能な
ど、新たな教育センター機能のあり方や整備の方向性を検討します。 

ⅰ 教員の研修・研究機能の充実 
区立小・中学校の教員や幼児教育の担い手の資質向上に向けた研修・研究に取り組むととも

に、研修・研究環境の整備・充実に取り組みます。 

ⅱ 新教育センターの検討 
教職員の研修・研究の充実及び子ども、保護者、学校への支援の充実に向け、新たな教育セ

ンター機能の検討・整備に取り組むとともに、幼児教育センターの整備に向けた検討と取組み
の一部実施を行います。 
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地域での子ども・若者の居場所づくり

学校施設を活用した地域活動の充実

住民と親や子の地域での交流機会の充実

地域や学校を支えるボランティアの育成

学校の情報発信の充実

地域運営学校など学校運営へ参画する機会の拡充

その他

無回答

全体（n=2,354）

(%)

※複数回答（３つまで）
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② 信頼される学校経営の推進 
「世田谷 9 年教育」の定着など、質の高い学校教育を推進するため、学校経営や学び舎運営

のモデルとなる「世田谷マネジメントスタンダード」の整備・確立をめざします。また、食物アレル
ギーの対応や通学路の安全対策など様々な状況に即応した学校の危機管理能力の向上を図
ります。 

ⅰ 「世田谷マネジメントスタンダード」の整備・確立 
「世田谷９年教育」の定着など、質の高い学校教育を推進するため、学校経営や学び舎運営

のモデルとなる「世田谷マネジメントスタンダード」の整備・確立をめざします。 

ⅱ 学び舎による学校運営の充実 
近隣の区立小・中学校で構成する「学び舎」としての教育目標や行動計画などを設定し、行

動計画等の検証を行いながら小・中学校の教員が協働して学校運営や教育活動の充実を図り
ます。 

ⅲ 学び舎にかかる通学区域の検討 
学び舎による学校運営の充実を図るため、学び舎にかかる通学区域の検討を行います。 

ⅳ 学校情報の発信 
学校からの積極的な情報発信を進め、学校や、保護者・地域への「世田谷９年教育」の取組

みの周知を図ります。 

ⅴ 学校教育を支える安全の推進 
各学校で学校安全計画を毎年度策定し、計画に基づき安全指導等を実施します。また、感染

症対策・アレルギー対策など、多様化・複雑化するニーズに適切に対応するため、学校・家庭・
地域の連携を深めながら、学校の危機管理能力の向上を図ります。 

ⅵ 学校評価システムの推進 
学校としての組織的・継続的な改善を図り、学校・家庭・地域の連携・協力による学校づくりを

進めるため、学校関係者評価と学校の自己評価とによる学校評価システムの改善・充実を図り
ます。 

ⅶ 教員が子どもと関わる時間の拡充 
教員の負担軽減を図ることにより、教員が児童・生徒と向きあう時間を拡充するとともに、自ら

の研究・研修に充てる時間をつくり、教員と児童・生徒との信頼関係や、教員の資質・能力の向
上を図ります。 
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③ ニーズに応じた相談機能の充実 
不登校、虐待・ネグレクト、性や思春期のこころの問題、発達障害など、児童・生徒とその保護

者が抱える複雑・多様化する問題に対応するため、総合的な支援や専門的な相談など、ニーズ
に応じた教育相談機能・不登校対策を充実します。 

ⅰ 不登校等への取組みの充実（再掲） 
スクールカウンセラーによる学校での相談機能に加え、教育相談室による学校支援、不登校

相談窓口、メンタルフレンド派遣、不登校保護者のつどい、ほっとスクール運営等により、不登校
やいじめ問題等に関わる取組みを充実します。また、第 3 のほっとスクールの設置に向けて検討
と開設準備を進めます。 

ⅱ 相談機能の拡充 
複雑化・多様化する児童・生徒や保護者からの相談に対応するため、スクールソーシャルワ

ーカーの配置を拡充し、心理教育相談員やスクールカウンセラーと連携した 学校内外の教育
相談体制を強化し、児童・生徒とその保護者の主体的な問題解決を支援します。また、関係諸機
関との連携、ネットワーク強化を推進します。 
 

④ 安全安心と学びを充実する教育環境の整備 
子どもたちにとってより良い教育環境の実現をめざし、区立小・中学校の適正規模化・適正配

置を推進します。 
学校施設については、安全・安心な学校づくりに努め、環境へも配慮しながら学校と地域との

連携等新たなニーズにも対応できるよう行います。 

ⅰ 学校の適正規模化の推進 
大規模化、小規模化、校舎の老朽化の 3 つの課題に総合的かつ速やかに対応していくため、

「世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具体的な方策（第 2 ステップ・平成
25 年度～平成 31 年度）」を着実に推進します。 

ⅱ 次代に繋ぐ学校施設の整備 
「公共施設整備方針」、「新たな学校施設整備基本方針（第 2 次）」に基づき、計画的に学校の

施設整備を進めます。 
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   子どもの成長と活動の支援 

（１）成長と活動の場と機会の充実 
 

【現状と課題】 
 
・ 子どもが希望する活動ができる場所や活動の支え手などの受け皿が不足しています。 
・ 子どもが地域の様々な大人と出会う機会や異年齢との交流が減少しています。特に区外に

通学する子ども・中高生は、地域と交流する機会や場が少なくなっており、地域への親しみ
が育まれにくくなっています。 

・ 中高生が主体となって過ごせる場や、地域での活躍の機会の拡充が求められています。 
・ 遊び方の変化や、自由に外遊びができる場所が減少していることから、子どもがいきいきと外

遊びをすることや自然と触れあえる機会が減少しています。 
 

【目標】 
 
・ 子どもの希望にあった多様な活動の場や、地域で多世代が交流し活動する機会が充実して

いる。 
・ 中高生が地域で過ごせる場や機会が拡充され、中高生が主体となった活動が活性化してい

る。 
・ 活動の支え手となる地域の人材の育成・確保が図られ、子どもの成長を地域の大人が見守

り支えている。 
・ 身近で外遊びできる場が拡充され、遊び場のリーダーが子どもの外遊びを支えている。 
・ 放課後の子どもたちが安全で健やかに過ごせる多様な居場所がある。 

 

【施策展開】 
 
① 成長に応じた放課後の居場所の確保 

小学校に通う子どもが、放課後の時間を安心して健やかに過ごせる居場所を確保します。ま
た、大人の目が入った見守りを地域とともに展開し、児童のゆるやかな成長や自立に向けた支
援を行います。 

ⅰ 新ＢＯＰ学童クラブの運営 
放課後に家庭で保護・育成を受けることができない小学校低学年児童を対象として実施する

新ＢＯＰ学童クラブについて、子どもの多様な遊び場や安定した生活の場を提供できるよう、ス
ペースを確保しながら子どもの成長を支援していきます。また、卒所後も児童の成長や自立に応
じたゆるやかな支援を行います。 

５ 
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ⅱ 子どもの社会性、自主性、創造性を育む安心な居場所の確保 
自立性の高まる小学校高学年児童が自ら選択する放課後の居場所において、自ら考えて遊

び、学び、過ごす中で社会性、自主性、創造性を育めるよう、児童の成長に合い、かつ、大人の目
が入った見守りを、地域・区民と区が協働・連携して展開します。 
 

② 地域における多世代での活動・交流の場と機会の充実 
中高生世代を中心とした子どもが過ごす場所や機会を地域の中で拡充し、地域での活動に

参加し多世代と交流する機会を増やすことにより、社会性を育むとともに主体性をもって参画す
る意識の醸成を図ります。 

ⅰ 中高生世代が気軽に利用できる居場所の確保 
中高生世代がゆったりと過ごし仲間と語りあうことができ、また、違う学校の様々な年齢の子ど

もと交流できる場を確保していきます。 

ⅱ 中高生世代が主体となって行う活動の支援 
中高生世代が自ら主体的に活動できる機会をつくり、その活動を支援します。 

ⅲ 青少年交流センターの整備 
中学校の跡地を活用して、青少年交流センターの整備を進めます。 

ⅳ 自己形成・自己実現のための場や機会の支援 
体験プログラムや講座の実施を通し、子どもの自己形成・自己実現のための場や機会を支援

します。 
 

③ 外遊びの機会と場の拡充 
子どもたちが身近な場所で外遊びができる環境や、自然と触れあえる場を拡充します。また、

外遊びを支える人材を育成するとともに、子どもやその保護者が気軽につどい、遊ぶきっかけを
つくる活動を支援します。 

ⅰ 身近で自然と触れあえる場や外遊びの環境整備 
子どもが生きる力を高めていけるよう、身近な場所に、誰でも利用可能なオープンスペース

である公園緑地を配置することにより、自然と触れあえる場や外遊びの環境を整えます。 

ⅱ 外遊びの拠点の整備 
プレーパークを地域の外遊びの拠点として、外遊びの機会を拡充していきます。プレーパーク

のない砧地域に設置を検討していきます。 

ⅲ 身近で自由に外遊びができる機会と場の充実 
区と区民が連携し、子どもたちが身近な場所で自由に外遊びができる機会として、プレーリヤ

カー、プレーカー、きぬたまあそび村等を充実していきます。 
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ⅳ 外遊びを見守り・支える人材の育成 
外遊びの場において、子どもの遊びを引き出し、遊びを見守り支える人材の育成を図ります。 

ⅴ 外遊びの啓発・推奨 
子どもや保護者に対して、子どもの成長や生きる力を育むうえで重要な役割を果たす外遊び

の大切さを啓発・推奨していきます。 
 

④ 子どもの活動を支える地域の子育て力の向上 
活動の支え手となる地域の人材の育成・確保を図り、子どもの成長と活動を大人が見守り支

える地域づくりを推進します。 

ⅰ 子どもの成長と活動を地域の大人が見守り支える仕組みづくり 
子どもの活動を支援し、地域の中で大人が子どもを見守り成長を支える地域づくりを進めま

す。 

ⅱ 子どもの成長と活動を見守り支える地域人材の育成 
研修や活動を通して、地域で相互に学びあい育ちあう地域活動の担い手を育成することによ

り、地域の子育て力を高めていきます。 

ⅲ 子どもの活動を支援する地域人材のネットワークづくり 
子どもの活動を支援する地域の大人たちが、情報交換を行い様々な課題を共有することで、

適切な支援を実施し解決に至るよう、ネットワークづくりを支援します。 
 

■ あったらいいなと思う場所（小学生） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区小学生対象アンケート」(平成 25 年)より作成 
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自然の中で思い切り遊べる場所

その他

特になし

無回答

低学年（N=1,541）

高学年（N=1,331）

(%)

※複数回答
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（２）子どもの社会への参加・参画の機会の充実 
 

【現状と課題】 
 
・ 子どもの社会性や自主性を育むために、子どもが自分の意見を表明する場や参加・参画す

る機会を充実する必要があります。 
・ 参加・参画の機会や活動の場の情報が子どもに届いていなかったり、子ども自身の参加意欲

の醸成が十分でないことが、活動の活性化や拡大への課題となっています。 
・ 地域での体験を重ね成長した子どもが次の世代の担い手となるなど、地域での活動が世代

交代しながら継続・循環していく仕組みづくりが求められています。 
 

【目標】 
 
・ 子どもの意見表明の場や、子どもが主体的に関わり運営する企画が増えるなど、参加・参画

の機会が拡充されている。 
・ 子ども自身の参加・参画への意識が醸成され、活動の活性化が図られている。 
・ 多くの子どもが大人とともに地域社会の担い手の一員として地域での活動に参画しており、

その体験を通じて地域の担い手へと、また、年少者の活動を支え、つなげ、大人との間に立つ
立場へと育ち、地域での子どもの参加・参画が世代交代しながら継続している。 

 

■ 中高生世代の日頃の思い ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区中高生世代対象アンケート」(平成 25 年)より作成 
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社会を自分の力で変えられると思う

(%)
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【施策展開】 
 
① 参加から参画へ、地域での場と機会の提供 

地域の中で、子どもが主体的に関わり運営、企画する活動の場や機会を拡充することにより、
地域活動に参画する子どもが増え、地域に愛着を持ち、主体性を持って地域活動に取り組む意
識が醸成され、今の、そして次代の地域社会の担い手への成長につなげていきます。 

ⅰ 地域での参画の場と機会の充実 
身近な地域において子どもが主体的に関わり運営・企画する活動の場や機会を充実します。 

ⅱ 活動や活動する子どものつながり、ひろがりを支える仕組みづくり 
地域を越えて実施する子どもの参画事業を充実することにより、主体的に地域での活動を実

施している子ども同士が知りあい、交流する機会をつくり、人と活動がつながり、広がっていく仕
組みをつくります。 

ⅲ 地域に関わりたい子どもが活動の場につながる仕組みづくり 
地域に関わり、主体的な活動を行いたい子どもが活動の場につながることのできる仕組みを

構築することにより、地域活動への意識を持つ子どもがその機会・きっかけを失うことのないよう
周知、仕掛けづくりを進めます。 

 

② 子どもの意見表明の推進 
子どもの意見表明の場を設定し、子どもが地域に関心を持ち、地域や社会、区に対して意見

表明が行える環境を整えます。また、子どもが運営等に関わる機会を設け、多世代の人と意見
を交わしながら運営に携わる経験を通じて、参加・参画意識の醸成と活動の活性化を図ります。 

ⅰ 子どもの意見表明の場の設定 
子どもが意見表明できる継続的な場を提供するとともに、子どもの意見をしっかりと大人が

受け止めていく環境づくりに努めます。 

ⅱ 子どもの意見表明の場の周知及び参加者の拡大 
参加・参画する子どもが増えていくよう、子どもが意見表明できる場があることや、活動・取組

みの内容についての周知を進めます。 
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   子どもが育つ環境整備 

（１）地域の子育て力の向上 
 

【現状と課題】 
 
・ 核家族化により、子育て家庭には地域での身近な支えが必要とされている一方、地域のつな

がりの希薄化や、子ども・子育てに対する周囲の理解不足などから、孤立し課題を抱え込む
家庭があります。 

・ 子育て支援活動を継続して行うためのノウハウや人材の確保・育成が十分でないため、活動
の継続が困難となる組織・団体があります。 

・ 子ども・子育てに対するニーズの多様化もあり、多彩な子育て活動団体が存在していますが、
個々の活動での対応には限界があり、情報共有をしながら活動を補完しあえるネットワーク
の形成が求められています。 

 

【目標】 
 
・ 子ども・子育てに対する地域の理解や協力の気運が増し、地域で子どもの育ちを見守るとい

う意識が醸成されている。 
・ 保護者・区民・学校・事業者・区の協働により、地域コミュニティが子どもを中心として活性化

し、社会全体で子どもの育ちを支えている。 
・ 地域の子育て活動がより活性化し、子どもや子育て家庭が地域の資源を有効に活用している。 

 

■ 区民参加の取組み ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「区民意識調査２０１４」(平成 26 年)より作成 

6 
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3.2 

3.1 
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地域での福祉の支え合いや健康づくり

環境負荷の小さいライフスタイルの実践

身近なみどりを守り、増やす

多様な文化活動への参加

(%)

≪活動している≫ ≪活動していない≫
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【施策展開】 
 
① 子どもの育ちを見守り支える地域コミュニティの形成 

子どもたちが乳幼児期から思春期を経て自立していくまでの過程で、子育て中の親とすでに
子育てを終えた世代など幅広い世代や立場の違う者同士がともに支えあう関係づくりを進めて
いくことにより、子ども・子育てに対する地域の理解や協力の気運を増し、地域で子どもの育ちを
見守るという意識を醸成していきます。 

ⅰ 子どもの育ちを地域で支えあう取組みの充実 
地域で子どもが豊かに育っていけるよう、地域の特色を生かした自主的な活動を支援します。

また、地域の子育て支援事業者などと連携しながら地域資源の開発・活用を行うとともに、支援
を受けている保護者が支援を提供する立場となって、地域内での支援が循環しながら継続でき
るような仕組みづくりに努めます。 

ⅱ 支えあいのきっかけづくり 
地域の子ども・子育て支援活動が、地域の誰にとっても身近なものとなるよう活動内容の発

信に努めるとともに、子ども・子育て家庭と地域の交流の機会を充実します。 

ⅲ 寄附文化の醸成など、社会で子どもの成長を支える仕組みの充実 
子どもの成長や、子育て活動を地域社会全体で支援するため、寄附などの共助の取組みを

広げ、浸透・定着させていきます。 
 

② 子育て活動の支援とネットワーク形成の支援 
区民及び地域コミュニティが相互に助けあい、区民の子育てや子どもの自立を支援する活

動が充実・拡大することにより、地域の子育て力をより高めていきます。また、子ども・子育て支援
活動の支え手が交流し、情報交換する機会を設けることにより、活動の活性化を図り地域の子
育て力の向上を支えます。 

ⅰ 支え手の発掘・育成の支援 
活動の支え手の発掘・育成を行うことにより、活動の継続と発展を支援します。 

ⅱ 活動の支援 
自主的な活動を開始しようとしている団体や、すでに活動中の団体の事業に対し助成をする

ことで活動を支援していきます。 

ⅲ 子育て活動のネットワーク形成と活性化 
区内で子ども・子育て支援活動を行っている団体等に交流と学習の機会を提供することで、

団体同士のネットワークの構築を促し、地域に活動を発信し、地域の子育て力の向上を図りま
す。 
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（２）社会環境の整備 
 

【現状と課題】 
 

・ 子どもや子育て家庭が安心して気軽に出かけられるためには、まちのバリアフリー化や歩き
やすい道路整備などとともに、授乳スペースなどの設備の充実と周知も求められています。 

・ 子どもの安全・安心が脅かされる事故や事件が増加しており、子どもの安全・安心が守られ
る環境づくりが求められています。 

・ 子どもが生きる力を育むためにも、身近で自由に外遊びできる場や、自然と触れあえる環境
が求められています。 

・ 子育て中の女性の就労率が上昇しており、保育・幼児教育の環境整備とともに、ワーク・ライ
フ・バランスの推進を図ることにより、働きながらの子育てを支援していく必要があります。 

・ 妊娠から出産、子育てにかかる経済的負担への不安から、子どもを育てたいと考えながらも
ためらう方もいるなど、子育てを後押しする環境が十分ではありません。 

・ 子どもが、文化・芸術を身近に親しむ機会が必要とされています。 
・ 子どもの体力は、体力水準の高かった昭和 60 年と比較して低い水準にあり、特にスポーツを

する子どもとしない子どもの体力の差が大きく、二極化が進んでいます。 
 

【目標】 
 

・ バリアフリー整備や授乳スペースの充実など、妊産婦から子育て家庭まで安心して出かけら
れる環境が整備されている。 

・ 子どもの安全・安心が確保されている。 
・ 外遊びの場や、自然と触れあえる環境が身近にある。 
・ ワーク・ライフ・バランスが推進され、働きながらの子育てで感じる負担が軽減されている。 
・ 子どもを生み育てたい希望を後押しする環境が整備されている。 
・ 子どもが、文化・芸術に親しむ機会が充実している。 
・ 子どもが、スポーツをする機会や環境が充実している。 
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【施策展開】 
 

① 子育てしやすいまちづくり 
子どもや子育て家庭が安心して気持ちよく過ごせる環境を整えることにより、暮らしやすく子

育てしやすいまちづくりを進めます。 

ⅰ 子育て家庭が暮らしやすい住環境の整備 
住まいなどのハード面、地域の子育てへの理解などのソフト面の両面から、子育て家庭が暮ら

しやすい住環境を整えます。 

ⅱ まちのバリアフリー整備の推進 
バリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインによる整備を推進するため、普及

啓発や公共的施設の指導・誘導を行います。交通不便地域の解消や南北交通の強化を図るた
め、バス事業者と連携し、バス交通サービスを充実します。また、公共交通施設について、誰もが
利用しやすい公共交通環境の整備を進めます。 

ⅲ 子育て家庭が外出しやすくなる施設・整備の充実と周知 
子育て家庭が外出しやすくなるよう、授乳スペースやおむつ替えスペースなどの情報を外出

時に利用しやすい方法で提供していきます。 

ⅳ 子どもが安心して歩ける道路整備 
歩道と車道の分離の促進とともに、電線地中化の促進による歩道の有効幅員の確保等を通

じて、子どもが安心して歩ける歩行者空間の確保のための歩道整備を推進します。また、交差点
の安全対策として、カーブミラーの設置や交差点のカラー舗装化を進めます。 

ⅴ 身近な自然と触れあえる場や外遊びの環境整備（再掲） 
子どもが生きる力を高めていけるよう、身近な場所に、誰でも利用可能なオープンスペース

である公園緑地を配置することにより、自然と触れあえる場や外遊びの環境を整えます。 
 

② 子どもの安全・安心 
子どもが犯罪や事故に巻き込まれないよう、「安全の強化」を図り、子どもの健やかな成長を

目指します。 

ⅰ 地域の見守りによる犯罪防止 
子どもが犯罪や事故に巻き込まれないよう、地域でパトロールや見守り活動を実施します。 

ⅱ 子どもの危険回避対応能力の向上支援 
子ども自身に事故や犯罪から身を守るための教育を実施し、危険に対する対応能力の向上

を図ります。 

ⅲ 交通安全の啓発 
子どもの安全・安心を確保するため、交通安全の啓発を進めます。 
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ⅳ 危険回避の情報提供・意識啓発 
子どもを持つ親に対し危険に関する情報を提供し、子どもの安全に関する意識の向上を図り

ます。 
 

③ ワーク・ライフ・バランスの推進 
家族、地域、事業者（産業）が連携して、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組みを進め

ることで、男女がともに地域でいきいきと働きながら子育てを担いあう環境づくりを推進します。 

ⅰ 事業者への働きかけ 
男女がともに家庭と仕事の両立が図れるよう、公平な処遇・男女共同参画に向け先進事業

者の表彰や取組みの紹介等による啓発・周知を行うほか、事業者や労働者を対象としたワーク・
ライフ・バランスを推進します。 

ⅱ 働きながら子育てしやすい環境の整備 
子育てと仕事の両立や多様な働き方の推進など事業主が行う職場環境整備について、制度

の周知などにより支援を図ります。 

ⅲ 仕事と生活の調和の理解・促進 
男女が育児や家事等の役割を担う、豊かな家庭づくりに向けた学習機会の提供及び啓発を

進めます。 
 

■ 仕事と生活の調和を図る上で、重要だと考えること ■ 

                      【全体】                【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」(平成 26 年／世田谷区)より作成 

55.9 

35.2 

31.5 

26.8 

20.6 

19.9 

17.8 

14.3 

7.8 

3.4 

1.9 

0 20 40 60 

保育サービスや介護サービスなど、

育児・介護に関する社会的サポートの充実

長時間勤務の見直し

職場の両立支援制度の充実

育児・介護休業取得に対する

職場の上司・同僚の理解浸透

法律や制度の充実

個人の意識改革や努力

家族のサポートや家族の意識改革

両立支援制度の利用の促進

地域で、日常的に交流の持てるグループやサークル、

団体などの自主的な活動に参加できる場の充実

その他

無回答

全体（n=1,385）

(%)
64.0 

31.1 

33.0 

29.3 

18.6 

14.8 

23.2 

14.9 

6.7 

2.3 

1.7 

45.0 

41.9 

29.7 

23.5 

23.5 

27.2 

9.5 

13.3 

9.3 

4.5 

2.0 

0 20 40 60 80 

女性（n=810）

男性（n=558）

(%)

※複数回答（３つまで） ※複数回答（３つまで）
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④ 子どもを生み育てやすい環境の整備 
妊娠や子育てに関わる経済的負担の軽減を図ることにより、子どもを生み育てやすい環境を

整えます。 

ⅰ 妊娠に関わる助成の実施 
特定不妊治療については、国や都の制度の見直し等も踏まえつつ、区独自の支援制度の検

討を行います。妊婦健康診査の費用助成についても区の制度の再構築を行い、妊娠に関わる
経済的負担の軽減を実施します。 

ⅱ 子育てにかかる経済的負担の軽減 
医療費や保育料など、子育てにかかる経済的負担について、低所得者に配慮しながら、負担

の軽減を実施します。 
 

⑤ 文化・芸術・スポーツと親しむ環境づくり 
子ども期より文化・芸術・スポーツや読書に親しむ環境を整えることにより、豊かで健やかな

生活の基礎を育みます。 

ⅰ 文化・芸術と身近に親しむ機会の充実 
子どもが、想像する力、表現する力、コミュニケーションする力、現代社会の多様性に対応す

る力をより高めていけるよう、文化・芸術に親しむ機会を充実するとともに、子どもの文化・芸術
活動を支援します。 

ⅱ スポーツをする機会や環境の充実 
子どもが、スポーツをする機会や環境を充実することにより、子どもの体力向上を図るととも

に、大人になっても引き続きスポーツに親しむ生涯スポーツ社会の実現を推進します。 

ⅲ 家庭や地域、学校における読書活動の充実 
すべての子どもが、それぞれの発達段階に応じて身近な場所で読書に親しむことができ、読

書習慣を身に付けることができる環境づくりを進めます。 
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（３）子どもの権利擁護・意識の醸成 
 

【現状と課題】 
 

・ 世田谷区では、子ども条例を制定し、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会の実
現に向けて、区民とともに取り組んでいます。しかしながら、条例が十分に知られていないこと
や、内容が把握されていないこともあり、子どもの権利擁護意識の向上へのさらなる取組み
が課題となっています。 

・ 子ども・子育てに関わる事業は、保護者やサービス提供者など大人のニーズ・考えにより構
築され、評価されがちです。子どもと関わる大人が、子どもの立場で子どもの権利を理解し
て接することが重要です。 

・ いじめや虐待が重大化することを防ぐために、気軽に相談できる窓口の周知や関係機関同
士の連携の強化が必要です。 

 

【目標】 
 

・ 子どもの権利を守る規範意識が醸成されている。 
・ 大人も子どもの権利を理解し、子どもの視点に立った事業や施策の構築・評価が行われて

いる。 
・ 子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」（略称：せたホッと）が広く認知され、

子どもや保護者が気軽に利用できる場となっている。 
 

■子ども条例の認知度（中高生世代）■ 

 

 

 

 

 

 

■「せたホッと」の認知度（中高生世代）■ 

 

 

 

 

 
「世田谷区中高生世代対象アンケート」(平成 25 年)より作成 

知っていた 無回答知らなかった

16.1 82.8 1.0 全体（N=1,439）

(%)

知っていた 無回答知らなかった

15.6 82.7 1.7 全体（N=1,439）

(%)
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【施策展開】 
 

① 子どもの権利への意識の醸成 
子どもだけでなく、保護者や子どもに関わる大人が子どもの権利に対する理解を深めること

により、子どもの権利が守られる社会を実現していきます。 

ⅰ 世田谷区子ども条例の周知 
子ども条例の内容を子どもに分かりやすく伝えるとともに、大人への周知を積極的に図ること

により、子どもの権利に対する意識を醸成します。 

ⅱ 「人権教育」と「生命の大切さ」を学ぶ教育の推進（再掲） 
児童・生徒が、何ものにも代えがたい「人権」や「生命」を尊び、重んじる精神を実感し、情操を

高めながら、豊かな感性をはぐくむ教育を推進します。 

ⅲ 子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の活動の周知・啓発 
気軽に相談できる窓口として、子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」（略

称：せたホッと）の活動を区民に周知するとともに、いじめや虐待など子どもの人権侵害を未然
に防ぐための啓発を進めます。 
 

② 子どもの権利を守る体制の充実 
子どもの視点に立って子どもが過ごす環境を整えるとともに、関係機関の連携・協力体制を

構築することにより、子どもの権利侵害の未然防止と早期対応の実現を図ります。 

ⅰ 関係機関との連携・協力体制の構築 
「せたホッと」と学校、子ども家庭支援センター等の関係機関が日頃より緊密に連携すること

により、子どもの権利侵害を未然に防ぐとともに、いざという時には迅速に対処できる体制を構築
します。 

ⅱ 子どもが利用する施設や日常過ごす場で子どもの権利を守る体制の整備 
子どもが利用する施設や事業、サービス、または日常を過ごす場で、権利侵害が起こることの

ないよう、子どもの視点に立った事業の評価を行うとともに、基準などに基づきチェックを行うこ
とにより、子どもの権利を守る環境を整えます。 
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    子ども・子育て支援事業計画 
 

子ども・子育て支援法では、教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の実施主体である
地方自治体の責務として、それぞれの事業の需要量見込みと確保の内容、実施時期を定めた
「子ども・子育て支援事業計画」を策定することが定められています。 

世田谷区では、平成 25 年 8 月にニーズ調査を実施し、国の手引きに基づき調査結果を分析
するとともに、現実的な事業量と乖離がある事業については、世田谷区地域保健福祉審議会子
ども・子育て部会に意見聴取を行いながら補正の考え方をまとめ、事業計画を作成しました。 

 

   圏域の設定 
 

子ども・子育て支援事業計画は、圏域を設定したうえで、圏域ごとに需要量見込みを算出し、
確保の内容を記載することとなっています。 

世田谷区では、教育・保育事業について、行政区域である５つの総合支所のエリアを圏域とし
ます。そのうえで、保育の必要性があると認定された２号認定（３歳から５歳）、３号認定（０歳から
２歳）に対応する確保の内容について、５地域ごとに記載※１する一方、３歳から５歳の学校教育
の需要である１号認定については、地域を越えての利用が多くみられる現状を鑑み、世田谷区
全域を１つの圏域として確保の内容を記載します。 

子ども・子育て支援事業については、世田谷区全域を１つの圏域とします。 
 

 年齢 保育の必要性※２ 認定区分 利用対象施設 圏域 

教育・保育事業 

０～２歳 保育の必要性あり ３号認定 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 ５地域 

３～５歳 

保育の必要性あり ２号認定 
保育所 

認定こども園 

保育の必要性なし １号認定 
幼稚園 

認定こども園 
区全域 

子ども・ 

子育て支援事業 

    

 

※1 ５地域ごとの教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期については、100 ページの表

を参照。 

※2 世田谷区では月 48 時間以上の就労などを要件として保育の必要性があると認定しています。 

 
第５章 
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   推計人口 
 
教育・保育事業、子ども・子育て支援事業の需要量見込みの算出にあたって、基本となる世

田谷区の子どもの推計人口については、区が平成 26 年 2 月に公表した推計人口を使用してお
り下表のとおりです。すでに平成 27 年 1 月時点の人口と乖離が生じており、今後の人口動態を
踏まえ、中間年を目安として見直しを行うことを予定しています。 

（人） 

年齢 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

0 歳 6,965 6,962 6,998 6,976 6,952 

1 歳 7,160 7,179 7,176 7,215 7,192 

2 歳 7,259 7,143 7,162 7,159 7,198 

3 歳 7,083 7,239 7,124 7,143 7,141 

4 歳 7,142 7,072 7,229 7,114 7,133 

5 歳 6,865 7,188 7,117 7,275 7,159 

6 歳 6,833 6,900 7,224 7,153 7,311 

7 歳 6,646 6,865 6,932 7,257 7,185 

8 歳 6,328 6,661 6,882 6,950 7,275 

9 歳 6,263 6,359 6,695 6,917 6,986 

10 歳 6,189 6,299 6,395 6,733 6,956 

11 歳 6,247 6,214 6,323 6,420 6,759 

 
■ 世田谷区子どもの人口推計 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「世田谷区将来人口の推計」(平成 26 年／世田谷区)より作成 

２ 

42,474
42,783 42,806 42,882 42,775

38,506

39,298

40,451

41,430

42,472

36,000

37,000

38,000

39,000

40,000

41,000

42,000

43,000

44,000

平成27年 28年 29年 30年 31年

就学前人口（０－５歳） 小学校年齢人口（６－11歳）

（人）

0
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   需要量見込み及び確保の内容と実施時期 

（１）教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期 
 

① 幼稚園、認定こども園教育標準時間利用による確保の内容と実施時期 
幼稚園及び認定こども園の教育標準時間利用によって確保をする対象としては、基本的に１

号認定者となります。1 号認定とは、3 歳から 5 歳で保育の必要性がなく、学校教育のみを希望
する子どもがあたります。この 1 号認定者に加え、2 号認定者の一部についても対象としていま
す。2 号認定とは、3 歳から 5 歳で保育の必要性がある子どもがあたりますが、その中でも幼児
期の学校教育の希望が強い方も同施設を利用するという考え方から対象となっています。 

平成 31 年度の幼稚園、認定こども園教育標準時間利用の需要量見込みについては、1 号認
定 11,574 人、2 号認定のうち、幼児期の学校教育の希望が強い方 573 人の計 12,147 人となっ
ています。この需要量見込みに対して、平成 25 年度実績の区内幼稚園等による確保の内容が
12,234 人となっています。また、世田谷区に住居のある方で区外の幼稚園等を利用している方
が 2,311 人、世田谷区以外に住居のある方で区内の幼稚園等を利用している方が 1,099 人おり、
この数を加減した 13,446 人が確保されています。需要量見込みを上回る確保がされていること
から、平成 31 年度までの確保の内容を同数の 13,446 人としています。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

２号認定 ２号認定 ２号認定 ２号認定

幼児期の
学校教育
の希望が

強い

幼児期の
学校教育
の希望が

強い

幼児期の
学校教育
の希望が

強い

幼児期の
学校教育
の希望が

強い

需要量見込み 11,394 564 11,611 576

需要量見込み総計

特定教育・保育施設※１

新制度に移行しない

幼稚園※２

区外利用 - 区内利用

確保総計

平成25年度（実績） 平成26年度（見込） 平成27年度 平成28年度

１号認定 １号認定 １号認定 １号認定

12,187

確
保
の
内
容

－ － 1,664 1,664

12,234 12,234 10,570 10,570

需
要
量

見
込
み 11,958

1,212 1,212 1,212 1,212

13,446 13,446 13,446 13,446
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※1 本表の「特定教育・保育施設」は、新制度の給付対象として確認を受けた幼稚園及び、認定こども園の

教育時間利用枠を指しています。 

※2 確保の内容については、新制度の特定教育・保育施設に「移行する幼稚園等」による確保と、1 号・2 号

等の認定を必要としない「移行しない幼稚園」に分けて記載することになっています。計画策定の時点

では、将来の新制度への移行について、事業者の意向の確認ができないため、27 年度時点で移行しな

い幼稚園にかかる確保数を記載しています。 

 

② 保育所、認定こども園保育時間利用、地域型保育事業による確保の内容と実施時期 
保育所、認定こども園保育時間利用、地域型保育事業等によって確保をする対象としては、2

号認定者のうち、上記の幼児期の学校教育の希望が強い方を除いた方と 3 号認定者になります。
3 号認定とは、0 歳から 2 歳で保育の必要性がある子どもがあたります。さらに 3 号認定につい
ては、0歳と1、2歳に区分して需要量見込み及び確保の内容と実施時期を定めることとなってい
ます。 

平成 31 年度の保育所、認定こども園保育時間利用、地域型保育事業等については、2 号認
定の需要量見込み 9,262 人に対して、9,773 人の確保を目指します。3 号認定については、0 歳
の需要量見込み 2,911 人に対して、2,256 人を、1、2 歳の需要量見込み 6,556 人に対して 7,882
人の確保を目指します。 

0 歳については、需要量見込みを下回る確保の内容とした一方で、1、2 歳については需要量
見込みを大きく上回る確保の内容としています。これは、保育所等の整備にあたって、0 歳だけの
保育所や 0 歳の定員を下回る 1 歳の定員の保育所を整備することが現実的でないことから、こ
のような確保の内容となっています。 

世田谷区では 0 歳保育の需要量見込みに対して数値の補正を行いませんでしたが、1 歳で
保育所等に入れるのであれば、1 歳以降から保育を希望する方も多いことがニーズ調査から分
かっています。1、2 歳の確保内容に余剰が生じることで、こうした方のニーズにも応えられるとの
考えから確保の内容を定めています。 

２号認定 ２号認定 ２号認定

幼児期の
学校教育
の希望が

強い

幼児期の
学校教育
の希望が

強い

幼児期の
学校教育
の希望が

強い

需要量見込み 11,594 575 11,625 576 11,574 573

需要量見込み総計

特定教育・保育施設※１

新制度に移行しない

幼稚園※２

区外利用 - 区内利用

確保総計 13,446

平成29年度 平成30年度 平成31年度

１号認定 １号認定 １号認定

需
要
量

見
込
み 12,169 12,201 12,147

確
保
の
内
容

1,664 1,664 1,664

10,570 10,570 10,570

1,212 1,212 1,212

13,446 13,446
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※１ 本表の「特定教育・保育施設」は、新制度の給付対象として確認を受けた保育所及び、認定こども園の

保育時間利用枠を指しています。 

※２ 地域型保育事業所 19 人以下の少人数の単位で、満 3 歳未満の子どもを預かる区による新たな認可

事業。 

 

名 称 内  容 

家庭的保育 定員５名以下の少人数で家庭的な雰囲気のもとで保育を行う。 

小規模保育 
少人数（定員６～１９名）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもとで保育を

行う。 

事業所内保育 
会社等の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に

保育する。 

居宅訪問型保育 

障害・疾病等により集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児や、保育

施設の急な撤退・定員減少等に伴い、保育が受けられなくなった乳幼児等に

対する保育を行う。 

 

０歳
３号

１-２歳
３号

３-５歳
２号

（保育）

０歳
３号

１-２歳
３号

３-５歳
２号

（保育）

０歳
３号

１-２歳
３号

３-５歳
２号

（保育）

０歳
３号

１-２歳
３号

３-５歳
２号

（保育）

2,917 6,577 9,070 2,915 6,531 9,222

特定教育・

保育施設※１ 680 3,529 6,236 808 4,023 7,146 1,054 4,843 8,323 1,234 5,274 9,089

地域型保育

事業所※２ 28 97 73 188 109 260

認可外保育
施設

637 1,810 562 590 1,593 470 508 1,401 447 488 1,388 426

確保総計 1,317 5,339 6,798 1,426 5,713 7,616 1,635 6,432 8,770 1,831 6,922 9,515

０歳
３号

１-２歳
３号

３-５歳
２号

（保育）

０歳
３号

１-２歳
３号

３-５歳
２号

（保育）

０歳
３号

１-２歳
３号

３-５歳
２号

（保育）

2,930 6,537 9,232 2,921 6,550 9,251 2,911 6,556 9,262

特定教育・

保育施設※１ 1,348 5,551 9,641 1,366 5,587 9,707 1,384 5,623 9,773

地域型保育

事業所※２ 145 332 217 476 289 620

認可外保育
施設

527 1,489 283 555 1,564 141 583 1,639 0

確保総計 2,020 7,372 9,924 2,138 7,627 9,848 2,256 7,882 9,773

平成29年度 平成30年度 平成31年度

需要量見込み

確
保
の
内
容

確
保
の
内
容

平成25年度（実績） 平成26年度（見込） 平成27年度 平成28年度

需要量見込み
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（２）子ども・子育て支援事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期 
 

① 利用者支援に関する事業 
子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情

報提供及び相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。当面
の間、各地域 2 ヶ所にセンター機能を担う 1 ヶ所を加えた 11 ヶ所を需要量見込みに設定し、平
成 30 年度までの確保を目指します。 

 
利用者支援事業 

実施場所(ヶ所) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   11 11 11 11 11 

確保の内容 5 5 7 8 9 11 11 

 
 

② 時間外保育事業 
保育所等において、通常の開所時間を超えて保育を行う事業です。需要量見込みに対して、

保育所等の新規整備を集中的に行い、平成 29 年度までの確保を目指します。 
 
時間外保育事業利

用者数(人) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   3,648 3,675 3,677 3,683 3,674 

確保の内容 2,321 2,628 3,000 3,350 3,700 3,700 3,700 
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③ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後や長期

休暇中に適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る事業です。世田谷区では、小学
校内で放課後の自由な遊び場であるＢＯＰ事業と一体的に運営を行っています。 

低学年では、条件を満たしている児童の受け入れが可能であり、量の見込みに対し確保して
いきます。また、子どもの多様な遊び場や安定した生活の場を提供できるよう、スペースを確保し
ながら子どもの成長を支援していきます。 

高学年については、ＢＯＰ、児童館で、児童の成長に合わせ継続してゆるやかな見守りを実施
するとともに、プレーパーク等を含めた地域の居場所において、大人の目が入った見守りを展開
していきます。配慮が必要な児童に対しては、放課後児童健全育成事業を 6 年生まで実施しま
す。 

 
放課後児童健全育成事

業利用者数(人) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み（低学年）   5,523 5,696 5,867 5,956 6,072 

需要量見込み（高学年）   2,153 2,176 2,247 2,323 2,388 

確保の内容 （低学年） 4,338 4,448 5,523 5,696 5,867 5,956 6,072 

 
 

④ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 
保護者の疾病等により、一時的に児童を養育することが困難となった場合に、児童養護施設

等で短期間保護する事業です。現在、1 歳から 12 歳の子どもを対象とした「子どものショートス
テイ」と 0 歳児を対象とした「赤ちゃんショートステイ」を実施しています。需要量見込みに対応で
きる確保がされており、現行の体制を維持します。 

 
子育て短期支援事業年

間利用者数(人日／年) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   813 819 819 821 819 

確保の内容 2,555 2,555 2,555 2,555 2,555 2,555 2,555 
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⑤ 乳児家庭全戸訪問事業（乳児期家庭訪問事業） 
生後 4 か月に至るまでの乳児がいる家庭へ、保健師又は乳児期家庭訪問指導員（助産師

等）が家庭訪問を行い、乳児の発育・発達状況や育児環境の把握を行うとともに、地域の保健
サービス等の情報提供を行う事業です。需要量見込みに対応できる委託訪問指導員、嘱託訪
問員の現行体制を維持し、職員の資質向上のための研修を充実させます。 

 
乳 児 家 庭 全 戸 訪

問 事 業 利 用 者 数

(人) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   7,465 7,462 7,498 7,476 7,452 

確保の内容 【体制】 

委託訪問指導員 

 38 人 

嘱託訪問員 5 人 

【実施機関】 

各総合支所 

【体制】 

委託訪問指導員 38 人 

嘱託訪問員 5 人 

【実施機関】 

各総合支所 

 

 

⑥ 養育支援訪問事業 
世田谷区では、養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業を中心として実施しており、子ども

の養育が困難と認められる世帯に対し、一定期間ホームヘルパーを派遣することにより、虐待
予防及び当該世帯の自立を支援しています。需要量見込みに対応できる委託事業者の体制を
確保します。 

 
養育支援訪問利用

件数(件) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   109 117 125 133 142 

確保の内容 【実施機関】 

各総合支所 

委託事業者 14 社 

【実施機関】 

各総合支所 

委託事業者 14 社 
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⑦ 地域子育て支援拠点事業 
世田谷区ではひろば事業として実施しています。子育て中の親子が気軽に立ち寄り、交流で

きるひろばで、子育て相談や子育て情報の提供を通して、子育てに対する不安の解消や負担感
の軽減、地域の子育て支援機能の充実を図る事業です。平成 31 年度までに需要量見込みに対
応する箇所数の確保を目指します。 

 
地域子育て支援拠点

事業年間利用者数(人

日／年) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み（人日）   333,608 332,352 333,313 333,341 333,019 

需要量見込み（ヶ所）   52 52 52 52 52 

確保の内容 （ヶ所） 38 41 44 48 50 51 52 

 
 

⑧ 一時預かり事業 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所その他の場

所において、一時的に預かる事業です。子育て中の親のリフレッシュ等育児負担の軽減を図る
ため、理由を問わずに子どもを短時間預かる事業や、幼稚園の預かり保育事業を含めて、一時
預かり事業としています。 

ⅰ 幼稚園による一時預かり 
幼稚園による一時預かりについては、現在幼稚園で預かり保育事業として実施しています。新

制度の実施に伴い幼稚園型の一時預かり事業が創設される予定です。需要量見込みに対して、
これまでの幼稚園の預かり保育事業と幼稚園型一時預かり事業をあわせて、平成 31 年度まで
に確保することを目指します。 

 
幼稚園による一時預

かり事業年間利用者

数(人日／年) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   359,175 366,161 365,670 366,715 365,020 

確保の内容 289,875 298,275 304,904 319,933 334,962 349,991 365,020 
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ⅱ その他の一時預かり 
その他の一時預かりについては、幼稚園による一時預かりを除く上記の一時預かり事業と子

育て援助活動支援事業（世田谷区ファミリー・サポート・センター事業）をあわせて確保すること
としています。 

子育て援助活動支援事業は、児童の預かり等の援助を受けたい方（依頼会員）と援助を行い
たい方（提供会員）との相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業です。 

需要量見込みに対して、保育所等における一時保育の拡充と世田谷区ファミリー・サポート・
センター事業の実施を中心に、平成 31 年度までに確保することを目指します。 

 
その他の一時預かり

事業年間利用者数 

(人日／年) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   191,090 190,853 191,186 191,464 191,243 

確
保
の
内
容 

一時預かり 99,050 126,050 139,250 162,500 185,750 188,000 190,250 

子育て援助活動

支援事業 
15,183※ 15,183※ 16,701 18,219 19,737 21,255 22,775 

※現在、類似の事業として世田谷区社会福祉協議会が単独事業として実施している  「ふれあい子育て支

援事業」の実績と見込を参考に記載しています。 

 
 

⑨ 病児・病後児保育事業 
保育所等に通っている乳幼児が病気やケガ等で集団保育が困難な時期に、専門施設におい

て一時的に保育を行う事業です。需要量見込みに対して、平成 31 年度までに確保することを目
指します。 

 
病児・病後児保育事業

年間利用者数 

(人日／年) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   23,869 24,034 24,052 24,095 24,035 

確保の内容 17,400 17400 17,400 19,200 21,000 22,800 24,100 
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⑩ 子育て援助活動支援事業（就学児） 
就学前児童に対する子育て援助活動支援事業については⑧の一時預かり事業とあわせて

記載することとなっています。ここでは、就学児童に対する子育て援助活動支援事業について記
載します。 

世田谷区ファミリー・サポート・センター事業の実施により、需要量見込みに対して一定程度
の確保を図ることを目指します。 

 
子育て援助活動支援

事業年間利用者数 

(人日／年) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み   41,636 42,786 44,289 45,151 45,920 

確保の内容 3,138※ 3,138※ 3,451 3,765 4,079 4,393 4,707 

※現在、類似の事業として世田谷区社会福祉協議会が単独事業として実施している  「ふれあい子育て支

援事業」の実績と見込を参考に記載しています。 

 
 

⑪ 妊婦健診事業 
妊婦に対し都内契約医療機関で全妊娠期間に実施する妊婦健康診査の 14 回分の費用の

一部を負担する事業です。また、里帰り等により都内契約医療機関以外（都内助産所含む）で妊
婦健康診査を受診した場合にはその費用の一部を助成しています。量の見込みに対応できる確
保がされており、現行の体制を維持します。 

 
妊婦健診事業利用者

数(人) 

25 年度 

（実績） 

26 年度 

（見込） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要量見込み（人）   8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 

需要量見込み（回）   125,160 125,160 125,160 125,160 125,160 

確保の内容 【実施場所】 

都内契約医療機関 

【実施場所】 

都内契約医療機関 
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第
６
章 

 

    今後の若者施策の取組み 

 

 

区の基本計画では、「若者が力を発揮する地域づくり」を政策の一つとして位置づけ、若者が
多様な交流のなかで成長し、活躍する場を地域との関わりのなかでつくり、若者を核とした地域
の活性化を目指すとともに、対人関係をうまく築けない若者などへの支援に取り組んでいます。 

区では、これまでにも就労支援、健康づくり等、各分野別に若者を応援する施策を展開してき
ました。今後は、これらの施策とあわせ、包括的に若者の悩みを受けとめ必要なサービスへ案内
するといった、区のこれまでの施策同士をつなぐ、また、従来の施策では救うことのできない、施
策の狭間で苦しんでいる若者に光をあてる支援施策が求められています。 

さらに、地域の再生・活性化に向けて、また、子どもから高齢者までの世代を超えた交流のた
めには、若者が地域で活発に活動する機会の提供、場の充実は今後、欠くことのできない重要
な施策の一つです。 

「子ども計画」では 18 歳までを計画の対象としていますが、ひきこもり、自殺、不登校等に起因
する問題は 18 歳以降も引き続くケースが多く、30 歳代までの若者も視野にいれた「切れ目のな
い支援」がまさに今求められており、こうした趣旨から、幼年期からの「子ども施策」とあわせ以
下のとおり若者支援施策を示すこととしました。 

 

 

 

   若者支援施策の推進 

（１）若者の交流と活動の推進 
 

【現状と課題】 
 
・ 若者が活発に地域で活動し、経験を積み重ねながら成長して地域の担い手になることが、世

代を超えた交流の活性化を生み出すことにつながっていきます。しかし、現在は参加の機会
や情報を得る機会が少なく、地域に関心を示さない若者や社会から孤立して悩んでいる若
者も少なくありません。 

・ 中高生世代が、同世代だけでなく多様な地域住民と主体的に関わりを持ちながら、自主的に
活動できる場所、地域の担い手となる若者の育成が求められています。 
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【目標】 
 
・ 若者が地域や社会とつながることができる場や機会が充実している。 
・ 若者の持つ構想力や行動力、活動力が活性化し、それが地域活動団体、ＮＰＯ等の協力・連

携により地域の活性化にもつながっている。 
 

【施策展開】 
 
① 社会教育施設や学校跡地、公共施設を活用した新たな若者の活動支援施設の整備・

運営 
新たな若者の活動支援施設の運営及び整備を推進し、若者自らの主体的な活動を通して自

立と成長を促すとともに、世代を超えた出会いや交流の機会を積極的に創出し、若者の社会へ
の参加・参画意識を醸成する。 

ⅰ 青少年交流センターの運営 
様々なものづくり体験事業、若者支援に関わる指導スタッフの育成等、今後展開する青少年

交流センターの事業運営を通して、青少年の自立と成長を促すとともに、青少年自らの主体的
な活動の機会を拡充します。 

ⅱ （仮称）希望丘青少年交流センターの整備 
中学校の跡地を活用して、青少年交流センターの整備を進めます。 
施設の整備にあたっては、当事者である高校生・大学生の意見を設計に反映させる仕組みを

整え取り組みます。 

ⅲ 既存公共施設の活用の検討 
図書館や庁舎等、既存公共施設の一角を活用した、地域に身近な若者の居場所、活動場所

の創出について検討を進めます。 
 

② 児童館の中高生世代の活動支援機能の拡充 
中高生世代が地域で過ごせる場や機会を拡充し、中高生が主体となった活動の活性化を図

ります。 

ⅰ 中高生世代が主体となって行う活動の支援 
中高生世代が自ら参加・参画して行う活動の支援を進めます。 

ⅱ 中高生世代の居場所の確保 
中高生世代がゆったりと過ごし、仲間と語りあえる場や機会の確保に努めます。 
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③ 地域の担い手づくりに向けた地域活動団体との連携 
地域の担い手づくりに向けた様々な取組みを行うことを通じて、同世代だけでなく多様な地

域住民と若者が主体的に関わりをもちながら連携し、地域の活性化を目指します。 

ⅰ 自らの主体的な活動から、地域社会の担い手への成長の支援 
児童館を中心に地区の大人たちと若者たちとをつなぎ、ともに地域の中で活動を行うことを

通じて、子どもたちが地域社会の担い手へ成長するための支援を進めます。 

ⅱ 児童館と青少年交流センターの連携 
児童館と青少年交流センターで活動する子ども同士の交流の機会を創出します。 

ⅲ 若者に関わる大人の活動の推進 
若者の主体的な活動を、地域の大人が支える地域づくりを進めます。 

ⅳ 自己形成・自己実現のための場や機会の支援 
体験プログラムや講座の実施を通し、子どもの自己形成・自己実現のための場や機会を支援

します。 
 

■ 児童館と青少年交流センターの一体的運用のイメージ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次代の担い手づくり 

推進のため 

世田谷ユースリーダー 

事業を実施 

青少年交流センター 

事業の実施（例示） 

・小・中・高向け各種講座、研修 

・青年文化祭等 

・若者の自主的な活動の促進 

地域での活動（例示） 

・年少者への学習支援 

・災害時ボランティア 

・地元のイベントへの参加・参画 

・消防団への参加 など 

育成 

循環 

 

 

中高生支援館の整備（５館） 

・開館時間の延長（週２日 18⇒19 時） 

・中高生世代への活動支援機能の拡充 

ボランティアリーダー 世田谷リーダースクール 

青少年交流センター池之上青少年会館 児童館 

野毛青少年交流センター 

学校跡地を活用した 

新たな青少年交流センター 

『地域の核』 『区内３施設を整備』 

人材発掘 

リーダー事業を発展 
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（２）生きづらさを抱えた若者の支援 
 

【現状と課題】 
 

・ 長い間の孤立した生活から社会性やコミュニケーション力などに問題が生じて、生きづらさを
抱えたまま自立ができない若者や、親の収入に依存した生活を送る若者の状況は社会的損
失でもあり、将来の社会的支援の増大につながることも危惧されます。 

・ 特に発達障害の若者やその傾向がある若者については、小・中学生のころからのいじめや不
登校・ひきこもり、精神疾患等の二次障害により、社会に居場所のないケースが見られること
から、家庭・学校・地域の連携した予防的支援やセーフティネットの構築が必要になっていま
す。 

・ 就労意欲があるにもかかわらず就労に結びつかない、また、自らの適性にマッチした仕事に
就くことができない若者が増えています。学校や社会での居場所を見つけられないひきこも
り、ニートといわれる継続した就労が困難な若者の支援の必要性が高まっています。 

 

【目標】 
 

・ 安心して利用でき、対人関係や社会生活に対する自信を取り戻せるような「居場所」がある。 
・ 相談支援機能が強化され、就労、福祉、医療等の関係機関と連携し、重層的に支援が行える

仕組みが構築されている。 
・ 若者に対して、将来の職業イメージの醸成、進路を自ら定め、能力を生かせるよう支援すると

ともに、就職活動の実践能力を高め、就労に結びつける仕組みが機能している。 
 

【施策展開】 
 

① 世田谷若者総合支援センターの運営 
ひきこもり等の生きづらさを抱えた中高生世代から 30 歳代までの若者及びその家族を対象と

した相談支援とともに、対人関係や社会生活に対する自信を取り戻すきっかけとなる「居場所」
の整備、就労、福祉、医療等の関係機関と連携した重層的な支援を行う機関を整備することによ
り、若者の社会的自立に向けた支援を行います。 

 

ⅰ メルクマールせたがやと若者サポートステーションの円滑な連携 
世田谷若者総合支援センターを構成する両機関が円滑に連携するための仕組みを構築し、

様々な仕事体験ができる支援プログラムの充実をはじめ、就労までを見据えた若者の自立に向
けた継続的な支援を展開します。 
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ⅱ 若者の福祉的就労支援に向けた仕組みの検討 
若者の就労支援の充実に向け、就労意欲喚起を図ることを目的とした福祉的就労支援の仕

組みの構築に向け、検討を進めます。 

ⅲ 子ども・若者支援協議会の運営 
平成 27 年 2 月に設置した子ども・若者支援協議会により、相談機関、就労、福祉、医療、学校

等の関係機関が連携し、重層的な支援が行える仕組みづくりを進めます。 

ⅳ 若者総合支援センターとその他の若者関連の相談機能との連携 
若者総合支援センターと青少年交流センター、児童館等、その他の若者にかかる相談を受け

る機関をはじめ、複合的な課題を抱える家庭の相談窓口となるあんしんすこやかセンターなど、
各種関係機関との連携を強化し、生きづらさを抱えた若者やその保護者に寄り添った継続的・
重層的な支援を展開します。 

また、生きづらさを抱えた若者像を明確にし、障害がある子ども・若者はもちろん、特に診断等
は受けていないが障害が疑われる子ども・若者の支援等、ひきこもり支援のみならず、現場から
多様なケースを吸い上げ、様々なニーズを整理し、支援に谷間をつくらないような支援の仕組み
構築に向け、検討を進めます。 

 

■ 世田谷区若者支援ネットワーク図 ■ 
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② 子どもの居場所の拠点整備 
小中学生の頃からの社会への不適応が原因で、ひきこもり、精神疾患等の障害を抱える若者

が安心して利用でき、対人関係や社会生活に対する自信を取り戻せるような「居場所」の整備
を行います。また、居場所を通じた家庭、学校地域との多世代交流を行うことにより、若者の社会
的自立に向けた支援を行います。 

ⅰ 悩みや困難を抱えた子ども・若者の支援者・支援機関への支援 
悩みや困難を抱えた子どもや生きづらさを抱えた若者の支援を行う人や機関同士のネットワ

ークづくりの支援を進めます。 

ⅱ 身近な居場所整備運営者への支援 
身近な居場所整備運営を行う地域活動を支援します。 

ⅲ 区内大学との相互協力による新たな施策の展開 
区内大学と区が相互協力し、精神面の不安等で大学に通えない学生に対して、区の相談・就

労支援機関等で支援を図る一方、区が実施する青少年の居場所事業の運営について、大学が
支援協力を図る仕組みを構築していきます。 
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（３）若者の社会に向けた文化・情報の発信への支援 
 

【現状と課題】 
 

・ 世田谷の持つ魅力ある文化・伝統を継承・発展させていくためには、若者たちの感性、協力
が不可欠であり、そうした若者を支援していくことも重要です。 

・ 区の若者支援の施策とあわせ、若者自身の主体的な活動を区民が見守り、支援する取組み
が必要です。 

・ 若者が地域活動団体と連携し、例えば、その地域の文化創造の拠点をつくりあげる、文化を
継承する取組みを行うといったことは、若者の地域活動や多世代交流をより活発化し、そのこ
とが地域の活性化につながることにもなります。 

 

【目標】 
 

・ 世田谷の持つ文化の発展、イメージ向上に向けた若者の主体的な取組みを支援する仕組
みが構築されている。 

・ 若者支援に取り組んでいる区民、地域活動団体を支援する仕組みが構築されている。 
 
【施策展開】 
 

① 若者、区民、地域活動団体等が取り組む主体的な活動への支援 
若者支援に取り組んでいる若者、区民、地域活動団体を支援する仕組みを構築することによ

り、若者の地域活動や多世代交流をより活発化し、地域の活性化につなげることを目指します。 

ⅰ 地域活性化につながる若者の主体的な取組みへの支援 
地域で身近な居場所運営等、若者、区民、地域活動団体等が取り組む主体的な活動への支

援を、基金の活用や若者のアイデアの実現を支える方々への協力依頼等を通じ行います。 

ⅱ 身近な居場所整備運営者への支援（再掲） 
身近な居場所整備運営を行う地域活動を支援します。 

ⅲ 若者の情報等発信の活性化への支援 
若者にとって日常の身近なツールとして活用されているインターネット、冊子・チラシ等の紙

媒体等、様々なツールを活用し、若者の求める情報、発信したい情報の伝達、活動成果を「表
現」する機会を活性化する取組みについて検討を進めます。 
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（４）子ども計画以外の計画に含まれる「若者支援施策」との連携 
 

【現状と課題】 
 

・ 区ではこれまで、「健康せたがやプラン」では、思春期のこころの健康づくり、自殺予防、自殺
未遂者支援事業、「産業ビジョン」では、若者の就労支援、「せたがやノーマライゼーションプ
ラン」では、成人期の発達障害者支援事業（UNI）等、各計画に基づき必要な若者支援施策
に取り組んできました。今後は、これまでの施策、新たに取り組む施策同士の連携を強化し、
包括的に若者の自立を支援する仕組みが必要です。 

 

【目標】 
 

・ 区の展開する若者支援施策の取組みについて、全容が把握できる仕組みが整っている。 
・ 若者支援施策に取り組む各分野の連携が円滑に行われる仕組みが整備されている。 
 

【施策展開】 
 

① 「世田谷若者総合支援センター」の開設に伴う、各分野で行われる「若者支援施策」
との円滑な連携手法の整理と、「若者支援ネットワーク」の構築 
若者支援施策に取り組む各分野の連携を円滑に行い、区の展開する若者支援施策の取組み

の全容が把握できる仕組みを整備し、包括的に若者の自立を支援します。 

ⅰ 若者支援ネットワークの構築 
若者支援に取り組む各機関等との連携、区の取組みの全容が把握できる仕組みを構築しま

す。 
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    実現の方策 
 

 

本計画の実現にあたっては、個別事業の進捗とともに、計画全体についての進捗も公開し、区
民や学識経験者等が参加する会議で評価・検証を行うこととします。 

子ども・子育て施策の取組みについては、新たに条例で設置した世田谷区子ども・子育て会
議で進捗管理や評価・検証を行うこととします。また、若者施策の取組みについては、実施状況
等を世田谷区子ども・青少年協議会に報告し、評価・検証を行うこととします。 

 

 

   指標 
 

計画全体の進捗を評価・検証するための指標を、子どもの視点と保護者の視点双方から設
定します。評価・検証は、5 年ごとに実施する調査※に毎回同一の設問を設け、結果を比較するこ
とにより行います。 

 
※「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」「世田谷区小学生対象アンケート」、 

「世田谷区中高生世代アンケート」 

 

（１）子どもの指標 
 

① 自分のことが好きだと思う子どもの割合 
 
■ 私は自分自身のことが好きだと思う子どもの割合（小学校低学年、高学年、中高生世代） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区小学生対象アンケート」(平成 25 年)、「世田谷区中高生世代アンケート」（平成 25 年）より作成 

 
第７章 

１ 

そう思う 無回答どちらでもない

そう思わない

(%)

すごくそう思う まあそう思う

ほとんどそう思わない

あまりそう思わない 無回答

どちらでもない

21.9 

12.5

54.0 

32.7 

27.1 

27.6 

24.9 

36.4 

9.7 

14.3 

14.9 

9.7 

8.3 

3.6 

1.2 

1.4 

低学年（N=1,541）

高学年（N=1,331）

中高生世代（N=1,439）
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② 住んでいる地域のために、自分の力を役立てたいと思う子どもの割合 
 

■ 自分が住む地域のために力を役立てたいと思う割合（中高生世代） ■ 

 

 

 

 
「世田谷区中高生世代アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

（２）保護者の指標 
 

① 子育てを楽しいと感じる保護者の割合 
 

■ 子育てについて楽しいと感じる程度 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 
「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」(平成 25 年)より作成 

 

② 子育てしやすい環境だと感じる保護者の割合 
 

■ 世田谷区を子育てしやすいまちと感じる程度 ■ 

 

 
 
 
 
 
 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」(平成 25 年)より作成 

無回答

(%)

すごくそう思う まあそう思う

ほとんどそう思わないあまりそう思わない

どちらでもない

14.2 31.1 32.9 12.5 7.9 1.3 中高生世代（N=1,439）

辛いと感じることの方が多い

無回答

その他
楽しいと感じることの方が多い

どちらかというと、楽しいと感

じることの方が多い

どちらかというと、辛いと

感じることの方が多い
楽しいと感じることと、辛いと感

じることが同じくらい

43.5 

39.8 

36.7 

35.3 

15.5 

19.1 

2.5 

3.7 

0.8 

0.9 

0.5 

0.8 

0.4 

0.5 

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

無回答

とても子育てしや

すいと感じる

まったく子育てしやすい

と感じない
あまり子育てしや

すいと感じない子育てしやすいと感じる

12.3 

15.5 

60.9 

61.0 

22.3 

16.4 

2.9 

1.3 

1.6 

5.8 

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)
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   推進体制 

評価・検証・推進における組織 

（１）子ども計画の評価・検証・推進 
 

子ども計画の評価・検証・推進にあたっては、次の機関で審議を行います。 
 

① 世田谷区子ども・子育て会議 
子ども・子育て支援法に基づき、区の子ども・子育てに関する施策の総合的かつ計画的な推

進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること等を目的として設置された
区長の附属機関で、学識経験者、保育・幼児教育・子育て支援事業関係者及び区民等の委員
で構成されています。 

 
② 世田谷区子ども・青少年協議会 

地方青少年問題協議会法に基づき、青少年に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事
項を調査審議すること等を目的として設置された区長の附属機関で、区議会議員、学識経験者、
青少年関連事業関係者及び区民等の委員で構成されています。 

世田谷区子ども・青少年協議会には、小委員会の関連機関として中高生を中心とする会議体
「ユースミーティング世田谷」が設置され、区の施策に対する提言等が行われています。 

 

（２）地域福祉の複合的な課題の検討体制 
 

区では、地域包括ケアシステムの対象を高齢者だけでなく、子育て家庭や障害者（児）に拡
大していくとともに、地域福祉の複合的な課題に対しては、地区、地域、全区の 3 層構造の地域
ケア会議を設定し、課題の整理・分析・検討を地区・地域から積み重ねることにより政策形成に
結び付けていきます。 

 

２ 
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    資料 
 

   計画策定にあたっての検討状況 

（１）世田谷区地域保健福祉審議会子ども・子育て部会による検討 
 

子ども・子育て支援法に規定する「子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、学識経験
者、区民等にご意見を伺うため、世田谷区地域保健福祉審議会の専門部会として「子ども・子育
て部会」を設置し、「子ども・子育て支援事業計画」及び同計画を内包する「子ども計画（第 2
期）」について検討いただきました。 

 
回 開催日 主な議題 

第 1 回 
平成 25 年 

7 月 18 日 

・部会の運営について 

・子ども・子育て支援新制度・事業計画について 

・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査について 

第 2 回 11 月 8 日 
・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果について 

・子ども・子育て支援事業計画の記載事項等について 

第 3 回 
平成 26 年 

2 月 7 日 

・子ども・子育て支援事業計画需要量見込みの算出結果について 

・子ども・子育て支援法に基づき区が条例で定める基準について 

第 4 回 4 月 10 日 
・子ども・子育て支援事業計画需要量見込みについて（補正） 

・子ども・子育て支援新制度の実施に向けて区が条例で定める基準について 

第 5 回 6 月 27 日 

・子ども計画（第２期）中間まとめについて 

・子ども・子育て支援事業計画案について 

・子ども・子育て支援新制度の実施に向けて区が定める条例について 

第 6 回 7 月 30 日 
・子ども計画（第２期）素案について 

・子ども・子育て支援新制度に関する基準等を定める条例（素案）について 

第 7 回 10 月 29 日 

・子ども計画（第２期）答申（案）について 

・新制度の給付施設・事業にかかる保育料（案）について 

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う利用調整について 

第 8 回 12 月 25 日 

・子ども計画（第２期）案について 

・子ども・子育て応援都市宣言について 

・給付対象施設の確認行為に伴う利用定員の設定について 
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（２）世田谷区子ども計画研究会による検討 
 

児童福祉分野等の学識経験者や子ども・子育て施策に関わる専門家の知見を子ども計画の
策定に反映させるため、世田谷区子ども計画研究会を設置し、子ども計画（第 2 期）について検
討いただきました。 

 
回 開催日 主な議題 

第 1 回 
平成 25 年 

5 月 31 日 

・現行子ども計画、区の子ども施策、区の現況について 

・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査票について 

第 2 回 6 月 20 日 ・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査票について 

第 3 回 9 月 19 日 
・子ども計画アンケート調査について 

（保育サービス利用者調査、ひとり親家庭調査、中高生対象調査） 

第 4 回 10 月 11 日 

・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果について 

・子ども・子育て支援事業計画の記載事項等について 

・子ども計画策定に向けた議論について 

第 5 回 
平成 26 年 

1 月 22 日 

・子ども・子育て支援新制度に向けて区が定める条例の概要について 

・子ども・子育て支援事業計画需要量見込み算定結果について 

・子ども計画アンケート調査結果について 

第 6 回 3 月 19 日 
・子ども計画策定に向けた議論について 

・子ども・子育て支援新制度実施に向けて区が条例で定める基準について 

第 7 回 5 月 21 日 
・子ども計画策定に向けた議論（骨子、基本的な考え方、計画体系） 

・放課後児童クラブについて 

第 8 回 6 月 19 日 
・子ども計画策定に向けた議論（基本目標等、中間まとめに向けた議論） 

・子ども・子育て支援事業計画案について 

第 9 回 7 月 23 日 
・子ども計画（第２期）素案について 

・子ども・子育て支援新制度に関する基準等を定める条例（素案）について 

第 10 回 9 月 4 日 
・子ども計画（第２期）案の策定に向けた議論について 

・子ども計画シンポジウムについて 

第 11 回 10 月 24 日 ・子ども計画（第２期）答申（案）について 

第 12 回 12 月 12 日 
・子ども計画（第２期）案について 

・子ども・子育て応援都市宣言について 
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（３）世田谷区子ども・青少年協議会による検討 
 

平成 23－24 年度世田谷区子ども・青少年問題協議会では、「世田谷区子ども計画後期計画
の評価・検証及び課題整理」をテーマに議論を重ね、平成 25 年 4 月、「次期子ども計画で取り
組むべき施策について」として報告がまとめられました。（「第 1 章３子ども計画後期計画の評価」
参照） 

平成 25－26 年度世田谷区子ども・青少年協議会では、「若者の参加・参画を推進するための
地域拠点づくり」をテーマに議論を重ね、平成27 年3 月を目処に報告をまとめる予定となってお
り、検討内容について、主に「第６章今後の若者施策の取組み」の中で反映しています。 

 
期 会議名称 内容 開催回数 

平成 

23－24 年度 

子ども・青少年問題協議会 次期子ども計画で取り組むべき施策に

ついて 

 ６回 

同小委員会  １６回 

平成 

25－26 年度 

子ども・青少年協議会 若者の参加・参画を推進するための地

域拠点づくりについて 

５回※  

同小委員会 ８回※ 

※開催回数については、平成 26 年 12 月末時点の回数 

 

（４）区民・事業者・子育て支援者との意見交換 
 

① 区民版子ども・子育て会議での意見交換 
子ども計画の策定にあたり、子育て活動の支援団体が中心となって地域で子育て支援を行

っている区民や活動団体、子育て中の区民に呼びかけて開催しているものです。毎回テーマを
設定し、ワークショップ形式での意見交換を行い、いただいた意見を子ども計画策定の参考とし
ました。 

 
回 開催日 主な議題 

第 1 回 
平成 26 年 

4 月 3 日 
子育て支援の新しいかたち～行政にできること、ＮＰＯ・地域にできること～ 

第 2 回 6 月 13 日 子育て支援の新しいかたち～行政にできること、ＮＰＯ・地域にできること～ 

第 3 回 8 月 8 日 身近な場所で親子の支援をしていく仕組みづくり 

第 4 回 8 月 25 日 子どもの生きる力の育み～外遊びについて語ろう！ 

第 5 回 9 月 25 日 子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上～世田谷の“保育”を考えよう！ 

第 6 回 10 月 30 日 切れ目のない支援～若者編～ 

第 7 回 12 月 10 日 みんなでつくってみよう！～世田谷の子ども・子育て資源マップづくり 
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② パブリックコメント等区民からのご意見・ご提案 
「世田谷区子ども計画（第2 期）（素案）」について、区のおしらせや区ホームページを通じての

パブリックコメントを実施しました。また、パブリックコメント実施期間にあわせて、子ども計画シ
ンポジウムや事業者・子育て支援者・子育て支援団体との意見交換や素案送付などを実施し、
様々なご意見・ご提案をいただきました。 

パブリックコメントについては、平成 26 年 9 月 22 日から 10 月 14 日までの期間で実施し、149
人の方より 252 件のご意見・ご提案をいただきました。  

ⅰ 一般  
実施日 内容 

平成 26 年 9 月 22 日 区のおしらせ特集号 

9 月 22 日～10 月 14 日 区ホームページ 

10 月 4 日 子ども計画シンポジウム 
 

ⅱ 事業者・子育て支援者・子育て活動団体  
実施日 機関名等 手法 

9 月 7 日 子ども子育てつなぐプロジェクト参加団体 つなぐプロジェクト 

9 月 9 日 母子生活支援施設長 母子生活支援施設情報交換会 

9 月 12 日 保育ママ、保育室、認証保育所 郵送 

9 月 16 日 私立認可保育園長 郵送 

9 月 16 日 民生委員児童委員会長協議会各地区会長 民生委員児童委員会長協議会 

9 月 16 日 主任児童委員 郵送 

9 月 19 日 
私立幼稚園協会 

私立幼稚園長 

私立幼稚園協会理事会 

郵送 

9 月 19 日 青少年地区委員会委員・青少年補導連絡会委員 郵送 

10 月 22 日 
青少年地区委員会会長 

青少年補導連絡会会長 

青少年地区委員会・ 

青少年補導連絡会合同会長会 
 

ⅲ 行政機関  
実施日 機関名等 手法 

9 月 4 日 児童館長 児童館長会 

9 月 8 日 新 BOP 郵送 

9 月 12 日 区立幼稚園長 区立幼稚園長・副園長合同会議 

9 月 16 日 区立認可保育園長 区立認可保育園長会 

9 月 17 日 区立小学校・中学校長 郵送 
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（５）アンケート調査 
 

世田谷区子ども計画（第 2 期）の策定にあたり、平成 25 年 8 月から 12 月までの間に、「子ど
も・子育て支援事業計画」ニーズ調査をはじめ、あわせて 5 つのアンケート調査を実施していま
す。調査の概要は下表のとおりです。 

 

 調査対象 調査方法 実施時期 有効回答率 

「子ども・子育

て支援事業計

画」ニーズ調査 

世田谷区に居住する０～９歳

の児童の保護者各年齢1,000

人ずつ 

計 10,000 人 

郵送配布、 

郵送回収 

平成 25 年 

8 月 12 日～ 

9 月 2 日 

就学前児童 

61.4％ 

就学児童 

46.4％ 

保育サービス 

利用者 

アンケート 

保育サービス利用者 

3,130 人 

保育ママ、家庭的保育事業は

利用者全員。その他の保育施

設は年齢別施設別無作為抽

出 

施設から対象者 

へ直接手渡し、 

郵送回収 

平成 25 年 

11 月 14 日～ 

12 月 2 日 

65.9％ 

ひとり親家庭 

アンケート 

4,699 人 

(児童育成手当受給世帯のう

ち、申請理由が、離婚、死亡、

生死不明、遺棄、未婚、保護

命令である世帯を抽出） 

郵送配布、 

郵送回収 

平成 25 年 

11 月 7 日～ 

11 月 25 日 

38.1％ 

小学生対象 

アンケート 

2,933 人 

(区立小学校の児童、１学年

約 500 人。低学年 5 校、高学

年 5 校計 10 校で実施。） 

学校を通じて 

配布・回収 

平成 25 年 

11 月 25 日～ 

12 月 13 日 

97.9％ 

中高生世代 

対象アンケート 

6,000 人 

(12～17 歳の子ども 

各年齢 1,000 人を無作為抽

出) 

郵送配布、 

郵送回収 

平成 25 年 

11 月 7 日～ 

11 月 25 日 

24.0％ 
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   用語解説 
 

○ ＩＣＴ 
Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。コンピュータや情報

通信ネットワークなどの情報コミュニケーション技術。 
 

○ アウトリーチ 
支援ニーズがあるが、保健・医療・福祉施設等の拠点におけるサービスでは利用するのが困

難な人に対して、状況に応じて専門スタッフが訪問して施設内と同等の必要なサービスを提供
するしくみ。 

 
○ アセスメント 

個人の状態像を理解し、必要な支援を考えたり、将来の行動を予測したり、支援の成果を調
べること。 

 
○ あんしんすこやかセンター 

世田谷区における地域包括支援センターの名称。 
 

○ 生きづらさを抱えた若者 
学校生活や就労時の体験、対人関係でのつまずきなどを起因として、社会生活や他者との関

わりがうまくいかず、目指す生き方に向かって進めない、または、目指す方向がわからないため
に悩んでいる若者。 

 
○ インクルーシブ教育システム 

障害のあるなしにかかわらず、すべての子どもを受け入れ、ともに育ち学びあう教育。 
 

○ エンゼルプラン 
少子化対策推進のため、国が 1994 年に策定した 10 年間のプラン。「今後の子育て支援のた

めの施策の基本的方向について」 
 

○ おでかけひろば 
子育て世帯の育児のストレスや不安感の軽減を目的とし、親子が自由につどい、親同士の交

流や子育て相談ができる場。 
 

２ 



 

119 

第
８
章 

 

○ 合理的配慮 
障害者が日常生活や社会生活を送る上で状況に応じて行われる配慮。筆談や読み上げによ

る意志の疎通、車いすでの移動の手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担
にならない範囲で提供されるべきもの。 

 
○ 子育てステーション 

利便性の高い駅前に設置する「あそび」「そうだん」「あずかり」「ほいく」の 4 つの機能を集中さ
せた多機能型の子育て支援拠点施設。 

 
○ 子育てひろば 

子育て世帯の育児のストレスや不安感の軽減を目的とし、親子が自由につどい、親同士の交
流や子育て相談ができる場。児童館で実施している。 

 
○ 子ども家庭支援センター 

地域における子どもと家庭の福祉向上を図るため、関係機関と連携しながら相談業務、子ど
も在宅サービスの提供、養育困難家庭・児童虐待対応、地域活動支援等の事業を実施する。 

 
○ 子ども・子育て関連 3 法 

幼児期の学校教育や保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため定められた
以下の 3 つの法。「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部を改正する法律」「関連法律
の整備等に関する法律」 

 
○ 子ども・子育て支援新制度 

幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めることを目的と
し、平成 27 年 4 月に本格実施される制度。 

 
○ 子どもの権利 

日本国憲法第 11 条の基本的人権の保障などを踏まえ、実定法としては児童福祉法で国民の
責務と児童福祉の理念等が明記されている。 

また、平成元年には、国連で「児童の権利に関する条約」が採択され、安心して生きる権利、自
分らしく守られる権利、豊かで健やかに育つ権利、意見を表明し参加する権利などを守るよう定
められた。わが国は平成 6 年に条約を批准した。 
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○ 支援が必要な子ども 
障害や生活困窮、被虐待など様々な要因により、支援を要する状況にある子ども。 
 

○ 就労 
本計画において、就労には就業の意も含むものとする。 
 

○ 新ＢＯＰ学童クラブ 
保護者が働いていたり病気などのため、放課後に家庭で保護・育成にあたることのできない

世帯の小学校低学年の児童に、健全な遊びや安全な生活の場を提供する事業。配慮が必要な
子どもは、安全確保及び対応が可能な範囲で 6 年生まで受け入れる。 

 
○ 新ＢＯＰ事業 

区立小学校施設を活用し、安全・安心な遊び場を確保し、遊びを通して社会性、創造性を培
い、児童の健全育成を図るＢＯＰ（ボップ＝Base Of Playing：遊びの基地）事業に、学童クラブ事
業を統合し、一体的に運営する事業。 

 
○ スマイルブック 

発達が心配な子を持つ保護者が、子どもの特徴・関わり方・支援方法などを記載する冊子。 
 

○ ソーシャルワーク 
生活していく上での問題を、社会資源を用いて解決したり緩和したりすることで質の高い生活

を支援する社会福祉援助技術のひとつ。 
 

○ 地域運営学校 
保護者や地域の方が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する仕組み。平成 25 年度

には区立全小・中学校を地域運営学校に指定。 
 

○ 地域包括ケアシステム 
地域住民に対し、保健サービス、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテーション等の福祉サ

ービスを、関係者が連携協力して、一体的に提供する仕組み。 
 

○ 配慮が必要な子ども 
心身の成長・発達等に起因する問題により、生活をしていく上で何らかの合理的配慮を要す

る状態にある子ども。 
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○ ほっとスクール 
心理的理由で登校できないでいる児童・生徒のための「心の居場所」として、自主性を養い、

社会性を育みながら学校復帰に向けて気持ちを整えていくための支援を行う施設。 
 

○ メンタルフレンド 
学校生活への不適応により家に閉じこもるあるいは閉じこもりがちな児童・生徒の家庭に派

遣され、兄や姉のように接し、自主性の伸長や社会性の発達を促す役割をする、主に心理学を
専攻する大学生あるいは大学院生（登録制）。 

 
○ 養育困難家庭 

日常生活における児童の養育に支障が生じている家庭。 
 

○ 要保護児童 
保護者に監護されることが不適切であると認められる児童。保護者のない児童。 
 

○ リカレント学習連携講座 
区内大学と連携し、区民向けに行われている各種の公開講座。 
 

○ レスパイト 
乳幼児や、障害児（者）、高齢者などをケアしている家族などが、一時的にケアから解放され、

休息をとれるようにする支援。 
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   参考データ 

（１）子育て家庭への支援 
 

■ 子育てについての心配ごとや悩みごと ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

 

■ 両親・祖父母の近居・同居の状況 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

３ 

54.4 

64.4 

21.9 

28.7 

20.2 

17.4 

19.7 

24.3 

20.3 

3.6 

12.6 

4.5 

6.4 

0.9 

50.2 

63.3 

9.6 

21.6 

19.0 

19.6 

-

18.3 

13.5 

4.2 

13.9 

5.8 

10.0 

0.8 

0 20 40 60 80

養育費や教育費など経済的な負担

子どものしつけや接し方

子どもにとって望ましい事業

・サービス利用の選択

子どもの健康状態

自分の健康状態

自分（配偶者含む）の親の健康状態

育児の負担

家事の負担

仕事の負担

家族の介護の負担

保護者同士の人間関係

その他

特にない

無回答

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

※複数回答

91.5 

0.2 

2.5 

0.0 

2.3 

7.0 

25.8 

3.7 

2.5 

87.3 

0.4 

5.5 

0.0 

3.4 

9.5 

24.3 

3.7 

1.9 

0 20 40 60 80 100

父母同居

父同居（ひとり親家庭）

母同居（ひとり親家庭）

父同居（母の単身赴任）

母同居（父の単身赴任）

祖父母同居

祖父母近居

その他

無回答

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

※複数回答
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■ 子育てについての心配ごとや悩みごとの相談先 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

 

85.2 

71.2 

43.7 

21.6 

33.1 

48.8 

2.4 

0.5 

22.4 

2.3 

2.1 

1.4 

0.5 

1.3 

1.5 

20.9 

4.7 

15.4 

-

-

-

0.3 

0.3 

2.0 

1.0 

0.7 

82.3 

58.7 

28.9 

16.9 

30.6 

53.5 

0.8 

0.2 

14.0 

0.4 

0.6 

0.3 

2.0 

0.8 

0.8 

-

-

-

3.6 

28.9 

11.1 

0.6 

0.2 

3.1 

1.6 

0.3 

0 20 40 60 80 100

配偶者

その他の家族・親族

学生時代の知人・友人

職場や仕事上の知人・友人

近所の知人、友人

子どもを介して知り合った友人

ｆａｃｅｂｏｏｋ、ツイッター等を介して知り合った友人

民生・児童委員、主任児童委員

かかりつけ医

看護師・助産師

保健師

地域の子育て支援団体のスタッフ

教育相談室

子育てテレフォン

子ども家庭支援センターなど行政相談窓口

保育園や担任保育士

ひろばや子育てサロンのスタッフ

幼稚園や担任教諭

新ＢＯＰや児童館

学校や担任教諭

習い事や学習塾の先生

児童相談所

民間の電話相談等

その他

相談できる人はいない

無回答

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

※複数回答
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■ 朝食・夕食を食べる頻度 ■ 

【朝食】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夕食】 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区小学生対象アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

■ 母子関連健康診査受診率及び乳児期家庭訪問率の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区保健福祉総合事業概要 統計編」より作成 

毎日食べる 無回答

食べない
食べないことがある

毎日食べる ほぼ毎日食べる
週に３、４日食べる

ほとんど食べない

まったく食べない

無回答

87.0 

87.7 7.1 

11.0 

1.7 2.0 

0.5 

0.8 

1.6 

0.7 

低学年（N=1,541）

高学年（N=1,331）

(%)

毎日食べる
無回答ほぼ毎日食べる

週に３、４日食べる
ほとんど食べない

まったく食べない

毎日食べる

食べない
食べないことがある 無回答

84.6 

93.7 4.1 

10.8 

0.4 0.5 

0.2 

0.2 

4.5 

1.2 

低学年（N=1,541）

高学年（N=1,331）

(%)

88.0 
93.2 

91.8 
90.4 92.1 

96.8 95.8 95.2 96.2 96.6 

88.3 
86.9 88.1 89.6 89.8 

63.6 

76.8 

90.2 

93.2 95.0 

55.0 

60.0 

65.0 

70.0 

75.0 

80.0 

85.0 

90.0 

95.0 

100.0 

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

妊娠健康診査 ３～４か月健康診査 ３歳児健康診査 乳児期家庭訪問

（%）

0.0
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（２）保育・幼児教育の充実 
 

■ 年齢別乳幼児の養育状況（平成 26 年度） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区保健福祉総合事業概要 統計編」（平成 26 年）より作成 

 

■ 乳幼児の養育状況の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区保健福祉総合事業概要 統計編」より作成 

 

認可保育園 家庭・その他

保育室・保育ママ・認証保育所・

家庭的保育事業

幼稚園

19.8 

19.7 

20.4 

21.9 

22.9 

23.9 

24.2 

4.3 

4.3 

4.5 

4.6 

5.1 

5.7 

6.2 

31.8 

30.6 

30.4 

29.6 

29.4 

29.3 

28.5 

44.1 

45.4 

44.7 

43.9 

42.6 

41.1 

41.1 

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

(%)

認可保育園 家庭・その他

保育室・保育ママ・認証保育所・

家庭的保育事業

幼稚園

9.1 

22.7 

25.9 

29.3 

29.7 

29.4 

7.5 

11.7 

11.1 

3.1 

2.1 

1.2 

0.0 

0.0 

0.1 

51.0 

61.5 

62.9 

83.4 

65.6 

62.9 

16.6 

6.7 

6.5 

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

(%)
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■ 施設種類別保育施設の定員の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年４月１日現在 

「世田谷区子ども・若者部資料」より作成 

 

■ 保育施設・事業を希望する上で重視する条件 ■ 

＜対象児童の実年齢以上のときの希望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

(%)

教

育

・

保

育

の

内

容

や

方

針

が

希

望

に

あ

う

教

員

・

保

育

者

の

質

が

高

い

施

設

や

設

備

が

充

実

し

て

い

る

園

庭

が

有

る

保

育

時

間

が

利

用

希

望

に

あ

う

認

可

さ

れ

て

い

る

施

設

で

あ

る

保

育

料

が

適

正

で

あ

る

親

の

負

担

の

程

度

が

軽

い

親

が

運

営

・

行

事

な

ど

に

関

わ

る

機

会

が

多

い

自

宅

か

ら

の

距

離

が

近

い

利

用

す

る

駅

や

職

場

か

ら

の

距

離

が

近

い

そ

の

他

無

回

答

０歳  (n=  344) 28.2 48.5 24.1 11.0 37.8 15.7 40.4 11.0 0.6 48.3 6.7 2.0 3.2

１歳  (n=  821) 31.8 51.9 23.5 15.0 37.4 14.6 36.1 9.3 0.1 49.1 6.5 1.9 2.4

２歳  (n=1,298) 32.6 48.8 21.7 18.4 37.1 15.2 36.6 9.8 0.2 46.6 5.3 1.5 3.0

３歳  (n=2,184) 47.9 53.9 26.2 25.8 29.4 11.5 27.1 9.2 0.9 43.0 3.7 1.2 1.9

４歳  (n=2,817) 49.8 53.6 25.8 27.2 27.8 10.4 27.7 9.5 1.5 42.4 3.2 1.0 2.0

５歳  (n=3,398) 50.3 53.8 25.6 27.2 27.0 10.5 26.9 9.8 1.9 41.4 3.1 0.9 2.3

※複数回答

（３つまで）

5,100 5,050 5,034 4,929 4,898 4,850 4,994 5,139 5,181 5,181

1,633 1,779 2,108 2,517 2,728 3,267
4,215 4,575 5,123 5,264

511 482 482 472 442
427

423
422

453 431

162 159 143 121 109 106
103

97
89 89

20
30

30
35 107

639 788 905 1,051 1,215
1,293

1,500
1,675

1,933 2,201

181

8,045 8,258 8,672 9,090 9,392
9,963

11,265
11,938

12,814
13,454

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

区立認可保育園 私立認可保育園 保育室

保育ママ 家庭的保育事業（保育所実施型） 認証保育所

緊急対策保育事業

（人）
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■ 望ましいと考える集団での教育・保育開始年齢 ■ 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区保育サービス利用者アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

■ 実際の入園時の子どもの年齢 ■ 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区保育サービス利用者アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

 

■ 保育施設と保護者との関わりや保護者もともに保育を担うという考え方・体制について ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区保育サービス利用者アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

すでにある
無回答

特に必要だと思わないあった方が良い全体（N=2,062）

22.7 

44.2 

6.2 

35.9 

11.8 

38.5 

24.2 

34.4 

34.8 

34.4 

37.4 

30.8 

58.3 

28.5 

53.1 

1.4 

0.7 

1.1 

0.8 

0.7 

保育施設の運営（運営規則、行事、予算決算

等）に関し施設側と定期的に話し合う組織

父母会など、任意の保護者の自主組織

保育施設の修繕、遊具づくり、除草などの

作業を施設と保護者の共同で実施

保護者が保育施設において、

保育に参加できる

お迎え時等に園内で保育士、保護者同士が

交流できる定期的なお茶会

(%)

無回答

６歳以上
４歳０歳 ２歳

５歳

１歳 ３歳

9.6 29.8 26.2 29.0 3.0 

0.3 0.0 

2.1 全体（N=2,062）

(%)

無回答

６歳
４歳

０歳 ２歳

５歳

１歳 ３歳

32.8 42.4 10.8 10.0 2.8 

0.6 0.0 

0.6 全体（N=2,062）

(%)
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■ 保育施設の情報入手経路 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区保育サービス利用者アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

■ 子どもを幼稚園に入園させた理由 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第３回世田谷区私立幼稚園協会加盟園に在籍する園児の家庭へのアンケート調査」（平成 25 年）より作成 

56.4 

45.6 

42.3 

31.7 

22.3 

13.8 

11.8 

8.3 

2.8 

4.6 

0.5 

0 20 40 60

区のホームページ

区の保育課

保育施設への直接の訪問

友人・知人

区総合支所の子ども家庭支援センター

保育施設のＰＲ（ちらし、ホームページ）

民間の情報サイト

おでかけひろば・子育てひろば

本・雑誌類

その他

無回答

全体（N=2,062）

(%)

※複数回答

75.2 

9.7 

5.6 

1.5 

6.9 

1.1 

72.9 

12.0 

4.1 

1.5 

8.7 

0.8 

0 20 40 60 80 100

幼児期の教育は幼稚園でと思ったから

周囲のみんなが幼稚園に行っているから

保育所に行かせたかったが

条件が整わなかったから

幼稚園に入園した方が良いと

人に勧められたから

その他

無回答
平成25年９月調査

平成20年９月調査

(%)

※複数回答（２つまで）
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（３）支援が必要な子ども・家庭のサポート 
 

■ 児童相談所における虐待相談対応件数 ■ 

【東京都全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世田谷児童相談所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「東京都児童相談所事業概要」（平成 25 年／東京都）より作成 

2,206

3,026 3,146 3,265 3,307 3,229 3,339

4,450 4,559
4,788

5,414

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

（件）

平成

164

257

302

239

201
218

234

356

331
355 349

0

50

100

150

200

250

300

350

400

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

（件）

平成
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■ ひとり親の就労状況 ■ 

 

 

 

 

 

 

■ ひとり親の雇用形態 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区ひとり親家庭アンケート」（平成 25 年）より作成 

調査対象：上記の設問に対して「就労している」と答えた 1,536 人 

 

■ 一世帯当たり平均所得金額及び世帯人員一人当たり平均所得金額（平成 24 年） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 24 年 1 月～12 月までの 1 年間の所得である 

「国民生活基礎調査」（平成 25 年／厚生労働省）より作成 

537.2 

673.2 

243.4 
203.7 

163.8 

91.8 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

全世帯 児童のいる世帯 母子世帯

１世帯当たり平均所得金額 世帯人員１人当たり平均所得金額

（万円）

36.3 

35.7 

15.4 

11.0 

4.0 

0.1 

0 10 20 30 40

パート・アルバイト

正社員・正規職員

契約社員・派遣社員

自営業

その他

無回答 全体（n=1,536）

(%)

※複数回答

就労している
無回答

就労していない

85.7 13.8 0.4 全体（N=1,792）

(%)

「世田谷区ひとり親家庭アンケート」（平成 25 年）より作成 
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■ ひとり親の悩みごと（ひとり親になった当時と現在の比較） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区ひとり親家庭アンケート」（平成 25 年）より作成 

79.4 

34.1 

26.6 

42.4 

40.2 

2.1 

15.8 

22.0 

7.0 

22.5 

33.1 

8.5 

42.9 

40.8 

29.3 

29.4 

7.3 

11.4 

22.8 

14.7 

48.5 

8.1 

62.4 

6.0 

1.7 

0.6 

73.2 

13.6 

18.1 

24.9 

33.1 

1.8 

12.9 

10.5 

9.9 

31.5 

48.4 

4.9 

27.0 

42.0 

20.4 

24.7 

2.2 

9.7 

13.3 

8.4 

31.9 

7.3 

61.2 

6.5 

3.4 

0.7 

0 20 40 60 80 100

養育費や教育費など経済的な負担

育児の負担

家事の負担

仕事の負担

子どものしつけや接し方

子どもの暴力

子どもの友人関係

子どもの親（相手方）との関わり方

再婚

子どもの学力

子どもの進路

子どもの不登校・ひきこもり

自分の求職・就職

自分の健康状態

子どもの健康状態

子どもとコミュニケーションをとる時間の不足

子どもの親（相手方）からのつきまとい・暴力

ローンや借金など

ひとり親家庭への理解不足

社会からの孤立感

子どもへの精神的負担

子どもへの家事等の負担

自分が倒れたときの子どもの将来

その他

特になし

無回答

ひとり親になった当時

（N=1,792）

現在（N=1,792）

(%)

※複数回答
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■ 子どもの貧困率（全国） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国民生活基礎調査」（厚生労働省）より作成 

 

■ 就学援助費認定者の割合の推移（世田谷区） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 17 年度より認定基準を生活保護基準の 1.3 倍から 1.2 倍に変更 

「教育のあらまし『せたがや』」より作成 

12.8

12.1

13.4

14.5

13.7

14.2

15.7

16.3

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

16.0 

17.0 

平成３年 ６年 ９年 １２年 １５年 １８年 ２１年 ２４年

（%）

0.0

9.8 
11.1 

12.0 12.3 12.6 13.1 
14.2 

13.4 12.8 12.4 11.8 11.7 11.8 11.5 11.5 11.1 

11.7 
12.9 

13.8 
15.3 

16.6 
17.3 

18.4 
19.2 19.1 19.1 18.8 

19.6 

21.4 21.4 21.0 
19.9 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

小学校認定率 中学校認定率

（%）

平成
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■ 特別支援学級に在籍する児童、生徒数 ■ 

【世田谷区立小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世田谷区立中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別支援教育最終報告書」（平成 26 年／世田谷区）より作成 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

知的障害 肢体不自由 難聴 情緒障害 弱視 言語障害

（人）

（人）
平成18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

知的障害 175 188 207 208 203 206 209 233 225

肢体不自由 7 8 10 13 17 17 18 17 14

難聴 21 22 22 28 22 21 18 18 16

情緒障害 122 150 186 217 242 268 289 318 367

弱視 11 11 12 12 12 11 13 12 13

言語障害 131 146 134 135 153 146 133 144 162

（人）
平成18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

知的障害 103 101 118 124 123 123 115 139 140

肢体不自由 0 0 0 0 0 3 6 10 12

難聴 7 5 3 2 1 2 4 5 7

情緒障害 49 57 65 71 80 94 108 105 111

0

20

40

60

80

100

120

140

160

平成18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

知的障害 肢体不自由 難聴 情緒障害

（人）
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■ 児童、生徒一万人あたりの不登校者数 ■ 

【世田谷区立小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世田谷区立中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校基本調査」（東京都）より作成 

31.4 
32.1 

33.1 
34.7 

33.2 

41.1 

29.6 29.1 

31.4 
33.6 

32.5 

39.4 

30.1 29.6 

29.4 
27.7 

23.4 

33.6 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

平成20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

東京都 区部 世田谷区

（人）

0.0

256.8 
248.9 249.6 

243.3 

233.1 

259.5 

243.9 
235.8 

241.1 
236.9 

229.6 

254.1 

201.7 

188.7 
192.2 191.9 

164.0 

213.8 

140.0 

160.0 

180.0 

200.0 

220.0 

240.0 

260.0 

平成20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

東京都 区部 世田谷区

（人）

0.0
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（４）質の高い学校教育の充実 
 

■ 世田谷区立小学校児童数・中学校生徒数の推移と推計値 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区区政概要 2014」 

「平成 26 年度 教育人口等推計報告書」（東京都）より作成 

 

■ 国立・区立・私立別小学校児童・中学校生徒数の割合 ■ 

【小学校児童】                      【中学校生徒】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 26 年 5 月 1 日現在 

「平成 26 年度学校基本調査」（東京都）より作成 

31,035 31,330 31,574 31,631 31,591 32,015 32,526 33,059 33,876 34,772 35,713 36,547

9,972 10,034 10,036 10,237 10,330 10,491 10,617 10,666 10,784 10,838 10,812 11,019

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

小学校児童数 中学校生徒数

（人）

平成

推計
推移

1.8 0.9 0.7 

88.4 94.5 95.0 

9.9 4.6 4.4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

世田谷区 区部 東京都

国立 区立 私立

4.3 1.1 0.9 

53.8 
69.5 75.0 

41.9 
29.4 24.1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

世田谷区 区部 東京都

国立 区立 私立
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（５）子どもの成長と活動の支援（第６章今後の若者施策の取組みを含む） 
 

■ 小学生の地域の行事（お祭りなど）への参加頻度 ■ 

【低学年】 

 

 

 

 

 

【高学年】 

 

 

 

 

 

 
「世田谷区小学生対象アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

■ 中高生世代のボランティア活動経験の有無 ■ 

 

 

 

 

 

「世田谷区中高生世代アンケート」（平成 25 年）より作成 

 

■ 中高生世代のボランティア活動への参加意向 ■ 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区中高生世代アンケート」（平成 25 年）より作成 

調査対象：上記の設問に対して「ない」と答えた 552 人 

いつも参加している 無回答時々参加している

参加したことがない

26.8 60.9 10.7 1.6 全体（N=1,541）

(%)

参加したことがない

無回答いつも参加している 時々参加している

ほとんど参加したことがない

15.4 56.6 19.9 6.9 1.1 全体（N=1,331）

(%)

ある 無回答

その他

ない

60.4 38.4 0.3 0.9 全体（N=1,439）

(%)

参加してみたい

無回答

その他

どちらかというと

参加してみたい

どちらかというと

参加したくない

参加したくない

17.8 32.4 24.5 14.9 3.8 6.7 全体（n=552）

(%)
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■ 新 BOP の年間参加延べ人数と１日平均参加人数別の施設数の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「教育のあらまし『せたがや』」より作成 

 

■ 学童クラブ・ＢＯＰを利用したい理由 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

調査対象：就学児童 世田谷区在住の６歳～９歳の児童の保護者のうち 

「放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいですか」という問に対し「学童クラブ」 

または「ＢＯＰ」を選んだ 996 人 

82.3 

80.5 

61.3 

35.5 

30.7 

20.0 

11.0 

4.0 

7.4 

0 20 40 60 80 100

学校から移動せず、安心して

安全な活動ができる場所だから

友達と遊んだり交流できるから

校庭や体育館などで思いっきり遊べるから

保護者の就労等により、

家で留守番させられないから

利用料が安いから（ＢＯＰは無料だから）

日常活動や行事が楽しいから

放課後過ごせる場所をほかに知らないから

その他

無回答

全体（n=996）

(%)

※複数回答

17
21 24 22 20

26 21
20 21

21

18 18 15 16 17

3 4 5 5 6

1,163,248 1,145,434 1,120,978 
1,165,447 1,148,352 

0 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

0

10

20

30

40

50

60

70

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

～49人 50～69人 70～89人 90人～ 年間参加延べ人数

（人）（校）
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■ 児童館の世代別入館者数の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区保健福祉総合事業概要 統計編」より作成 

 

■ 児童館を利用したい理由 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

調査対象：就学児童 世田谷区在住の６歳～９歳の児童の保護者のうち 

「放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいですか」という問に対し「児童館」を選んだ 439 人 

172,147 183,770 163,242 175,310 177,923 

324,008 307,253 
292,916 295,014 308,810 

58,849 56,037 
52,948 48,054 44,794 

16,036 15,697 
11,033 11,764 10,642 

181,194 190,790 
183,932 179,853 184,021 

752,234 753,547 
704,071 709,995 726,190 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

800,000 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

幼児 小学生 中学生 高校生等 保護者等

（人）

85.2 

80.4 

50.3 

44.4 

34.9 

30.8 

18.0 

8.4 

7.1 

6.4 

4.3 

0 20 40 60 80 100

友達と遊んだり交流できるから

子どもが安心して安全な活動ができる場所だから

子どもが遊べる設備があるから

無料で遊ぶことができるから

他の学校の児童と交流や遊びが出来るから

日常活動や行事が楽しいから

中・高生と一緒に活動でき、

色々なことを教えてもらえるから

保護者の就労等により、

家で留守番させられないから

放課後過ごせる場所をほかに知らないから

その他

無回答

全体（n=439）

(%)

※複数回答
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（６）子どもが育つ環境整備 
 

■ 災害時に手助けをしてくれる近所の知人・友人の有無 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

 

■ 子育て支援の実施主体別利用したい子育て支援 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

近所にいる 無回答近所にはいない

53.6 

71.6 

44.5 

27.2 

1.9 

1.2 

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

62.7 

32.1 

29.8 

36.3 

12.1 

54.1 

22.6 

22.7 

28.4 

17.6 

0 20 40 60 80

区など行政

民間の事業者

ＮＰＯなど市民活動

地域住民同士が協力した活動

無回答

(%) (%)

【子育てに関する悩みの気軽な相談】 【子育て世代の交流の場づくり】

【お子さんの一時的な預かり】

※複数回答

83.0 

48.9 

21.2 

22.7 

6.5 

68.0 

36.8 

17.6 

25.6 

12.7 

0 20 40 60 80 100

区など行政

民間の事業者

ＮＰＯなど市民活動

地域住民同士が協力した活動

無回答

就学前児童の保護者

（N=3,685）

就学児童の保護者

（N=1,855）

(%)

65.0 

35.7 

35.8 

47.2 

10.7 

50.7 

22.4 

25.9 

46.4 

17.0 

0 20 40 60 80

区など行政

民間の事業者

ＮＰＯなど市民活動

地域住民同士が協力した活動

無回答※複数回答

※複数回答
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■ 出産前後１年間の母親の離職の経験 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）、 

「『世田谷区子ども計画』ニーズ調査」（平成 20 年）より作成 

調査対象：就学前児童 世田谷区在住の０歳～５歳の児童の保護者（父子家庭を除く） 3,679 人（平成 25 年） 

就学前児童 世田谷区在住の０歳～５歳の児童の保護者（父子家庭を除く） 1,940 人（平成 20 年） 

 

 

■ 出産前後１年間に仕事をやめた理由 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『世田谷区子ども・子育て支援事業計画』ニーズ調査」（平成 25 年）より作成 

調査対象：就学前児童 上記の設問に対し、「仕事をやめた」と答えた 960 人 

 

仕事をやめた 無回答
仕事をやめていない

（育休、転職も含む）

出産１年前にすでに

働いてなかった

離職した 継続的に働いていた

（転職も含む） 既に働いてなかった

無回答

26.1 

52.5 

33.2 

22.7 

33.5 

22.8 

7.1 

2.0 

平成25年調査

（n=3,679）

平成20年調査

（n=1,940）

(%)

38.6 

32.5 

14.8 

14.4 

7.3 

3.2 

26.0 

1.7 

0 20 40 60

妊娠・出産を機に仕事をやめるつもりでいたから

職場に育児休業制度等の仕事と家庭の両立支援制度

が整っていない、もしくは利用しづらい環境だったから

希望する教育・保育事業が確実に

利用できる見込みがなかったから

職場に、妊娠や出産をした人は

離職するという雰囲気があったから

希望していた教育・保育事業が利用できなかったから

配偶者など家族の理解が得られなかったから

その他

無回答 全体（n=960）

(%)

※複数回答
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■ ユニバーサルデザインによるハードのまちづくりで最も重要だと思うこと ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第２回区政モニターアンケート結果『ユニバーサルデザインについて』」（平成 25 年）より作成 

 

 

 
 

45.8 

45.2 

40.5 

28.6 

28.6 

24.4 

20.2 

17.9 

11.3 

10.1 

6.0 

6.0 

0 10 20 30 40 50

歩道の整備

自転車道・自転車走行帯の整備

鉄道や電車の駅のバリアフリー

放置自転車・バイクの撤去

公共建築物のバリアフリー

電線類の地中化

案内表示の整備

電車やバスの車両のバリアフリー

民間建築物のバリアフリー

横断歩道の整備

音響式信号機の整備

無回答

全体（n=168）

(%)

※複数回答（３つまで）
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   世田谷区子ども条例 
 
前文 

子どもは、未来への「希望」です。将来へ向けて社会を築いていく役

割を持っています。 

子どもは、それぞれ一人の人間として、いかなる差別もなくその尊厳

と権利が尊重されます。そして、心も身体も健康で過ごし、個性と豊か

な人間性がはぐくまれる中で、社会の一員として成長に応じた責任を果

たしていくことが求められています。 

平成６年、国は、「児童の権利に関する条約」を結びました。そして、

世田谷区も平成11年に「子どもを取り巻く環境整備プラン」を定め、

子どもがすこやかに育つことのできる環境をつくるよう努めてきまし

た。 

子どもは、自分の考えで判断し、行動していくことができるよう、社

会における役割や責任を自覚し、自ら学んでいく姿勢を持つことが大切

です。大人は、子どもが能力を発揮することができるよう、学ぶ機会を

確保し、理解を示すとともに、愛情と厳しさをもって接することが必要

です。 

このことは、私たち世田谷区民が果たさなければならない役割である

と考え、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現する

ため、世田谷区は、すべての世田谷区民と力を合わせ、子どもがすこや

かに育つことのできるまちをつくることを宣言して、この条例を定めま

す。 

第１章 総
そう

則

（条例制定の理由） 

そく

 

第１条 この条例は、子どもがすこやかに育つことができるよう基本と

なることがらを定めるものです。 

（言葉の意味） 

第２条 この条例で「子ども」とは、まだ１８歳になっていないすべて

の人のことをいいます。 

（条例の目標） 

第３条 この条例が目指す目標は、次のとおりとします。 

（１）子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせるようにする。 

（２）子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものすばらしさを

発見し、理解して、子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。 

（３）子どもが育っていく中で、子どもと一緒に地域の社会をつくる。 

（保護者の務め） 

第４条 保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚

し、ふれあいの機会を大切にして、子どもがすこやかに育つよう全力

で努めなければなりません。 

（学校の務め） 

第５条 学校は、子どもが人間性を豊かにし、将来への可能性を開いて

いくため、地域の社会と一体となって、活動をしていくよう努めなけ

ればなりません。 

（区民の務め） 

第６条 区民は、地域の中で、子どもがすこやかに育つことができ、ま

た、子育てをしやすい環境をつくっていくため、積極的に役割を果た

すよう努めなければなりません。 

（事業者の務め） 

第７条 事業者は、その活動を行う中で、子どもがすこやかに育つこと

ができ、また、子育てをしやすい環境をつくっていくため、配
はい

慮
りょ

（区の務め） 

す

るよう努めなければなりません。 

第８条 区は、子どもについての政策を総合的に実施します。 

２ 区は、子どもについての政策を実施するときは、保護者、学校、区

民、事業者などと連絡をとり、協力しながら行います。 

第２章 基本となる政策 

（健康と環境づくり） 

第９条 区は、子どもの健康を保持し、増進していくとともに、子ども

がすこやかに育つための安全で良好な環境をつくっていくよう努め

ていきます。 

（場の確保など） 

第10条 区は、子どもが遊び、自分を表現し、安らぐための場を自分

で見つけることができるよう必要な支援
し え ん

２ 区は、子どもが個性をのばし、人間性を豊かにするための体験や活

動について必要な

に努めていきます。 

支援
し え ん

（子どもの参加） 

に努めていきます。 

第11条 区は、子どもが参加する会議をつくるなどしていろいろな意

見をきき、子どもが自主的に地域の社会に参加することができる仕組

みをつくるよう努めていきます。 

（ 虐待
ぎゃくたい

第12 条 だれであっても、子どもを

の禁止など） 

虐待
ぎゃくたい

２ 区は、

してはなりません。 

虐待
ぎゃくたい

３ 区は、

を防止するため、地域の人たちと連絡をとり、協力し

ながら、子育てをしている家庭に対し、必要なことを行うよう努めて

いきます。 

虐待
ぎゃくたい

を早期に発見し、子どもを保護するため、すべての区

民に必要な理解が広まるよう努めていくとともに、児童相談所や自主

活動をしている団体と連絡をとり、協力しながら、 虐 待
ぎゃくたい

（いじめへの対応） 

の防止の

ための仕組みをつくるよう努めていきます。 

第13条 だれであっても、いじめをしてはなりません。 

２ 区は、いじめを防止するため、すべての区民に必要な理解が広まる

よう努めていくとともに、いじめがあったときに、すみやかに解決す

るため、保護者や地域の人たちと連絡をとり、協力するなど必要な仕

組みをつくるよう努めていきます。 

（子育てへの支
し

援
えん

第14 条 区は、地域の中での助け合いや連絡を強め、子育てをしてい

る人たちのために必要なことを行うよう努めていきます。 

） 

第３章 子どもの人権擁
よう

護

（世田谷区子どもの人権

ご

 

擁
よう

護
ご

第 15 条 区は、子どもの人権を

委員の設置） 

擁
よう

護
ご

し、子どもの権利の侵害
しんがい

をすみ

やかに取り除くことを目的として、区長と教育委員会の附
ふ

属
ぞく

機関と

して世田谷区子どもの人権擁
よう

護
ご

委員（以下「擁
よう

護
ご

２ 

委員」といいます。）

を設置します。 

擁
よう

護
ご

３ 

委員は、３人以内とします。 

擁
よう

護
ご

委員は、人格が優れ、子どもの人権について見識のある人の

うちから区長と教育委員会が委
い

嘱
しょく

４ 

します。 

擁
よう

護
ご

５ 区長と教育委員会は、

委員の任期は３年とします。ただし、再任することができる

ものとします。 

擁
よう

護
ご

委員が心身の故障によりその仕事がで

きないと判断したときや、擁
よう

護
ご

６ 

委員としてふさわしくない行いがあ

ると判断したときは、その職を解くことができます。 

擁
よう

護
ご

委員に対する報
ほう

酬
しゅう

は、世田谷区非常勤職員の報
ほう

酬
しゅう

及
およ

び

費用弁
べん

償
しょう

（

に関する条例（昭和31 年10 月世田谷区条例第28 号）

の規定により区長が定める額を支給します。 

擁
よう

護
ご

第16条 

委員の仕事） 

擁
よう

護
ご

（１）子どもの権利の

委員は、次の仕事を行います。 

侵害
しんがい

についての相談に応じ、必要な助言や支
し

援
えん

（２）子どもの権利の

を

すること。 

侵害
しんがい

についての調査をすること。 

４ 
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（３）子どもの権利の侵害
しんがい

を取り除くための調整や要請
ようせい

（４）子どもの権利の

をすること。 

侵害
しんがい

（５）子どもの権利の

を防ぐための意見を述べること。 

侵害
しんがい

を取り除くための要請
ようせい

、子どもの権利の

侵害
しんがい

（６）子どもの権利の

を防ぐための意見などの内容を公表すること。 

侵害
しんがい

を防ぐための見守りなどの支
し

援
えん

（７）活動の報告をし、その内容を公表すること。 

をすること。 

（８）子どもの人権の擁
よう

護
ご

（

についての必要な理解を広めること。 

擁
よう

護
ご

第17条 

委員の務めなど） 

擁
よう

護
ご

委員は、子どもの人権を擁
よう

護
ご

し、子どもの権利の侵害
しんがい

２ 

を

取り除くため、区長、教育委員会、保護者、区民、事業者など（以下

「関係機関など」といいます。）と連絡をとり、協力しながら、公正

かつ中立に仕事をしなければなりません。 

擁
よう

護
ご

３ 

委員は、その地位を政党や政治的目的のために利用してはな

りません。 

擁
よう

護
ご

委員は、仕事をする上で知った他人の秘密をもらしてはなり

ません。擁
よう

護
ご

（

委員を辞めた後も同様とします。 

擁
よう

護
ご

第18条 区は、

委員への協力） 

擁
よう

護
ご

２ 保護者、区民、事業者などは、

委員の設置の目的をふまえ、その仕事に協力しな

ければなりません。 

擁
よう

護
ご

（相談と申立て） 

委員の仕事に協力するよう努

めなければなりません。 

第19条 子ども（次に定めるものとします。）は、擁
よう

護
ご

委員に、自分

の権利への侵害
しんがい

について相談することやその侵害
しんがい

を取り除くための

申立てをすることができます。また、だれであっても、擁
よう

護
ご

委員に、

次に定めるものの権利の侵害
しんがい

について相談することやその侵害
しんがい

（１）区内に住所を有する子ども 

を取

り除くための申立てをすることができます。 

（２）区内にある事業所で働いている子ども 

（３）区内にある学校、児童福
ふく

祉
し

（４）子どもに準ずるものとして規則で定めるもの 

施設などに、通学、通所や入所して

いる子ども 

（調査と調整） 

第 20 条 擁
よう

護
ご

委員は、子どもの権利の侵害
しんがい

を取り除くための申立て

に基づき、また、必要に応じて、子どもの権利の侵害
しんがい

についての調

査をするものとします。ただし、擁
よう

護
ご

２ 

委員が特別の事情があると認

めるときを除き、規則で定める場合においては、調査をしないことが

できます。 

擁
よう

護
ご

３ 

委員は、関係機関などに対し調査のために必要な書類を提出

するよう求めることや、その職員などに対し調査のために質問するこ

とができるものとします。 

擁
よう

護
ご

委員は、調査の結果、必要と認めるときは、子どもと関係機

関などとの 仲
ちゅう

介
かい

をするなど、子どもの権利の侵害
しんがい

(

を取り除くための

調整をすることができます。 

要請
ようせい

第21条 

と意見など) 

擁
よう

護
ご

委員は、調査や調整の結果、子どもの権利の侵害
しんがい

を取り

除くため必要と認めるときは、関係機関などに対してそのための

要請
ようせい

２ 

をすることができます。 

擁
よう

護
ご

委員は、子どもの権利の侵害
しんがい

３ 

を防ぐため必要と認めるときは、

関係機関などに対してそのための意見を述べることができます。 

要請
ようせい

や意見を受けた区長や教育委員会は、その要請
ようせい

４ 

や意見を尊重

し、適切に対応しなければなりません。 

要請
ようせい

や意見を受けた区長と教育委員会以外の関係機関などは、そ

の要請
ようせい

５ 

や意見を尊重し、対応に努めなければなりません。 

擁
よう

護
ご

委員は、区長や教育委員会に対して要請
ようせい

６ 

をしたときや意見を

述べたときは、その対応についての報告を求めることができます。 

擁
よう

護
ご

委員は、必要と認めるときは、要請
ようせい

、意見、対応についての

報告の内容を公表することができます。この場合においては、個人情

報の保護について十分に配慮
はいりょ

７ 

しなければなりません。 

擁
よう

護
ご

委員は、その協議により要請
ようせい

をし、意見を述べ、また、この要請
ようせい

（見守りなどの

や意見の内容を公表するものとします。 

支
し

援
えん

第22 条 

） 

擁
よう

護
ご

委員は、子どもの権利の侵害
しんがい

を取り除くための要請
ようせい

な

どをした後も、必要に応じて、関係機関などと協力しながら、その子

どもの見守りなどの支
し

援
えん

（活動の報告と公表） 

をすることができます。 

第 23 条 擁
よう

護
ご

（

委員は、毎年、区長と教育委員会に活動の報告をし、

その内容を公表するものとします。 

擁
よう

護
ご

委員の庶
しょ

務
む

第24 条 

など） 

擁
よう

護
ご

委員の庶
しょ

務
む

２ 

は、子ども・若者部で行います。 

擁
よう

護
ご

委員の仕事を補
ほ

佐
さ

３ 

するため、相談・調査専門員を置きます。 

擁
よう

護
ご

第４章 推進計画と評価 

委員に準じて、第 15 条第６項と第 17 条の規定は、相談・

調査専門員に適用します。 

（推進計画） 

第25条 区長は、子どもについての政策を進めていくための基本とな

る計画（以下「推進計画」といいます。）をつくります。 

２ 区長は、推進計画をつくるときは、区民の意見が生かされるよう努

めなければなりません。 

３ 区長は、推進計画をつくったときは、すみやかに公表します。 

（評価） 

第26条 区長は、子どもについての政策を有効に進めていくため、推

進計画に沿って行った結果について評価をします。 

２ 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をするときは、

区民の意見が生かされるよう努めなければなりません。 

３ 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をしたときは、

すみやかにその評価の内容を公表します。 

第５章 推進体制など 

（推進体制） 

第27条 区長は、子どもについての政策を計画的に進めていくため、

推進体制を整備します。 

（国、東京都などとの協力） 

第28条 区は、子どもがすこやかに育つための環境をつくっていくた

め、国、東京都などに協力を求めていきます。 

（雇
やと

第29条 

い主の協力） 

雇
やと

い主は、職場が従業員の子育てに配
はい

慮
りょ

２ 

したものであるよう

努めていくものとします。 

雇
やと

い主は、子どもがすこやかに育つことに関わる活動や子育てを

支える活動へ従業員が参加することについて配
はい

慮
りょ

（地域の中での助け合い） 

するよう努めてい

くものとします。 

第30条 区は、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくって

いくため、地域の中での助け合いに必要なことを行うとともに、自発

的な活動がなされるよう必要な取組を行います。 

（啓
けい

発
はつ

第31条 区は、この条例の意味や内容について、すべての区民に理解

してもらうよう努めなければなりません。 

） 

第６章 雑
ざっ

則

（委任） 

そく

 

第32条 この条例を施
し

行
こう

するために必要なことは、区長が定めます。
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